
平成 30年 12月 17日 

国 税 庁 

 

 

ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡに係る事務（金融商品取引業者等向けの情報） 

 

 

ＮＩＳＡ（以下、つみたてＮＩＳＡを含む。）及びジュニアＮＩＳＡに係る非課税口座開設等の

手続について、事務処理の流れに沿って、各事務の概要及び留意点を下記のとおり取りまとめま

した。 

各事務において使用する様式について参考に添付しています。 

なお、本情報は、金融商品取引業者等の方にＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡに係る事務処理全

体のイメージをお持ちいただくための情報として作成したものであり、各種書面の送付時期や詳

細な取扱いについては状況に応じて変更もあり得ますのでご承知おきください。 

 

記 

 

１ （未成年者）非課税適用確認書の交付申請又は非課税口座簡易開設届出書に係る手続（別添

フロー図Ａ：①、②） 

  金融商品取引業者等の営業所は、申請者（投資者）から提出を受けた「（未成年者）非課税適

用確認書の交付申請書兼非課税（未成年者）口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出

書」（以下「交付申請書等」といいます。）に基づき「（未成年者）非課税適用確認書の交付申請

書に記載された事項」（以下「交付申請事項」といいます。）又は「届出事項（非課税口座簡易

開設届出書に記載された事項等）」（以下「届出事項」といいます。）を作成し、e-Taxにより所

轄税務署に提供します。 

 （注）１ 交付申請書等には申請者（投資者）の個人番号の記載が必要であり、また、交付申請書等を提出す

る際には、申請者（投資者）は金融商品取引業者等の営業所に対して個人番号を告知し、金融商品取引

業者等の営業所はその個人番号について本人確認を行う必要があります。 

    ２ 申請事項等の提供は、各営業所の所在地の所轄税務署長に提供する申請事項等を本店等が取りまと

めて一括して提供しても差し支えありません（以下「本店等一括提供」といいます。）（租税特別措置

法第 37条の 14第 23項、措置法通達 37の 14-17参照）。 

【留意事項】 

イ 各金融商品取引業者等の営業所が e-Taxにより一斉に大量のデータを送信した場合、即時通知を受信し 

 た後受信通知が確認できるまでに相当な時間を要することが想定されます。 

ロ 受信通知が確認されないまま、再度、送信手続を行いますと重複送信（重複申請）となりますので、必ず

受信通知をご確認ください。 

なお、１回の送信で５ファイル（１ファイル 5,000 件が上限）まで送信できますが、複数ファイルを送

信する場合（5,000件以上の申込がある場合）は、送信ファイルごとに受信通知をご確認いただく必要があ

ります。この場合、他のファイルの受信通知が確認できなくても、別ファイルの送信を行っていただくこ

とは可能です。 

また、重複送信を防止するために、e-Taxのシステムでは以下のチェックを行っています。 

① ＣＳＶファイルの選択画面において、同名のファイルを選択したときに、エラーメッセージが表示さ 
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 れます。 

② e-Taxのログインを継続して送信する場合、同名のファイルを選択したときに、警告メッセージが 

表示されます。 

ハ  e-Tax の 利 用 可 能 時 間 は 、 e-Tax ホ ー ム ペ ー ジ ＞ e-Tax の 運 転 状 況 ・ 利 用 可 能 時 間

（http://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm）をご確認ください。 

なお、e-Taxのヘルプデスク（0570‐01‐5901）の受付時間は、月曜日～金曜日（祝日及び 12月 29日～

１月３日を除きます。）の９時～17時です。 

ニ 交付申請事項については、時間単位（ミリ秒単位）で先後の判定を行います。 

ホ ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡの交付申請事項は同一ファイルで送信することが可能であり、４《e-Tax

還元データ》はＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡの区別なくデータ提供されますのでご留意ください。 

 

２ 「申請事項等データに関する記載不備情報」（記載不備還元データ）の提供（別添フロー図Ａ：

④、別添フロー図Ｂ③、⑧） 

  金融商品取引業者等の営業所から所轄税務署に提供された申請事項等（注１）が、法令解釈通達（注

２）に定めるレコード内容及び記載要領の要件を満たすか否かを確認します。確認の結果、要件

を満たさない（記載不備がある）場合は、エラー内容等を記録した「申請事項等データに関す

る記載不備情報」（以下、「記載不備還元データ」といいます。）を送信者のメッセージボックス

に格納します。 

 （注）１ 記載不備のチェック対象となる申請事項等は以下のとおりです。 

     ① （未成年者）非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項（租税特別措置法第 37 条の 14 第

９項、租税特別措置法第 37条の 14の２第 15項） 

     ② （未成年者）非課税適用確認書の提出をした者に関する事項（租税特別措置法第 37 条の 14 第 17

項、租税特別措置法第 37条の 14の２第 19項） 

     ③ 非課税（未成年者）口座異動届出書に記載された事項等（租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の

２第４項、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の２第４項（租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の

８第 20項において準用）） 

     ④ 非課税（未成年者）口座移管依頼書に記載された事項等（租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の

２第４項、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の２第４項（租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の

８第 20項において準用）） 

     ⑤ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（非課税口座・未成年者

口座）（租税特別措置法施行令第 25条の 13の３第２項、租税特別措置法施行令第 25条の 13の３第

２項（租税特別措置法施行令第 25条の 13の８第 20項において準用）） 

     ⑥ 変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）（租税特別措置法第 37 条の

14第 20項） 

     ⑦ 廃止届出事項（「非課税（未成年者）口座廃止届出書」（「（未成年者）出国届出書」を含む。）又は

「非課税口座廃止通知書交付申請書」に記載された事項等）（租税特別措置法第 37条の 14第 23項、

租税特別措置法第 37条の 14の２第 22項） 

     ⑧ 提出事項（「勘定廃止通知書」又は「非課税（未成年者）口座廃止通知書」の提出をした者に関す

る事項）（租税特別措置法第 37条の 14第 25項、租税特別措置法第 37条の 14の２第 23項） 

     ⑨ 届出事項（非課税口座簡易開設届出書に記載された事項等）（租税特別措置法第 37 条の 14 第 11

項） 

    ２ 法令解釈通達とは、平成 25年６月 25日付課法８-３ほか１課共同「非課税適用確認書の交付申請書

に記載された事項等を提供する場合におけるレコード内容及び記載要領等の制定について（法令解釈

通達）（最終改正 平成 30 年６月 25 日）」（以下、「レコード通達」といいます。）のことを指していま

す。 
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【留意事項】 

イ 記載不備還元データの対象となった申請事項等は、不受理として取り扱われますので、エラーとなった申

請事項等については正しい申請事項等に訂正した上で、再度、提供していただく必要があります。 

なお、この場合において、訂正後の申請事項等を提供した時が所轄税務署に申請事項等を提供した時に

なります。 

ロ 所轄税務署に提供された申請事項等のうち、記載不備のあった申請事項等のみ再提供が必要になります

（例えば、１ファイル（5,000件のデータが格納）のうち、記載不備データが２件あった場合は、その２件

のみ再提供が必要になります。）。 

ハ 記載不備を未然に防止するために、「ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡにおいて金融商品取引業者等の営業

所の長が所轄税務署長に提供する事項の『レコードの内容及び記載要領』等のＦＡＱ」（国税庁ホームペー

ジの「ＮＩＳＡに関する情報」（http://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/index.htm）に掲載）を参考に

申請事項等のデータを作成してください。 

ニ 記載不備還元データは、①送信された申請事項等内の記載事項のチェック結果は申請事項等の受信日から

４日以降を目途に、②送信された申請事項等の税務当局側登録済情報とのチェック結果は申請事項等の受信

日の翌週半ばを目途に送付されます。 

ホ 記載不備還元データに記録されたエラー内容の解明に当たっては、「記載不備還元データの処理要領」（様

式１）を参考にしてください。 

なお、「記載不備還元データの処理要領」等については、国税庁ホームページの「ＮＩＳＡに関する情報」

（http://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/index.htm）から必要に応じて出力願います。 

へ 申請事項等の記載不備のチェック事項として、平成 28 年１月４日以後に受信するものから、個人番号の

チェック（①個人番号欄が空白でないか、②個人番号が桁数誤りでないか、③個人番号が属性誤り（半角数

字でない場合）でないか、④個人番号がチェックデジットエラーとならないか）が追加されています。 

 

３ （未成年者）非課税適用確認書又は（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通

知書の送付（別添フロー図Ａ：⑧-１、⑧-２） 

  金融商品取引業者等の営業所から所轄税務署に提供された交付申請事項について、当該交付

申請事項の提供があった時よりも前に同じ申請者（投資者）からの交付申請事項の提供がない

場合には、「（未成年者）非課税適用確認書」（様式２、３）を金融商品取引業者等の営業所に送

付し、また、当該交付申請事項の提供があった時よりも前に同じ申請者（投資者）からの交付

申請事項の提供がある場合には、「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」

（様式４、５）を金融商品取引業者等の営業所に送付します。 

【留意事項】 

イ 「（未成年者）非課税適用確認書」又は「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」（以

下「非課税適用確認書等」といいます。）は、通常、e-Tax の受信日の約１週間半から２週間半後に、営業

所の所在地の所轄税務署、全国 13 箇所のセンター（注１）又は国税庁が指定する外部委託業者（注２）から金融

商品取引業者等の営業所（送付先の指定がある場合には、送付先）に書留郵便等により送付されます。 

 （注） センターは、各国税局（沖縄国税事務所を含む。）の管内に１ヶ所（東京国税局は２ヶ所）設置さ

れており、本店等一括提供をされた場合でも、それぞれの金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署

名にて非課税適用確認書等は作成され、その所轄税務署を管轄する国税局（又は沖縄国税事務所）内

に設置されたセンターから金融商品取引業者等の営業所（送付先の指定がある場合には送付先）に送

付されます。したがって、交付申請件数の多い営業所を管轄する税務署（センター）では、他の税務

署（センター）よりも非課税適用確認書等の出力に時間を要することとなり、同時に提供した交付申

請事項であっても、営業所等により非課税適用確認書等の到着時期に差が生じます。 

ロ 同時の重複申請については、受信した交付申請事項又は届出事項を時間単位で判定しますので、次の①又 

は②の場合に発生します。 

① 金融商品取引業者等の営業所が同一ファイル内に同一の申請者（投資者）に係る交付申請事項又は届

出事項を誤って複数記録した場合 
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② 他の金融商品取引業者等の営業所から同一の申請者（投資者）に係る交付申請事項又は届出事項が同

時（ミリ秒単位）に提供された場合 

この場合において、①のケースにおいては、税務署から送付された「重複申請者リスト」（税務署で確認

した結果、①のケースに該当すると認められた場合には、「重複申請者リスト」の該当者の欄外（「取消の

有無」欄の右側）に「同一」と記載します。）に基づき交付申請事項の送信事績を確認し、誤送信であるこ

とが確認できた場合には、申請者（投資者）に対して非課税（未成年者）口座開設の意思確認を行う必要

はなく、また、「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」（同時申請書用）（様式６）（※

未成年者の場合は様式５）は申請者（投資者）に交付することなく金融商品取引業者等の営業所において

保管（保存期間は「非課税適用確認書」と同じ。）してください（②のケースは基本的に発生しないものと

考えています。）。 

なお、届出事項について重複と認められた場合は、①及び②のどちらのケースにおいても、「重複申請者

リスト」の送付は行われません。 

ハ 営業所の所在地の所轄税務署及びセンターから送付する非課税適用確認書等は、「（未成年者）非課税適用

確認書」と「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」を①所轄税務署、②送付先（又

は営業所等）に区分した上で、営業所使用欄（金融商品取引業者等が付番した記号、番号）の順番（昇順）

に梱包し、それぞれの金融商品取引業者等の営業所に送付します（営業所使用欄の記載がない場合は、申請

者のフリガナ順に並べます）。 

  なお、「（未成年者）非課税適用確認書」と「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」

が混在している場合は、同一送付先ごとに、①非課税適用確認書、②未成年者非課税適用確認書の順番及び

①非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書、②未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知

書の順番に、それぞれの金融商品取引業者等の営業所に送付します。 

ニ 「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」（上記ロ①のケースを除く。）は、金融商

品取引業者等の営業所において留め置くことなく、申請者（投資者）に交付する必要があります。 

 

４ e-Tax還元データ（別添フロー図Ａ：⑥） 

  金融商品取引業者等の営業所から提供された交付申請事項又は届出事項のうち、記載不備が

ない交付申請事項又は届出事項については、名寄せ処理が終わった後、送信者のメッセージボ

ックスに e-Tax還元データが格納されます。 

 （注）交付申請事項に係る e-Tax還元データの提供を受けたときは、（未成年者）非課税適用確認書等（原本）

が金融商品取引業者等に到着する前であっても、（未成年者）非課税適用確認書等の交付を受けたものと

して取り扱って差し支えありません（措置法通達 37の 14－19）。 

【留意事項】 

イ e-Tax還元データとして提供されるデータの内容は、レコード通達に記載されています。 

ロ e-Tax 還元データは、通常、e-Tax の受信日の約１週間から２週間後に送信者のメッセージボックスに格

納します。 

※ e-Tax還元データは、通常、毎週木曜日に１週間分の還元データがメッセージボックスに格納される予

定です。 

ハ e-Tax還元データは、ＸＭＬ形式で送信者のメッセージボックスに格納します（本店等一括提供された場

合は、本店等の利用者識別番号のメッセージボックスに格納されます。） 

※ 国税庁ホームページの「ＮＩＳＡに関する情報」

（http://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/index.htm）にて、サンプルデータを掲載しています。 

※ e-Taxにメールアドレスを登録しておくことにより、メッセージボックスに格納されたタイミングで、

登録されたメールアドレスにメールを送信します。 

ニ e-Tax還元データは、受付番号の単位でファイルが作成されます。また、e-Tax還元データは、①非課税 

 適用確認書の交付を行わない旨の通知書、②非課税適用確認書、③非課税適用確認書（同時）、④非課税適

用確認書の交付を行わない旨の通知書（同時）の順に区分された上で、②及び③は整理番号順に格納されま

す（①及び④は順番に規則性がありません）。 

なお、ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡの交付申請事項を同一ファイルで送信した場合、e-Tax還元データ
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についても、ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡの区別なく受付番号の単位でファイルが作成されます。 

 

５ 重複申請者リストの送付（別添フロー図Ａ：⑦） 

  同一の申請者（投資者）に係る交付申請事項が同時に提供された場合は、金融商品取引業者

等には、（未成年者）非課税適用確認書及び「同時の重複申請である旨のお知らせ」（様式７）

及び「重複申請者リスト」（様式８）（以下「重複申請者リスト等」といいます。）を金融商品取

引業者等の営業所の所在地の所轄税務署から金融商品取引業者等の営業所に送付します。 

【留意事項】 

イ 重複申請者リスト等は、通常、e-Taxの受信日から約１週間半から２週間半後に、金融商品取引業者等の 

 営業所の所在地の所轄税務署から金融商品取引業者等の営業所に書留郵便等により送付されます（送付先の

指定がある場合には送付先に送付します。本店等一括提供の場合であっても本店等には送付されません。）。 

ロ 届出事項について重複となった場合には、重複申請者リスト等は送付されません。 

 

 

６ （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼（別添フロー図Ａ：⑩、⑪） 

  所轄税務署から交付された「（未成年者）非課税適用確認書」の記載内容（申請者の氏名（フ

リガナを含む。）、生年月日に限る。）と金融商品取引業者等の営業所において保管している住民

票の写し又は個人番号カードの写し等の本人確認書類の記載内容に相違があることが判明した

場合には、「（未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書」（様式９）に所轄税務署から交付され

た「（未成年者）非課税適用確認書」（原本）を添付し、金融商品取引業者等の営業所の所在地

の所轄税務署長に提出していただくことになります。 

  この場合、所轄税務署では、訂正依頼書の内容を確認し、その結果、「（未成年者）非課税適

用確認書」の訂正を行うことが適当と認められた場合には、訂正後の「（未成年者）非課税適用

確認書」（訂正用）（様式 10、11）を金融商品取引業者等の営業所に送付します。 

 

【留意事項】 

イ 「（未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書」は、「（未成年者）非課税適用確認書」の記載内容に誤り

があると認められる場合のみ提出することができますので、「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わな

い旨の通知書」の記載内容に誤りがある場合には提出できません。「（未成年者）非課税適用確認書の交付を

行わない旨の通知書」の記載内容に誤りがある場合は、正しい交付申請事項を作成の上、当該交付申請事項

を再度提供していただくことになります。 

ロ 「（未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書」に記載されている訂正後の申請者（投資者）の情報につ

いて、既に、他の金融商品取引業者等の営業所等から当該申請者（投資者）に係る交付申請が行われており、

訂正することにより重複申請となる場合には、基本的には、措置法通達 37の 14－23に規定する取扱いに準

じて、非課税口座の取扱い（適否）を判断することになります｡ 

ハ 下記 19 の個人番号等の確認依頼により確認した結果、税務署へ提供した交付申請事項の生年月日が誤っ

ていることが判明した場合には、金融商品取引業者等の営業所は、上記に準じて、（未成年者）非課税適用

確認書の訂正依頼の手続を行う必要があります。 

なお、交付申請事項を本店等一括提供した場合であっても、（未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼は、

金融商品取引業者等の営業所が、その営業所の所在地の所轄税務署に対して行う必要があります。 

 

７ 非課税（未成年者）口座開設前の申請者（投資者）からの取消依頼（別添フロー図Ａ：③、

⑨-１～⑨-３） 
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  金融商品取引業者等の営業所は、（未成年者）非課税適用確認書の交付申請書の提出を受けた

申請者（投資者）から、非課税（未成年者）口座を開設する前に非課税（未成年者）口座開設

の取消依頼を受けた場合には、次のとおり取扱い願います。 

 ① 「（未成年者）非課税適用確認書」の交付を受けた場合 

非課税（未成年者）口座は開設せずに、税務署から送付された（未成年者）非課税適用確

認書（原本）を申請者（投資者）本人に交付し、申請者（投資者）には、非課税（未成年者）

口座を開設したい金融商品取引業者等の営業所に、当該（未成年者）非課税適用確認書（原

本）及び非課税（未成年者）口座開設届出書を提出して、非課税（未成年者）口座の開設手

続を行っていただくよう説明してください。 

 

 ② 「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」の交付を受けた場合 

税務署から送付された「（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」（原

本）を申請者（投資者）に交付し、申請者（投資者）には、他の金融商品取引業者等の営業

所にて既に非課税（未成年者）口座が開設されている旨を説明してください。 

【留意事項】 

イ 非課税（未成年者）口座を開設している申請者（投資者）が、他の金融商品取引業者等において非課税（未

成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定を行うためには、「金融商品取引業者

等変更届出書」又は「非課税（未成年者）口座廃止届出書」により手続を行っていただく必要があります。 

ロ 取消依頼に係る交付申請事項が記載不備還元データの対象となった場合は、交付申請事項の再提供は行わ

ずに、申請者（投資者）に対しては、他の金融商品取引業者等に対して交付申請手続を行うことが可能であ

る旨を説明してください。 

 

８ 非課税（未成年者）口座開設情報の取消依頼（別添フロー図Ａ：⑫、⑬） 

  金融商品取引業者等の営業所は、上記７により、非課税（未成年者）口座開設前に取消依頼

を受けていた場合において、誤って「（未成年者）非課税適用確認書の提出をした者に関する事

項」（以下「非課税口座開設情報」といいます。）を所轄税務署へ提供したときは取り消す必要

がありますので、「非課税（未成年者）口座開設情報の取消依頼書」（様式 12）及び「非課税（未

成年者）口座開設情報の取消事項明細書」（様式 13、14）を作成の上、金融商品取引業者等の

営業所の所在地の所轄税務署に提出していただくことになります。 

  この場合、所轄税務署では、取消依頼書の内容を確認し、その結果、取消しを行うことが適

当と認められた場合には、「非課税（未成年者）口座開設情報の取消しのお知らせ」（様式 15、

16）及び「取消明細書（非課税（未成年者）口座）」（様式 17、18）を金融商品取引業者等の営

業所に送付します。 

【留意事項】 

○ 「非課税（未成年者）口座開設情報の取消依頼書」は、金融商品取引業者等の事情により、税務署へ提供

すべきでない非課税(未成年者)口座開設情報を提供していた場合の取消手続ですので、原則として、非課税

（未成年者）口座が開設された後は、申請者（投資者）からの申出により非課税（未成年者）口座の開設を

取り消すことはできません。 

  したがって、開設済の非課税（未成年者）口座を取消ししたい場合には、「非課税(未成年者)口座廃止届

出書」を提出して、「非課税(未成年者)口座廃止通知書」の交付を受けて、他の金融商品取引業者等への再

開設手続を行っていただくことになります。 
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９ （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請（別添フロー図Ａ：⑭、⑮） 

  金融商品取引業者等の営業所が申請者（投資者）に（未成年者）非課税適用確認書（原本）

を交付した場合において、当該申請者（投資者）が他の金融商品取引業者等の営業所に（未成

年者）非課税適用確認書（原本）を提出する前にその（未成年者）非課税適用確認書（原本）

を紛失等（滅失、毀損の場合も含む。）したため（未成年者）非課税適用確認書の再交付を求め

る場合には、「（未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書」（様式 19）を非課税（未成年者）

口座の開設を希望する金融商品取引業者等の営業所を経由して当該金融商品取引業者等の営業

所の所在地の所轄税務署に提出していただくことになります。 

  この場合、所轄税務署では、再交付申請書の内容を確認し、その結果、再交付を行うことが

適当と認められた場合には、「（未成年者）非課税適用確認書」（再交付用）（様式 20、21）を金

融商品取引業者等の営業所に送付します。 

  また、再交付を行うことが適当でないと認められた場合には、「（未成年者）非課税適用確認

書を再交付しない旨のお知らせ」（様式 22、23）を金融商品取引業者等の営業所に送付します

ので、金融商品取引業者等の営業所から申請者（投資者）に当該お知らせを交付していただく

ことになります。 

【留意事項】 

イ 「（未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書」を金融商品取引業者等の営業所に提出し、非課税（未

成年者）口座の開設を行う際には、「非課税（未成年者）口座開設届出書」も金融商品取引業者等の営業所

に提出していただく必要があります。 

ただし、既に「（未成年者）非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」が提出されている

場合は、改めて「非課税（未成年者）口座開設届出書」を提出していただく必要はありません。 

ロ 「（未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書」が金融商品取引業者等の営業所に提出された場合は、

金融商品取引業者等の営業所は本人確認書類等の提出又は提示を受けて本人確認（個人番号の告知の際に必

要となる本人確認を含む。）を行うことが必要になります。 

ハ 「（未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書」が税務署に提出された場合には、（未成年者）非課税適

用確認書を送付した金融商品取引業者等の営業所に対して、「（未成年者）非課税適用確認書」送付後の状況

（申請者（投資者）への交付の有無など）について照会させていただく場合があります。 

 

10 非課税（未成年者）口座の無効通知（別添フロー図Ａ：⑯、⑰、⑱） 

  金融商品取引業者等の営業所から非課税（未成年者）口座開設情報又は届出事項の提供を受

けた後において、同一の申請者（投資者）が他の金融商品取引業者等の営業所にも重複して非

課税（未成年者）口座を開設しているのではないかと考えられる状況が生じた場合には、金融

商品取引業者等の営業所に対して、「非課税口座又は未成年者口座の開設状況の確認について」

（様式 24）、「確認対象口座一覧」（様式 25）及び「非課税口座又は未成年者口座の開設状況の

回答書」（様式 26）を送付し、「非課税口座又は未成年者口座の開設状況の回答書」の提出を求

めます。 

  その後、それぞれの金融商品取引業者等からの回答内容を確認した上で、無効と考えられる

非課税（未成年者）口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に対して、「非課税口座又

は未成年者口座の無効通知書等の送付について」（様式 27）、「非課税口座又は未成年者口座の

無効通知書」（様式 28）、「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に対する回答書」（様式 29）

及び「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書の処理要領」（様式 30）を送付し、課税処理
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の要否の見直し結果について、「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に対する回答書」に

より回答を求めます。 

（注） 同一の勘定設定期間に非課税管理勘定又は累積投資勘定が重ねて設けられた場合（重複口座の場合）に

は、次に掲げる日又は時が最も早い非課税管理勘定又は累積投資勘定を非課税の規定の適用を受ける非課

税管理勘定又は累積投資勘定として取り扱います（措置法通達37の14－23参照）。 

① 金融商品取引業者等の営業所の長から所轄税務署長が交付申請事項の提供を受けた日又は時 

② ①が同日又は同時である場合には、金融商品取引業者等の営業所の長が非課税適用確認書の提出を受け

た日 

③ ①が同日又は同時であり、かつ②が同日である場合には、非課税口座内上場株式等を取得した日 

④ ①が同日又は同時であり、かつ②及び③がいずれも同日である場合には、非課税口座内上場株式等に係

る配当等の支払を受けた日又は非課税口座内上場株式等を譲渡した日（措置法第 37 条の 14 第４項各号に

掲げる事由により非課税口座内上場株式等の払出しがあった日を含む。） 

(注) 複数設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定が勘定廃止通知書又は非課税（未成年者）口座廃

止通知書（以下「廃止通知書」という。）の提出により設けられた場合の上記①から④までの判定は、

当該廃止通知書の基因となった非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る上記①から④までの日又は時

により判定することに留意する。 

なお、同一年分に廃止通知書の提出により非課税管理勘定又は累積投資勘定が複数設けられた場合

において、その廃止通知書を発行した金融商品取引業者等の営業所の長が同一であるため、上記①か

ら④により判定できないときは、措置法第 37条の 14第 25項に規定する提出事項が所轄税務署長に提

供された時が最も早い非課税管理勘定又は累積投資勘定を同条の規定の適用を受ける非課税管理勘定

又は累積投資勘定として取り扱うことに留意する。 

また、未成年者口座開設者がその年１月１日において 20歳である年の１月１日において未成年者口

座を開設していたため同日に同一の金融商品取引業者等の営業所に設けられた非課税口座がある場合

には、同日に①の交付申請事項の提供、②の非課税適用確認書の提出を受けたものとして取り扱うこ

とに留意する。 

【留意事項】 

イ 重複口座が生じた場合において、非課税の規定の適用を受けることができる口座は一つの非課税（未成年

者）口座に限られますので、非課税の規定の適用を受けることができない非課税（未成年者）口座について

は、当初から非課税（未成年者）口座以外の口座（特定口座を除く。）での取引として取り扱われることに

なります。 

ロ 非課税（未成年者）口座の課税処理の要否の見直しの結果、非課税（未成年者）口座以外の口座（特定口

座を除く。）として取り扱われる口座において、既に非課税扱いにより支払った配当等がある場合には、所

得税及び復興特別所得税を徴収し納付する必要がありますが、その場合に使用する配当等の徴収高計算書

は、通常の源泉徴収分と別に作成し、当該計算書の摘要欄に「非課税（未成年者）口座無効分」と記載願い

ます。 

  この場合において、不納付加算税及び延滞税の取扱いについて、金融商品取引業者等の営業所の責めに帰

すべき事由があると認められる場合を除いては、不納付加算税は、国税通則法第 67 条に規定する「法定納

期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合」に該当するものとして取り扱

い、延滞税は、国税通則法第 63条第６項第４号に基づく国税通則法施行令第 26条の２第２号に該当するも

のとして取り扱うことになります。 

なお、非課税（未成年者）口座を重複して開設したことについて、責めに帰すべき理由がない場合には、

金融商品取引業者等の営業所はその旨を証明する書類（「『非課税口座又は未成年者口座の無効通知書』に

関する証明書」）（様式 31）を税務署に提出する必要があります。 

 

11 金融商品取引業者等変更届出書等の提出（別添フロー図Ｂ：①-１～①-２） 

  申請者（投資者）は、非課税管理勘定を設定すべき金融商品取引業者等を変更する場合や非

課税（未成年者）口座を廃止する場合には、次の届出書を非課税口座を開設している金融商品

取引業者等の営業所に対し提出します。 
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ケース 提出する届出書 

金融商品取引業者等を変更する場合 金融商品取引業者等変更届出書 

非課税（未成年者）口座を廃止する場合 非課税（未成年者）口座廃止届出書 
 
【留意事項】  

①-１ 金融商品取引業者等変更届出書 

イ 「金融商品取引業者等変更届出書」（以下「変更届出書」といいます。）は、変更前非課税口座に非課

税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月１日から１年を経過する日までの間に提出すること

とされていますので、上記の提出された変更届出書に記載されている「他の非課税口座に設けようとす

る非課税管理勘定の年分」が提出可能期間と合致しているか確認し、提出可能期間と合致していない場

合には当該変更届出書を受理することはできません。 

ロ 変更届出書が提出された日以前に、変更しようとする非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをし

ているときは、当該変更届出書を受理することはできません。 

ハ 変更届出書は書面により提出する必要があります。 

①-２ 非課税（未成年者）口座廃止届出書 

イ 「非課税（未成年者）口座廃止届出書」（以下「廃止届出書」といいます。）の提出があった場合は、

廃止する非課税（未成年者）口座における上場株式等の受入れの有無を確認し、上場株式等の受入れが

あるときは、申請者（投資者）に対し、廃止届出書の提出日以後は当該上場株式等に係る配当又は譲渡

益は課税扱いとなる旨を説明してください。 

ロ 実務上、廃止届出書の提出日の数日後に非課税（未成年者）口座を廃止した場合であっても、非課税

（未成年者）口座の廃止日は実際に非課税（未成年者）口座を廃止した日ではなく廃止届出書の提出日

となります。 

また、実務上、非課税（未成年者）口座を廃止する前に、廃止届出書の取下げの申出があった場合

には、取下げを認めて差し支えありませんが、非課税（未成年者）口座を廃止した後に廃止届出書の

取下げの申出があった場合には、取下げは認められません。 

ハ 申請者（投資者）が出国する場合には、出国する日の前日までに「出国届出書」を金融商品取引業者

等の営業所に対し提出することとされていますが、出国後に出国届出書が提出された場合であっても、

当該届出書を受理して差し支えありません。 

   なお、その場合は出国の事実が確認できた時点で、速やかに下記 12 の廃止届出事項の提供及び下記

13の非課税（未成年者）口座廃止通知書の交付を行う必要があります（ただし、同一の勘定設定期間に

おいて、出国届出書の提出により廃止する非課税（未成年者）口座に関し、既に変更届出書が提出され

ている場合は、非課税（未成年者）口座廃止通知書の交付は必要ありません。）。 

ニ 申請者（投資者）が出国した場合は、出国した時に廃止届出書を提出したものとみなされますので、

出国届出書の提出がない場合でも、下記 12の廃止届出事項の提供及び下記 13の非課税（未成年者）口

座廃止通知書の交付を行う必要があります（上記ハのカッコ書きと同様）。 

   

ホ 廃止届出書は書面により提出する必要があります。 

 

12 変更届出事項等の提供（別添フロー図Ｂ：②） 

金融商品取引業者等の営業所は、申請者（投資者）から提出を受けた変更届出書又は廃止届

出書、出国届出書、廃止通知書交付申請書（以下廃止届出書、出国届出書、廃止通知書交付申

請書を併せて「廃止届出書等」といいます。）に基づき、「変更届出事項（変更届出書に記載さ

れた事項等）」又は「廃止届出事項（廃止届出書等に記載された事項等）」（以下変更届出事項（変

更届出書に記載された事項等）、廃止届出事項（廃止届出書等に記載された事項等）を併せて「変

更届出事項等」といいます。）を作成し、e-Taxにより所轄税務署に提供してください。 

【留意事項】 
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イ 廃止届出書又は出国届出書の提出があった場合には、「非課税（未成年者）口座廃止通知書」を交付し

ない場合であっても、廃止届出事項の税務署への提供は必要となります。 

ロ 出国届出書の提出があった場合、税務署へ提供する廃止届出事項の「提出年月日（項番３～６）」は、

当該届出書の「出国予定年月日」欄に記載された年月日を記録する必要があります。 

  また、出国届出書の提出はないが、出国の事実が確認できた場合、税務署へ提供する廃止届出事項の「提

出年月日（項番３～６）」は、出国年月日を記録する必要があります。 

ハ 変更届出事項等に①記載不備還元データの対象となる記載不備や②廃止届出書の提出年月日の記載誤

りなどの誤りがあると、下記 15 の廃止通知書に係る提出事項の提供の際に、非課税管理勘定又は累積投

資勘定の設定等が不可となる要因になりますのでご注意願います。 

ニ  e-Tax の 利 用 可 能 時 間 は 、 e-Tax ホ ー ム ペ ー ジ ＞ e-Tax の 運 転 状 況 ・ 利 用 可 能 時 間

（http://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm）をご確認ください。 

なお、e-Taxのヘルプデスク（0570‐01‐5901）の受付時間は、月曜日～金曜日（祝日及び 12月 29日

～１月３日を除きます。）の９時～17時です。 

 

13 勘定廃止通知書等の交付（別添フロー図Ｂ：④-１、④-２、④´-１、④´-２） 

変更届出事項等を提供した金融商品取引業者等の営業所は、「勘定廃止通知書」又は「非課税

（未成年者）口座廃止通知書」（以下これらを併せて「廃止通知書」といいます。）を申請者（投

資者）に交付してください。 

（注）申請者（投資者）が他の金融商品取引業者等の営業所に廃止通知書を提出する前にその廃止通知書を紛

失等（滅失、毀損の場合も含む。）したため廃止通知書の再交付を求める場合には、「廃止通知書等再交付

申請書」を廃止通知書を交付した金融商品取引業者等の営業所に提出していただくことになります。 

なお、廃止通知書を再交付する場合には、当該廃止通知書に「再交付」と付記してください。 

【留意事項】 

イ 申請者（投資者）が金融商品取引業者等の営業所に対し、同一の勘定設定期間において、廃止届出書の

提出により廃止する非課税（未成年者）口座に関し、既に変更届出書を提出していた場合は、当該変更届

出書に係る「勘定廃止通知書」が交付されているため、廃止届出書に係る「非課税（未成年者）口座廃止

通知書」は交付できないので、申請者（投資者）にその旨をご説明願います。 

ロ 廃止通知書の申請者（投資者）への交付は、上記 12 の税務署に対する変更届出事項等の提供を了した

後に行う必要があります。 

ハ 廃止通知書の記載内容に誤りがありますと、下記 15 の廃止通知書に係る提出事項の提供の際に、非課

税管理勘定等の設定等が不可となる要因になりますのでご注意願います。 

特に、「非課税（未成年者）口座廃止通知書」には、「非課税（未成年者）口座廃止届出書の提出年月日」

と「非課税（未成年者）口座が廃止された年月日」の両方を確実に記載願います。 
なお、廃止通知書の「非課税（未成年者）口座が廃止された年月日」には、廃止届出書の提出年月日を

記載願います。 
ニ 廃止通知書の交付後に、変更届出事項等の提供に係る記載不備還元データの提供（別添フロー図Ｂ：③）

が行われた場合には、記載不備となった変更届出事項等に係る廃止通知書について、その記載内容に誤り

があるか否かを速やかに確認した上で、次のとおり取り扱い願います。 

① 廃止通知書に記載誤りがない場合には、申請者（投資者）に対し、税務署への変更届出書又は廃止届

出書等に係る登録手続を終えていないので、当該手続が終了するまでは変更予定の金融商品取引業者等

（以下「変更後金融機関」といいます。）に対して廃止通知書の提出を行わないように依頼してくださ

い。その後、記載不備の処理を了した際には、その旨を申請者（投資者）に連絡してください。 

  なお、申請者（投資者）へ連絡した際に、申請者（投資者）が既に廃止通知書を変更後金融機関に提

出済であった場合は、申請者（投資者）から変更後金融機関に対して、廃止通知書を交付した金融商品

取引業者等（以下「変更前金融機関」といいます。）において、税務署への手続が完了してない旨の連

絡があったことを伝えるよう依頼してください。 

② 廃止通知書に記載誤りがあることが判明した場合は、交付した廃止通知書を申請者（投資者）から回

収し、正しい廃止通知書を再交付してください。 

10 

 



   また、既に変更後金融機関に対し、当初交付した廃止通知書を提出している場合には、申請者（投資

者）に対して、申請者（投資者）から変更後金融機関に改めて再交付された廃止通知書を提出するよう

依頼してください。 

なお、誤った廃止通知書は変更後金融機関において保管するため、回収は必要ありません。 

ホ 廃止通知書を交付する場合には、申請者（投資者）に対して「廃止通知書を 10月から 12月までの間に

変更後金融機関に提出した場合は、その提出した日の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定から再設

定されることになるので、当年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定を再設定したい場合には、９月 30

日までに廃止通知書を変更後金融機関に提出する必要があること」をご説明願います。 

ヘ 申請者（投資者）から廃止通知書の紛失等（毀損、破損を含みます。）により、変更前金融機関に対し

て再交付依頼があった場合には、税務署から事後に再交付の事実を確認させていただく場合がありますの

で、関係書類を租税特別措置法施行規則第 18条の 15の８に定める保存年限に準じて保存願います。 

 

14 非課税（未成年者）口座廃止通知書の提出（非課税口座の（再）開設）（別添フロー図Ｂ：⑤

-１、⑤-２） 

申請者（投資者）は、非課税（未成年者）口座を再開設（又は非課税管理勘定若しくは累積

投資勘定を再設定）しようとする場合には、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、『非課税

（未成年者）口座を再開設（又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定）しようとす

る年の前年 10月１日』から『上場株式等を当該口座に受け入れる日又は開設しようとする年の

９月 30日のいずれか早い日』までに廃止通知書を提出します。 

 （注）  既に非課税（未成年者）口座を開設している金融商品取引業者等に対して非課税管理勘定又は累積投

資勘定を再設定しようとする場合には、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その設けようとする

非課税管理勘定若しくは累積投資勘定に係る年分の前年10月１日から同日以後１年を経過する日までに

廃止通知書を提出します（既に非課税（未成年者）口座が開設されているため、改めて非課税（未成年

者）口座開設届出書を提出する必要はありません。） 

【留意事項】 

イ 金融商品取引業者等の営業所は、廃止通知書が提出された場合において、当該廃止通知書の記載内容を

確認し、非課税（未成年者）口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定若しくは累積投資勘定への

上場株式等の受入れがある旨の記載がある場合には、その廃止した日から同日の属する年の９月 30 日ま

での間は、当該通知書を受理することはできません。 

ロ 新規に非課税（未成年者）口座を開設する場合は、「非課税（未成年者）口座開設届出書」に廃止通知

書を添付して提出します。 

なお、過去において「（未成年者）非課税適用確認書の交付申請書兼非課税（未成年者）口座開設届出

書」が提出されていたが、「（未成年者）非課税適用確認書を交付しない旨の通知書」の交付を受けていた

場合には、改めて、「非課税（未成年者）口座開設届出書」の提出が必要となります。 

 

15 廃止通知書に係る提出事項の提供（別添フロー図Ｂ：⑥） 

廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所は、その営業所の所在地の所轄税務

署長に対し、e-Taxにより提出事項（廃止通知書に記載された事項等）を提供してください。 

【留意事項】 

イ 廃止通知書に係る提出事項の提供を受けた税務署では、上記２の記載不備の確認を行った上で、変更前

金融機関から提供された変更届出事項等との整合性の確認を行います。 

なお、記載不備還元データの対象となったデータについては、下記 16 の非課税管理勘定の設定等の可

否に関する情報は提供されません。 

ロ 記載不備還元データの対象となったデータについては、上記２の処理に準じて処理願います。 
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16 勘定の設定等の可否に関する情報の提供（別添フロー図Ｂ：⑦） 

  廃止通知書に係る提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所に対し、その営業所の

所在地の所轄税務署長から e-Tax により、非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定

若しくは累積投資勘定の設定（以下「勘定の設定等」といいます。）の可否に関する情報等が提

供されます。 

【留意事項】 

イ 勘定の設定等の可否に関する情報等の提供は、e-Tax の受信日（金融商品取引業者等から廃止通知書に

係る提出事項が提供された日）の約１週間から２週間後に送信者のメッセージボックスに格納します。 

※ e-Tax還元データは、通常、毎週木曜日に１週間分の還元データがメッセージボックスに格納される

予定です。 

ロ 送信者のメッセージボックスに格納されるデータの内容は次のとおりであり、「ⅳ 非課税（未成年者）

口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定等の設定ができる旨又はできない旨」におい

て開設できない旨の情報が提供された場合には、別紙「非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘

定若しくは累積投資勘定の設定ができない場合の対応について」を参考に対応していただきますようお願

いします。 

ⅰ 提出者の氏名 

ⅱ 提出者のフリガナ 

ⅲ 提出者の生年月日 

ⅳ 非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができる旨又はでき

ない旨 

ⅴ 非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由 

ⅵ 提出者の整理番号 

ⅶ 非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分 

ⅷ 廃止通知書を識別するための記号又は番号（金融商品取引業者等が任意に付けた記号、番号） 

※ 国税庁ホームページの「ＮＩＳＡに関する情報」

（http://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/index.htm）にて、サンプルデータを掲載しています。 

※ e-Taxにメールアドレスを登録しておくことにより、メッセージボックスに格納されたタイミングで、

登録されたメールアドレスにメールを送信します。 

ハ e-Tax 還元データは、受付番号の単位でファイルが作成されます。また、e-Tax 還元データは、①非課

税（未成年者）口座の開設ができない又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない場合

「０」、②非課税（未成年者）口座の開設ができる又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定がで

きる場合「１」の順に区分された上で、整理番号順に格納されます。 

ニ 廃止通知書に係る提出事項が記載不備還元データの対象になった場合には、その提出事項は不受理の取

扱いとなりますので、勘定の設定等の可否に関する情報は提供されません。 

 

17 変更届出事項等の取消依頼（別添フロー図Ｂ：②´-１～②´-３） 

金融商品取引業者等の営業所は、変更届出事項等について、その種類を誤って（変更届出事

項と廃止届出事項を取り違えて）提供したことが判明した場合には、「変更届出事項等の取消依

頼書」（様式 32）及び「変更届出事項等の取消事項明細書」（様式 33）を金融商品取引業者等の

営業所の所在地の所轄税務署長に提出していただくことになります。 

この場合、所轄税務署は、取消依頼書の内容を確認し、その結果、変更届出事項等の取消処

理を行うことが適当と認められた場合には、所要の処理を行った後、金融商品取引業者等の営

業所に処理を了した旨を電話にて連絡します。 

金融商品取引業者等の営業所は、当該連絡に基づき、改めて正しい種類の変更届出事項等を

提供してください。 
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また、取消しを行うことが適当でないと認められた場合についても、所轄税務署からその旨

及びその理由を電話にて連絡します。 

【留意事項】 

○ 「変更届出事項等の取消依頼書」及び「変更届出事項等の取消事項明細書」は、変更届出事項等を本店

等一括提供していた場合であっても、これらの変更届出事項等の基となった変更届出書等が提出された金

融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。 

 

18 変更届出事項等の訂正依頼（別添フロー図Ｂ：②´-４、②´-５） 

金融商品取引業者等の営業所は、変更届出事項等について、その記載内容を誤って提供した

ことが判明した場合には、「変更届出事項等の訂正依頼書」（様式 34）及び「変更届出事項等の

訂正事項明細書」（様式 35）を金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出し

ていただくことになります。 

この場合、所轄税務署は、訂正依頼書の内容を確認し、その結果、変更届出事項等の訂正処

理を行うことが適当と認められた場合には、所要の処理を行った後、金融商品取引業者等の営

業所に処理を了した旨を電話にて連絡します。 

また、訂正処理を行うことが適当でないと認められた場合についても、所轄税務署からその

旨及びその理由を電話にて連絡します。 

【留意事項】 

○ 「変更届出事項等の訂正依頼書」及び「変更届出事項等の訂正事項明細書」は、変更届出事項等を本店

等一括提供していた場合であっても、これらの変更届出事項等の基となった変更届出書等が提出された金

融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。 
 

19 個人番号等の確認依頼（別添フロー図Ｄ-１、Ｄ-２） 

  金融商品取引業者等の営業所から所轄税務署に提供された申請事項等について、当該申請事

項等に記載された申請者（投資者）の個人番号又は生年月日に誤りがあると認められる場合に

は、その申請者（投資者）の情報を記載した書面（「個人番号等の確認について（依頼）」（様式

36）、「個人番号等確認リスト」（様式 37）及び「『個人番号等の確認について（依頼）』に対す

る回答」（様式 38））を金融商品取引業者等の営業所へ送付し、「個人番号等確認リスト」によ

る回答を求めます。 

 （注）１ 申請事項等が本店等一括提供された場合であっても、金融商品取引業者等の営業所に対して、「個人

番号等確認リスト」等を送付します。 

 （注）２ 申請事項等の送付先の記載がある場合であっても、送付先ではなく、金融商品取引業者等の営業所

に対して送付します。 

【留意事項】 

イ 「個人番号等確認リスト」等は、申請事項等の提供を行った週の約２～３週間後を目途に送付する予定

です。 

  また、金融商品取引業者等の営業所からの回答期限は、依頼した日から概ね２週間後とする予定です。 
 （注） 送付日は目安であり、「個人番号等確認リスト」の対象件数が多い場合には、当該リストの送付

が遅れることもあります。 
ロ 「個人番号等確認リスト」にはエラー要因は記載されていませんので、当該リストに記載されている申

請者（投資者）については、金融商品取引業者等に保管されている本人確認書類等の写しなどにより、税

務署に提供した申請事項等に記載された個人番号又は生年月日に誤りがないかご確認ください。 
 （注）個人番号又は生年月日が誤っているケース（例） 

① 申請事項等に記載すべき個人番号の記載を単純に誤ったケース 
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② 申請事項等に生年月日の記載を単純に誤ったケース 
③ ＸさんとＹさんの個人番号を相互に間違えて記載したケース 
④ 申請事項等のデータ作成時に欄ズレなどにより他人の個人番号を記載してしまったケース 

ハ 交付申請事項に係る生年月日の記載が誤っていた場合には、税務署から交付される「（未成年者）非課

税適用確認書」も誤った生年月日が記載されていると考えられますので、「個人番号等確認リスト」によ

る回答のほか、金融商品取引業者等の営業所は、その営業所の所在地の所轄税務署に対して、上記６に基

づき、（未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼を行っていただく必要があります。 
なお、本店等一括提供の場合であっても、各営業所から各営業所の所在地の所轄税務署に（未成年者）

非課税適用確認書の訂正依頼を行う必要がありますのでご留意ください。 

ニ 「個人番号等確認リスト」等は、本店等一括提供の場合であっても、各営業所に対して送付しますが、

各営業所において回答が困難な場合（個人番号の管理を本店でのみ行っている場合など）には、本店等か

ら各営業所の所轄税務署に対して、回答を行っても差し支えありません。 
 

20 非課税口座を開設しなかった旨の届出書の提出 

  金融商品取引業者等の営業所は、未成年者口座を開設している投資者で、基準年（その年の 

３月 31日において 18歳である年）の前年 12月 31日以前に出国し、その後当該投資者が 20歳 

である年の１月１日まで帰国しなかったことにより、みなし開設の規定の適用を受けなかった 

者がいる場合には、当該投資者が 20 歳である年の１月 20日までに「非課税口座を開設しなか

った旨の届出書」（別紙 39）を金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署へ提出して

いただくこととなります。 

【留意事項】 

○ 「非課税口座を開設しなかった旨の届出書」は、申請事項等を本店等一括提供していた場合であっても、

金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。 
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別 紙 

 

 

 

非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の
設定ができない場合の対応について 

 

 

 非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定等の可否に関

する情報の提供において、開設又は設定できない旨の情報が提供された場合には、次のとおり対

応してください。 

（注）以下の説明において、変更届出書又は廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者を「変更前金融機関」

といい、廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等を「変更後金融機関」といいます。 

 

１ 開設できない場合の理由 

  その申請者（投資者）の非課税（未成年者）口座の開設ができない又は非課税口座への非課

税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由は、次表のとおりです。 

提供されるコード 

（記録要領） 
非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由 

０１ 
提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項（廃止

年月日が同一のものに限ります。）の提供がない場合 

０２ 

提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事項の提供を受けた時前に既に

その所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同

一のものに限ります。）の提供がある場合 

０３ 

提出事項に記載された提出者について、所轄税務署長が当該提出事項の提供を受けた時と同時に

その所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同

一のものに限ります。）の提供がある場合 

 

２ エラー原因の詳細 

  上記１の「提供されるコード」の各区分において、それぞれ想定されるエラー要因としては

次のことが考えられます。 

 ⑴ 記録要領：０１ 

① 変更後金融機関が税務署に提供した提出事項の記載内容に誤りがある。 

（例） 廃止年月日に誤りがある（廃止通知書に記載された廃止年月日と一致していない）場合は記載

不備還元データの対象にならないが、変更前金融機関が税務署に提供した変更届出事項等との整合

性がとれない場合はエラーとなる。 

  ② 変更前金融機関が税務署に提供した変更届出事項等が記載不備となり税務署のシステム

に登録されていない。 

  ③ 変更前金融機関が税務署に変更届出事項等の提供を失念している。 

  ④ 変更前金融機関が税務署に提供した「（未成年者）非課税適用確認書の提出をした者に関

する事項（以下「口座開設情報」といいます。）」が記載不備となり、その処理を失念して

いる又は提供を失念していることにより、口座開設情報が税務署のシステムに登録されて

いない。 
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   （注） この場合、変更届出事項等は記載不備となる。 

 

  ⑤ 変更前金融機関が税務署に提供した変更届出事項等について、税務署のシステムに当該

情報が登録されているが、記載内容に誤りがある。 

   （例）廃止届出書等の提出年月日に誤りがある。 

  ⑥ 変更前金融機関が申請者（投資者）に交付した廃止通知書に記載誤りがある。 

⑵ 記録要領：０２ 

  ① 変更後金融機関において、同一の廃止通知書に係る提出事項を複数回提供している。 

  ② 変更後金融機関において、税務署に提供した提出事項に係る整理番号に誤りがあるため

他の申請者（投資者）に係る提出事項が提供されている。 

  ③ 申請者（投資者）が、複数の金融機関に対して廃止通知書を提出している。 

⑶ 記録要領：０３ 

  ① 変更後金融機関において、同一ファイルに同一者に係る提出事項を重複して作成して提

供している。 

② 上記⑵③のケースにおいて、複数の金融機関に提出された廃止通知書に係る提出事項が、

それぞれの変更後金融機関から税務署に対して同時に提供されている。 

 

３ 対応方法 

  変更後金融機関及び変更前金融機関は、上記２のエラー原因を踏まえ、次のとおり処理願い

ます。 

⑴ 変更後金融機関の対応 

  イ 税務署に提供した提出事項の内容確認（別添フロー図Ｃ：①、②） 

税務署から開設又は設定できない旨が通知された場合、「非課税（未成年者）口座の開設

等ができない場合のチェック表」（以下「チェック表Ｂ」という。）（様式 40、41）に基づ

き、次の項目について、「申請者（投資者）から提出された廃止通知書」と「税務署へ提供

した提出事項」の内容が一致しているか等を確認し、誤りがあった場合には正しい提出事

項を再提供してください。 

【確認項目】 

 ① 申請者（投資者）が一致しているか（別の申請者（投資者）の情報を送信していないか） 

② 廃止通知書の種類が一致しているか（提出事項の項番２において、廃止通知書の種類は、勘定廃止通

知書は「0」、非課税（未成年者）口座廃止通知書は「1」を提供することとしている。） 

③ 廃止年月日が一致しているか（提出事項の項番 25～28において、勘定廃止通知書（1/1～9/30用）の

場合は『廃止された年月日』、勘定廃止通知書（10/1～12/31用）の場合は『変更届出書提出年月日の翌

年１月 1 日』、非課税（未成年者）口座廃止通知書の場合は『口座廃止年月日』を提供することとして

いる。） 

④ 同一の廃止通知書に係る提出事項を複数回送信していないか 

（注） 同一の廃止通知書に係る提出事項を複数回送信は、後から送信した情報はエラー（記録要領：

02）となる。 

⑤ 同一ファイル内に同一の申請者（投資者）に係る提出事項が複数含まれていないか 
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（注） 同一ファイル中に同一の申請者（投資者）に係る同一内容の提出事項が複数含まれていた場合

は、全てエラー（記録要領：03）となる。 

  ロ 申請者（投資者）への説明 

    「記録要領：02」の場合において、上記イの確認の結果、変更後金融機関の手続に誤り

がない場合には、申請者（投資者）に対して、次の事項を説明した上で、提出を受けた廃

止通知書に「他の金融商品取引業者等に手続済である旨」を表示した上で廃止通知書を申

請者（投資者）に返却してください。 

   【説明事項】 

・同一年分に複数の金融機関で非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定できない旨 

・現状、他の金融機関において非課税（未成年者）口座が開設されている旨 

・以上のことから変更後金融機関においては非課税（未成年者）口座の開設ができない旨 

ハ 税務署への連絡（別添フロー図Ｃ：③） 

    上記イの確認の結果、変更後金融機関の手続に誤りがない場合（上記ロの場合を除く。）

には、変更後金融機関は「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る提出事項の確認結果の連

絡せん」（以下「連絡せんＢ」という。）（様式 42）にチェック表Ｂ（写し）及び廃止通知

書（写し）を添付して、変更後金融機関の営業所の所在地の所轄税務署に提出してくださ

い。 

※ チェック表Ｂ及び連絡せんＢ（控え）については、「非課税（未成年者）口座開設届出書」等と併せ

て保存することに留意する。 

   （注） 連絡せんＢの提出を受けた税務署においては、システムに登録された情報を確認した上で、次の

とおり処理する。 

・ 変更前金融機関における処理が必要と認められる場合には、変更前金融機関の営業所の所在地

の所轄税務署から変更前金融機関に対し「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等

の確認について」（以下「確認依頼書」という。）（様式 43）に「ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に

係るチェック表」（以下「チェック表Ａ」という。）（様式 44）を添付して送付し、次の事項を依頼

する。（別添フロー図Ｃ：④－１） 

① 変更前金融機関が税務署に提供した情報の内容確認及び誤りに対する適正処理 

② ①の処理を了した後、「ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ」（以下「処理済連絡」と

いう。）（様式 45、46（様式 45 は廃止通知書の記載が誤っていた場合に使用する。））を作成し、

申請者（投資者）を通じて変更後金融機関に連絡する。 

・ 変更前金融機関における処理を要せず、変更後金融機関において提出事項の再提供が可能と認

められる場合には、変更後金融機関の営業所の所在地の所轄税務署から提出事項を再提供するよ

う変更後金融機関に連絡する。（別添フロー図Ｃ：④－２） 

変更後金融機関は、当該連絡に基づき提出事項の再提供（別添フロー図Ｃ：⑫）を行い、非課

税管理勘定の設定等を了した場合は、申請者（投資者）に対し、非課税管理勘定の設定等を了し

た旨を連絡する。 

  ニ 申請者（投資者）への説明（別添フロー図Ｃ：⑤、⑥） 

    上記ハ(注)において、変更前金融機関の営業所の所在地の所轄税務署から変更前金融機

関に対し、変更届出事項等の確認依頼を行った場合には、変更後金融機関の営業所の所在
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地の所轄税務署から変更後金融機関に対し、「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届

出事項等の確認状況について」（以下「処理状況連絡」という。）（様式 47）が送付される。 

この処理状況連絡を受領した変更後金融機関においては、速やかに申請者（投資者）に

対して、次の事項を説明してください。 

   【説明事項】 

・ 非課税（未成年者）口座の開設（又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定）は、税務署から

開設（又は設定）が可能である旨の連絡があった場合にのみ開設（又は設定）できることとされている

が、現状、手続の不備により開設（又は設定）ができない旨の連絡を受けている旨 

・ 当金融機関の手続には不備がないことが確認されたため、現在、変更前金融機関に対し、税務署から

手続の履行確認を行っている旨 

・ 変更前金融機関において手続を了した場合には、変更前金融機関から「ＮＩＳＡに係る手続を了した

旨のお知らせ」という文書が交付される旨 

・ 「ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ」を受領した場合には、当該書面を速やかに当金融機関

に提出いただきたい旨 

ホ 税務署への連絡後の処理（別添フロー図Ｃ：⑫） 

    上記ハ(注)において、申請者（投資者）から処理済連絡の提出があった場合（別添フロ

ー図Ｃ：⑪）又は税務署から提出事項の再提供の依頼があった場合（別添フロー図Ｃ：④

－２）には、再度、提出事項を再提供してください。 

（注）当初提出された廃止通知書に記載誤りがあり、変更前金融機関から正しい廃止通知書が再交付され

た場合には、当該廃止通知書に基づき提出事項を作成し、再提供する。         

  この場合、記載誤りのあった廃止通知書は、記載誤りのある旨を表記した上で、正しい廃止通知書

と併せて保管する。 

⑵ 変更前金融機関の対応 

  イ 変更届出事項等のチェック（別添フロー図Ｃ：⑦、⑧） 

    変更前金融機関の営業所の所在地の所轄税務署から確認依頼書が送付された場合には、

添付されたチェック表Ａにより、次の事項について確認及び処理をしてください。 

    (ｲ) 提供状況の確認 

      対象の申請者（投資者）に係る変更届出事項等が税務署に提供されているか確認して

ください。 

確認の結果、送信事績がない場合は、変更届出事項等を提供してください。 

（注）１ 提供した変更届出事項等が記載不備となっていないか確実に確認する。 

２ 変更又は廃止した非課税（未成年者）口座に係る非課税（未成年者）口座開設情報の提供を

していない場合又は当該非課税（未成年者）口座開設情報が記載不備となっている場合は、正

しい非課税（未成年者）口座開設情報を提供し、e－Tax の受信通知を確認した後、変更届出

事項等を再提供する。 

   (ﾛ) 廃止通知書の記載内容の確認 

変更届出事項等が提供済（記載不備となっていない）である場合は、廃止通知書（控

え）の記載内容と変更届出事項等が一致しているかを確認し、その結果、一致していな

い場合には、次のとおり対応してください。 
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① 申請者（投資者）に交付した廃止通知書の記載が誤っていた場合 

正しい廃止通知書を作成し、申請者（投資者）に説明の上、当該廃止通知書を交付 

する。 

② 変更届出事項等の記載内容（廃止年月日等）が誤っていた場合 

変更前金融機関の営業所の所在地の所轄税務署に「変更届出事項等の訂正依頼書」

（様式 34）及び「変更届出事項等の訂正事項明細書」（様式 35）を提出する。 

なお、所轄税務署における処理を了した場合には、所轄税務署からその旨連絡され

る。 

③ 変更届出事項等の種類を誤って（変更届出事項と廃止届出事項を取り違えて）提供

していた場合 

変更前金融機関の営業所の所在地の所轄税務署に「変更届出事項等の取消依頼書」

（様式 32）及び「変更届出事項等の取消事項明細書」（様式 33）を提出し、所轄税務

署から取消処理を了した旨の連絡があった後、改めて正しい種類の変更届出事項等を

提供する。 

(注) 上記②及び③における依頼書は、変更届出事項等を本店等一括提供していた場合であっても、

変更前金融機関の営業所の所在地の所轄税務署に提出する。 

  ロ 申請者（投資者）への連絡（別添フロー図Ｃ：⑨、⑪） 

上記イの確認及び処理を了した後、速やかに処理済連絡を作成し、申請者（投資者）へ

交付の上、変更後金融機関に提出するよう依頼してください。 

※ 確認依頼書、チェック表Ａ及び処理済連絡（控え）については、「金融商品取引業者等変更届出書」

等と併せて保存することに留意する。 

  ハ 税務署への連絡（別添フロー図Ｃ：⑩） 

変更前金融機関は、上記ロの申請者（投資者）への連絡を了した後、「ＮＩＳＡ又はジュ

ニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認結果の連絡せん」（以下「連絡せんＡ」という。）

（様式 48）にチェック表Ａ（写し）を添付して、変更前金融機関の営業所の所在地の所轄

税務署に提出してください。 
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⑮ 非課税適用確認書を再交 
付しない旨のお知らせ 

 
⑱ 無効通知書の回答書 

 
⑱ 無効通知書 

 

⑰ 開設状況の回答書 

 

⑰ 確認対象口座一覧 

 
⑫ 取消事項明細書 

 
⑩ 非課税適用確認書 

 
⑦ 重複申請者リスト 

④ 記載不備還元データ 

 

申 

請 

者
（
投 

資 

者
） 

X 

 

 
ＮＩＳＡに係る事務フロー 

 
金 

融 

機 

関 

A 

金 

融 

機 

関 

B 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署
） 

① 非課税適用確認書の交 
付申請書 兼 非課税口座 
開設届出書 

① 非課税適用確認書の 

交付申請書 兼 非課税 
口座開設届出書 

② 「①」「①-1」の情報を
e-Tax で提供 

 
⑤ 重複申請 

のチェック 

⑦ 同時の重複申請である 

旨のお知らせ 

⑥ e-Tax 還元データ 

⑧-１ 非課税適用確認書 

⑩ 非課税適用確認書の訂 

正依頼書 

⑪ 非課税適用確認書(訂正用) 

⑫ 非課税口座開設情報の 
取消依頼書 

⑬ 非課税口座開設情報の 

取消しのお知らせ 

③ 交付申請の取消依頼 

② 「①」の情報を e-Tax 

で提供 

⑧-２ 非課税適用確認書の交 
付を行わない旨の通知書 

⑧-２ 非課税適用確認書の交 
付を行わない旨の通知書 

⑭ 非課税適用確認書の再 
交付申請書 

⑮ 非課税適用確認書(再交付用) 

⑨-2 非課税適用確認書 
⑨-３ 口座開設情報を e-Tax 

で提供 

⑯ 重複口座に 

ついて事前に 
口座開設状況 
を照会した上 

で、無効な口 
座と思われる 
場合に、無効 

通知書を送付 

⑰ 非課税口座の開設状況 
の確認について 

  

⑨-1 非課税適用確認書 

⑱ 非課税口座の無効通知 

書等の送付について 
  

別添フロー図 A 

※ ③の依頼があった場合は、④、 

⑧-１、⑧-２の状況に応じて、 

次のとおり対応する。 

イ 記載不備還元データの対象とな

った場合は、申請者に他の金融機

関で交付申請可能となる旨を伝え

る。 

ロ 非課税適用確認書が交付された 

場合には、当該確認書を申請者に 

交付する。 

ハ 非課税適用確認書の交付を行わ 

ない旨の通知書が交付された場合 

には、当該通知書を申請者に交付 

する。 

 口座開設、取引開始 

①-1 非課税口座簡易開設
届出書 

(注) 非課税口座簡易開設届出書を

使用した場合は、⑥の e-Tax 還

元データを待たずに口座開設さ

れ、⑦～⑬は出力されません。 

(注) 事前に非課税口座を開設して
いた投資者が、非課税口座簡易
開設届出書を使用していた場合
は、⑥が送信されるだけで、⑧
－２及び⑮は出力されません。 



 

 

申 

請 

者
（
投 

資 

者
） 

X 

 

 
金融商品取引業者等の変更及び非課税口座の再開設の流れ 

 

 

金 

融 

機 
関 
A 

金 

融 

機 

関 

B 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署
） 

 

④-1 
勘定廃止通知書 

① -1 
金融商品取引業者等変更届

出書 

① -２ 
非課税口座廃止届出書 

⑥ 「⑤」の情報を e-Tax 
で提供 

③ 記載不備還元データ 

④-２ 
非課税口座廃止通知書 

⑤-1 

勘定廃止通知書 

⑤-２ 
非課税口座廃止通知書 

 
⑦ 非課税口座開設又は

勘定設定の可否事項 

⑦ e-Tax 還元データ 

⑧ 記載不備還元データ 

④´-２ 
廃止通知書（再交付） 

④´-1 
廃止通知書等再交付申請書 
 

別添フロー図Ｂ 

⑨ ⑦が開設不可の場合
の対応 
⇒別紙参照 

 

②´-1 
変更届出事項等の取消依頼書 

変更届出事項等の取消明細書 

②´-２ 
処理結果及び「変更届出事項等」
の再提供についての連絡 

② 「①」の情報を e-Tax 

で提供 

②´-３ 
正しい「変更届出事項等」の情
報を e-Tax で提供 

②´-４ 

変更届出事項等の訂正依頼書 
変更届出事項等の訂正明細書 

②´-５ 
処理結果連絡 



 

 

申 

請 

者
（
投 

資 

者
） 

X 

 

非課税口座等が設定できない場合の事務フロー（ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:01） 

 

金 

融 
機 
関 

A 

金 

融 

機 

関 

B 

 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署
） 

⑧「変更届出事項等の取消
依頼書」等を提出 

 

⑫「提出事項」を e-Tax
で再提供 

チェック表Ａ 

①「可否事項」を e-Tax
で提供 

別添フロー図Ｃ 

④－１ 
 確認依頼書 

②  チェック表Ｂにより、
「提出事項」の内容を確認 

※１「提出事項」に誤りがあ

る場合⇒正しい「提出事
項」を e-Tax で再提供 

※２「提出事項」に誤りがな

い場合⇒③ 
 

廃止通知書（写） 

チェック表Ｂ（写） 

③ 連絡せんＢ 

⑦ チェック表Ａにより、「変

更届出事項等」及び「廃止
通知書」の内容を確認し、
所要の処理を行う 

 

廃止通知書（再発行） 
※誤りが把握された場合 

⑨ 処理済連絡 

廃止通知書（再発行） 
※誤りが把握された場合 

⑪ 処理済連絡 

 
④－２ 
「提出事項」の再提供につ

いての連絡 

 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署
） 

 
⑥ 開設手続を了してい

ない旨等の連絡 

チェック表Ａ（写） 

⑩ 連絡せんＡ 

 
⑤ 処理状況連絡 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

申 

請 

者
（
投 

資 

者
）
Ｘ  

 

個人番号等の確認に係る事務フロー（営業所ごとに提供） 

 

金 

融 

機 

関 

A 
 

⑤ 個人番号等確認リスト 

⑤ 個人番号等の確認に 
ついて（依頼） 

※ 生年月日に誤りがあった場合は、 
下記の手続も必要になります。 

⑩ 非課税適用確認書 
（訂正用） 

① 非課税適用確認書の 
交付申請書兼非課税口 
座開設届出書 ② 「①」「①-1」の情報を

e-Tax で提供 

※ 個人番号記載なし、桁数誤り、属性 
誤り、チェックデジットエラーは 
記載不備還元データの対象 

⑥ 確認リストに 

記載された投資者 
の個人番号及び 
生年月日を確認 

⑦ 個人番号等の再確認 

（金融機関の保有情報で、 
正しい個人番号等を 
確認できない場合には、 

投資者本人に照会） 

 

⑧ 個人番号等確認リスト 
 (回答結果を記載したもの) 

⑧ 「個人番号等の確認に 

ついて（依頼）」に対す 
る回答 

⑨ 非課税適用確認書 

⑨ 非課税適用確認書の訂 
正依頼書 

 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署 

Ａ
） 

④ 個人番号 

等の確認 

別添フロー図Ｄ-１ 

③ 記載不備還元データ 

①-1 非課税口座簡易開
設届出書 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添フロー図Ｄ-２ 

③ 記載不備還元データ 

 

申 

請 

者
（
投 

資 

者
）
Ｘ  

 

個人番号等の確認に係る事務フロー（本店等一括提供） 

 

 

金 

融 
機 
関 

A
（
本
店
等
） 

金 

融 

機 

関 

Ａ
（
営
業
所
） 

 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署 

Ａ
） 

①非課税適用確認書の 
交付申請書口座開設 

届出書 
② 「①」「①-1」の情報を
e-Tax で提供 

 
⑤ 個人番号等確認リスト 

⑤ 個人番号等の確認に 
ついて（依頼） 

 

⑧ 個人番号等確認リスト 
 (回答結果を記載したもの) 

⑧ 「個人番号等の確認に 
ついて（依頼）」に対す 
る回答 

※ 生年月日に誤りがあった場合は、 
 下記の手続が必要になります。 

 

国 

税 

庁
（
税 

務 

署 

Ｂ
） 

⑩ 非課税適用確認書 
（訂正用） 

【本店等の投資者の生年月日誤りの場合】 

※ 個人番号のチェックは上記と同じ。 

④ 個人番号 
等の確認 

⑦ 個人番号等の再確認 
（金融機関の保有情報で、 

正しい個人番号等を 

確認できない場合には、 
投資者本人に照会） 

【営業所の投資者の生年月日誤りの場合】 

※ 個人番号等の確認の手続は、 

ジュニアＮＩＳＡについても同様に 
確認依頼することになります。 
 

⑥ 確認リストに 

記載された投資者 
の個人番号及び 
生年月日を確認 

 
⑤ 個人番号等確認リスト 

⑤ 個人番号等の確認に 
ついて（依頼） 

 

⑧ 個人番号等確認リスト 
 (回答結果を記載したもの) 

⑧ 「個人番号等の確認に 
ついて（依頼）」に対す 

る回答 

⑥ 確認リストに 

記載された投資者 
の個人番号及び 
生年月日を確認 

⑦ 個人番号等の再確認 
（金融機関の保有情報で、 

正しい個人番号等を 

確認できない場合には、 
投資者本人に照会） 

【金融機関（本店等）で開設した投資者分】 

【金融機関（営業所）で開設した投資者分】 

 

⑨ 非課税適用確認書 

⑨ 非課税適用確認書 

の訂正依頼書 

①-1 非課税口座簡易開
設届出書 



（1） 
 

目次（様式） 

 

１ （未成年者）非課税適用確認書の交付申請又は非課税口座簡易開設届出書に係る手続   

２ 「申請事項等データに関する記載不備情報」（記載不備還元データ）の提供   

３ （未成年者）非課税適用確認書又は（未成年者）非課税適用確認書の交付を行わない旨  

 の通知書の送付 

  

様式１ 記載不備還元データの処理要領   

様式２ 非課税適用確認書   

様式３ 未成年者非課税適用確認書   

 様式４ 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書   

 様式５ 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書   

 様式６ 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（同時申請用）   

４ ｅ－Ｔａｘ還元データ   

５ 重複申請者リストの送付   

 様式７ 同時の重複申請である旨のお知らせ   

様式８ 重複申請者リスト   

６ （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼   

様式９ （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書   

様式 10 非課税適用確認書（訂正用）   

様式 11 未成年者非課税適用確認書（訂正用）   

７ 非課税（未成年者）口座開設前の申請者（投資者）からの取消依頼   

８ 非課税（未成年者）口座開設情報の取消依頼   

様式 12 非課税（未成年者）口座開設情報の取消依頼書   

様式 13 非課税口座開設情報の取消事項明細書   

様式 14 未成年者口座開設情報の取消事項明細書   

 様式 15 非課税口座開設情報の取消しのお知らせ   

様式 16 未成年者口座開設情報の取消しのお知らせ   

様式 17 取消明細書（非課税口座）   

 様式 18 取消明細書（未成年者口座）   

９ （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請   

様式 19 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書   

様式 20 非課税適用確認書（再交付用）   

様式 21 未成年者非課税適用確認書（再交付用）   

様式 22 非課税適用確認書を再交付しない旨のお知らせ   

様式 23 未成年者非課税適用確認書を再交付しない旨のお知らせ   

10 非課税（未成年者）口座の無効通知   

様式 24 非課税口座又は未成年者口座の開設状況の確認について   

様式 25 確認対象口座一覧   



（2） 
 

様式 26 非課税口座又は未成年者口座の開設状況の回答書   

様式 27 非課税口座又は未成年者口座の無効通知等の送付について   

様式 28 非課税口座又は未成年者口座の無効通知書   

 様式 29 非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に対する回答書   

 様式 30 非課税口座又は未成年者口座の無効通知書の処理要領   

 様式 31 「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書」に関する証明書   

11 金融商品取引業者等変更届出書等の提出   

12 変更届出時効等の提供   

13 勘定廃止通知書等の交付   

14 非課税（未成年者）口座廃止通知書の提出（非課税口座の（再）開設）   

15 廃止通知書に係る提出事項の提供   

16 勘定の設定等の可否に関する情報の提供   

17 変更届出時効等の取消依頼   

様式 32 変更届出時効等の取消依頼書   

 様式 33 変更届出事項等の取消事項明細書   

18 変更届出事項等の訂正依頼   

様式 34 変更届出事項等の訂正依頼書   

19 個人番号等の確認依頼   

様式 35 変更届出事項等の訂正事項明細書   

様式 36 個人番号等の確認について（依頼）   

様式 37 個人番号等確認リスト   

様式 38 「個人番号等の確認について（依頼）」に対する回答   

20 非課税口座を開設しなかった旨の届出書の提出   

 様式 39 非課税口座を開設しなかった旨の届出書   

   

（参考）   

 非課税（未成年者）口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができな

い場合の対応について 

  

 様式 40 非課税口座の開設等ができない場合のチェック表   

様式 41 未成年者口座の開設ができない場合のチェック表   

様式 42 ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡにかかる提出事項の確認結果の連絡せん   

様式 43 ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡにかかる変更届出事項等の確認について   

 様式 44 ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェック表   

 様式 45 ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ（通知書再交付あり）   

 様式 46 ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ（通知書再交付なし）   

様式 47 ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認状況について   

 様式 48 ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認結果の連絡せん   
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税 務 署 

(平成 31年１月以降分) 

 

 

記載不備還元データの処理要領 

 

「記載不備還元データ」に記録のファイルについては、平成 30 年６月 25 日付課法９－

10 ほか１課共同「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合にお

けるレコードの内容及び記録要領等の制定について」（法令解釈通達）（以下「通達」といい

ます。）で定めたレコードの内容及び記録要領（以下「要領」といいます。）の要件を満たし

ていない又は実在しない住所や生年月日が記録されているなどの理由により、正常に処理

することができなかったものです。 

つきましては、「記載不備還元データ」の「エラーコード」欄に記録されたエラーの内容

を確認し、エラー対象となった申請事項等を正しく訂正した上で、訂正後の申請事項等を所

轄税務署に提供願います。 

なお、再提供に当たっては、「記載不備還元データ」に記録された申請事項等のみを対象

とし、当初提供したファイルに記録されていた申請事項等のうち「記載不備還元データ」に

記録されていない申請事項等は再提供しないように注意願います。 

 

１ 記録順序 

以下の順でエラーが生じている申請事項等を記録する。 

 

① 受付番号 

② 行番号 

③ エラーコードＡ 

④ エラーコードＣ 

⑤ エラーコードＢ 

 

２ 記録内容 

エラーが生じている申請事項等について、次のとおり記録する。 

項

番 

項目名 入力文字基準 内容 

1 処 理 年 月 日 ( タ グ 名

PPA00000) 

半角 8文字以

内 

本記載不備還元データ作成日を記録

する。 

2 局 署 番 号 ( タ グ 名

PPB00000) 

半角 5文字以

内 

各申請を受け付けた税務署の番号を

記録する。 

3 局 署 名 称 ( タ グ 名

PPC00000) 

全角 6文字以

内 

各申請を受け付けた税務署の名称を

記録する。 

 e-Tax により申請事項等を送信する

際に「提出先税務署等」として選択し
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た税務署の名称を記録する。 

4 提出先営業所名称(タグ

名 PPD00000) 

全角 60 文字

以内 

 金融商品取引業者等の営業所（送付

先）名称を記録する。ただし、提供され

たファイルが「非課税口座異動届出書

に記載された事項等」又は「未成年者

口座異動届出書に記載された事項等」

の場合には記録されない。 

5 記載不備の内容（タグ名

PPE00000） 

   

6  提出者の氏名(タグ

名 PPE00010) 

全角 120文字

以内 

提出者の氏名を記録する。 

7 提出者のフリガナ

(タグ名 PPE00020) 

全角 120文字

以内 

提出者のフリガナを記録する。 

8 整理番号 (タグ名

PPE00030) 

半角 14 文字

以内 

提出者の整理番号を印字する。 

（注）提供されたファイルが、「非課税

適用確認書の交付申請書に記載され

た事項」及び「未成年者非課税適用

確認書の交付申請書に記載された事

項」以外の申請事項等のファイルで

ある場合に記録される。 

9 提出者の生年月日

(タグ名 PPE00040) 

半角 7字以内 提出者の生年月日を記録する。 

10 受付番号 (タグ名

PPE00050) 

半角 20 文字

以内 

 申請事項等が記録されたファイルを

e-Tax で送信した際の e-Tax の受付番

号（即時通知及び受信通知の「受付番

号」欄に表示される受付番号（20桁の

数字））を記録する。 

なお、最初の 14桁が受信年月日（西

暦４桁表示）及び受信時刻である。 

11 行 番 号 ( タ グ 名

PPE00060) 

半角 8文字以

内 

申請事項等が記録されているファイ

ルにおけるその申請事項等の行番号を

記録する。 

12 エラーコードＡ(タ

グ名 PPE00070) 

半角 3文字 エラーコードＡを記録する。 

13 エラーコードＢ(タ

グ名 PPE00080) 

半角 2文字 エラーコードＢを記録する。 

14 エラーコードＣ(タ

グ名 PPE00090) 

半角 2文字 エラーコードＣを記録する。 
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15 営業所使用欄(タグ

名 PPE00100) 

全角 20 文字

以内 

 申請事項等に記載された事項の「金

融商品取引業者等の営業所使用欄」に

記載された情報を記録する。 

 

３ エラーコードの内容 

⑴ エラーコードの仕様 

エラーコードの仕様は、次のとおりである。 

AAA－BB－CC 

AAA：申請事項等の種類 

BB：エラーの種類 

CC：エラー項目番号 

なお、エラーの種類（BB）が「21」から「77」までのコードである場合には、エラ

ー項目番号のコード（CC）は常に「00」となる。 

⑵ 申請事項等の種類（AAA） 

コード 申請事項等の名称 

001 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 

未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 

002 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 

未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 

003 非課税口座異動届出書に記載された事項等 

未成年者口座異動届出書に記載された事項等 

004 非課税口座移管依頼書に記載された事項等 

未成年者口座移管依頼書に記載された事項等 

005 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項 

（非課税口座） 

金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項 

（未成年者口座） 

006 変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等） 

007 廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等） 

廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等） 

008 提出事項（勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項） 

提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項） 

009 届出事項（非課税口座簡易開設届出書に記載された事項等） 

⑶ エラーの種類（BB） 

コード エラーの種類の内容 

01 各項目の文字数が要領に定める文字数と異なっている。 

02 記録が必要な項目にデータが記録されていない。 

03  要領に定められた属性（全角/半角/数値/カナ等）で記録されていない。 
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コード エラーの種類の内容 

04  要領に定められた範囲内の数値が記録されていない。 

05  日付が正しくない。 

06  整理番号、個人番号又は法人番号が正しくない。 

07  局署番号が実在しない。 

08  住所が正しく記録されていない。 

09  ＪＩＳ第１水準及びＪＩＳ第２水準以外の文字が記録されている。 

21  整理番号が存在しない。 

41  「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」、「未成年者非課

税適用確認書の交付申請書に記載された事項」及び「届出事項（非課税

口座簡易開設届出書に記載された事項等）」以外の申請事項等に記録さ

れた提出者の生年月日が、国税庁で保有しているその提出者の生年月日

と異なる。 

42  「非課税口座異動届出書に記載された事項等」、「未成年者口座異動届

出書に記載された事項等」、「非課税口座移管依頼書に記載された事項

等」、「未成年者口座移管依頼書に記載された事項等」、「金融商品取引業

者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（非課税口座）」

又は「金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべ

き事項（未成年者口座）」に記録された提出者のフリガナが、国税庁で

保有しているその提出者のフリガナと異なる。 

43  「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」及び未成年者口

座に係る申請事項等以外の申請事項等に記録された提出者の基準日に

おける国内の住所（居所）又は所在地が、国税庁で保有しているその提

出者の基準日における国内の住所（居所）又は所在地と異なる。 

44 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」、「提出事項（勘

定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）」、「届出事項（非課税口

座簡易開設届出書に記載された事項等）」及び未成年者口座に係る申請

事項等以外の申請事項等に記録された勘定設定期間の区分が、国税庁

で保有しているその提出者の勘定設定期間の区分と異なる。 

又は、「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」に記録され

た最初に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定された年月日又は設

定予定年月日が、国税庁で保有しているその提出者の勘定設定期間の区

分と異なる。 

45 勘定設定期間が平成 26 年１月１日から平成 29 年 12 月 31 日までの

期間である「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」及び未

成年者口座に係る申請事項等以外の申請事項等に記録された提出者の

基準日が、国税庁で保有しているその提出者の基準日と異なる。 
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コード エラーの種類の内容 

46 「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」又は「未成年者非

課税適用確認書の提出をした者に関する事項」に記録された提出年月日

が、非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の作成年月日より

先日付である。 

47 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」、「未成年者非課

税適用確認書の交付申請書に記載された事項」及び「届出事項（非課税

口座簡易開設届出書に記載された事項等）」以外の申請事項等に記載さ

れた提出者の個人番号が、国税庁で保有しているその提出者の個人番号

と異なる。 

51 「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」又は「未成年者非

課税適用確認書の提出をした者に関する事項」の提供がなく、「非課税

口座移管依頼書に記載された事項等」、「未成年者口座移管依頼書に記載

された事項等」、「金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合

に提供すべき事項（非課税口座）」又は「金融商品取引業者等において

事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（未成年者口座）」が提供さ

れている。 

63 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」、「未成年者非課税

適用確認書の交付申請書に記載された事項」及び「届出事項（非課税口

座簡易開設届出書に記載された事項等）」以外の申請事項等に記録され

た提出者の個人番号に誤りがある。 

71 「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」、「未成年

者口座異動届出書に記載された事項等」、「未成年者口座移管依頼書に記

載された事項等」、「金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場

合に提供すべき事項（未成年者口座）」又は「廃止届出事項（未成年者

口座廃止届出書等に記載された事項等）」の記録内容と国税庁で保有し

ているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 

73 「提出事項（勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）」に記

録された廃止通知書の提出の区分と、国税庁で保有しているその提出者

の「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項

等）」又は「廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項

等）」の提供状況が異なっている。 

74 非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨に「１」が記録さ

れた「廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」

が既に提供されている。 

75 上場株式等の受入れの有無に「１」が記録された「廃止届出事項（非

課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」又は「廃止届出事項（未

成年者口座廃止届出書等に記載された事項等）」が既に提供され、「提出
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コード エラーの種類の内容 

事項（勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）」又は「提出事

項（未成年者廃止通知書の提出をした者に関する事項）」の提出年月日

及び廃止年月日に同じ年の 1 月 1 日から 9 月 30 日が記録されて提供さ

れている。 

76 「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項

等）」、「廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」

又は「廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等）」

の提供の際に、同一ファイルに同一提出者の情報が複数レコード記録さ

れている。 

77 提供された「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載さ

れた事項等）」、「廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された

事項等）」又は「廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載され

た事項等）」より以前に、同一提出者の「変更届出事項（金融商品取引

業者等変更届出書に記載された事項等）」、「廃止届出事項（非課税口座

廃止届出書等に記載された事項等）」又は「廃止届出事項（未成年者口

座廃止届出書等に記載された事項等）」が提供されている。 

 

⑷ エラー項目番号（CC） 

各エラーの種類（BB）ごとに各項目の確認事項を表示している。 

なお、「－」は、確認事項がないことを示している。 

イ 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項（001） 

項
番 

エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「001」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 
提出
年月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25
年 10 月１
日から平成
49 年９月
30 日までの
いずれかの
日である 
④勘定設定
期間との関
係が（注４）
の表のとお
りとなって
いる 

－ 

3 03 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

4 04 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 
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項
番 

エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

6 06 

申請者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

7 07 
申請者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

8 08 

申請
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

9 09 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

10 10 
月 入力されて 

いるか 
半角数字で 
あるか 

－ － 

11 11 
日 入力されて 

いるか 
半角数字で 
あるか 

－ － 

12 12 

申請者の現住所
（居所）又は所在
地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
申請者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ ー ー 

14 14 

申請者の基準日
における国内の
住所（居所）又は
所在地 

項番 24 が
「26」の場
合、入力さ
れているか 

項 番 24 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

15 15 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

16 16 

金融商品取引業
者等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

17 17 
金融商品取引業
者等の営業所の
郵便番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

18 18 

一般基準日に国
内に住所を有し
ない旨 

項番 24 が
「26」の場
合、入力さ
れているか 

項 番 24 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

項番 24 が
「26」の場
合、「0」か
「1」が入力
されている
か 

－ － 

19 19 

一般
基準
日後
最初
に国
内に
住所
を有
する
こと
とな
った
日 

元号 項番 18 が
「1」かつ項
番 24 が
「26」の場
合、入力さ
れているか 
 
 
 

項番18が「0」
かつ項番 24
が「26」の場
合又は項番
18 が未入力
かつ項番 24
が「30」の場
合、入力され
ていないか 

項番 18 が
「1」かつ項
番 24 が
「26」の場
合、「4」が入
力されてい
るか 

項番 18 が
「1」かつ項
番 24 が
「26」の場
合、次のい
ずれの条件
も満たして
いるか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25
年１月１日
から平成 29
年９月 30
日までのい
ずれかの日
である 

－ 

20 20 

年 項番18が「1」
かつ項番 24
が「26」の場
合、半角数字
であるか 
項番18が「0」
かつ項番 24
が「26」の場
合又は項番
18 が未入力
かつ項番 24
が「30」の場
合、入力され

－ － 

21 21 

月 
 
 
 
 
 
 

－ － 
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項
番 

エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

 ていないか 

22 22 日 － － 

23 23 
勘定
設定
期間 
 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

24 24 

年 入力されて
いるか 

－ 「 26 」 か
「30」が入
力されてい
るか 

－ 

25 25 

送付先の有無 入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 
 

－ － 

26 26 

送付先の名称 項番 25 が
「 1」の場
合、入力さ
れているか 

項番25が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

27 27 

送付先の所在地 項番 25 が
「 1」の場
合、入力さ
れているか 

項番25が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

28 28 

送付先の郵便番
号 

項番 25 が
「 1」の場
合、入力さ
れているか 

項番25が「1」
の場合、半角
数字である
か 
項番25が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

－ － － 

29 29 

金融商品取引業
者等の営業所使
用欄 

－ － － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

30 30 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

31 31 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下であるか

確認する。 

ロ 「06」：項番 13 について、個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 30 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 31 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 14 について住所が正しく記録されているか、住民票の写しなどに記載された住所を確認する。 

（注２）一般基準日後最初に国内に住所を有することとなった日と提出年月日との関係 

一般基準日後最初に国内に住所を有することとなった日 提出年月日 

平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 平成 25 年 10 月１日～平成 29 年 9 月 30 日 



9 

 

（注３）一般基準日後最初に国内に住所を有することとなった日と勘定設定期間との関係 

一般基準日後最初に国内に住所を有することとなった日 勘定設定期間 

平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 平成 26 年 

（注４）勘定設定期間と提出年月日との関係 

勘定設定期間 提出年月日 

平成 26 年 平成 25 年 10 月１日～平成 29 年９月 30 日 

平成 30 年 平成 29 年 10 月１日～平成 49 年９月 30 日 

（注５）勘定設定期間と税務署への提供日との関係 

勘定設定期間 税務署への提供日 

平成 26 年 平成 25 年 10 月１日～平成 29 年 12 月 31 日 

平成 30 年 平成 29 年 10 月１日～平成 49 年 12 月 31 日 

 

ロ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項（001） 

項番 
エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「001」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

提出
年月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成28年
１月１日か
ら平成35年
９月30日ま
でのいずれ
かの日であ
る 

－ 

3 03 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

4 04 

月 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

申請者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

7 07 
申請者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

8 08 

申請
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

9 09 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 
 

－ － 

10 10 
月 入力されて 

いるか 
半角数字で 
あるか 
 

－ － 

11 11 
日 入力されて 

いるか 
半角数字で 
あるか 

－ 
 

－ 
 

12 12 

申請者の現住所
（居所）又は所在
地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
申請者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

14 14 （空白） － 入力されて － － － 
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項番 
エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

いないか 

15 15 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

16 16 

金融商品取引業
者等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

17 17 

金融商品取引業
者等の営業所の
郵便番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

18 18 （空白） 
 

－ 
 

入力されて
いないか 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 

25 25 
送付先の有無 入力されて

いるか 
－ 「0」か「1」

が入力され
ているか 

－ － 

26 26 

送付先の名称 項番 25 が
「 1」の場
合、入力さ
れているか 

項番 25 が
「 0」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

27 27 

送付先の所在地 項番 25 が
「 1」の場
合、入力さ
れているか 

項番 25 が
「 0」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

28 28 

送付先の郵便番
号 

項番 25 が
「 1」の場
合、入力さ
れているか 

項番 25 が
「 1」の場
合、半角数
字であるか 
項番 25 が
「 0」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － － 

29 29 

金融商品取引業
者等の営業所使
用欄 

－ － － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

30 30 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 
 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

31 31 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲げ

る事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下であるか

確認する。 

ロ 「06」：項番 13 について、個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 30 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 31 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 
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ハ 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項（002） 

項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「002」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 
提出
年月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25年
10 月１日か
ら平成 49年
12 月 31 日
までのいず
れかの日で
ある 

－ 

3 03 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

4 04 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

7 07 
提出者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

8 08 

提出
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③非課税管
理勘定設定
年又は累積
投資勘定設
定年の１月
１日の年齢
が 20歳以上
である 

－ 

9 09 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

10 10 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

11 11 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

12 12 

提出者の現住所
（居所）又は所在
地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
提出者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

14 14 

提出
者の
基準
日 
 

元号 項番 27 が
「26」から
「29」の場
合、入力さ
れているか 
 
 
 

項番 27 が
「30」から
「49」の場
合、入力さ
れていない
か 

項番 27 が
「26」から
「29」の場
合、「4」が入
力されてい
るか 

項番 27 が
「26」から
「29」の場
合、次のい
ずれの条件
も満たして
いるか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25年
１月１日以
後 

－ 

15 15 
年 項番 27 が

「26」から
「29」の場
合、半角数
字であるか 
項番 27 が
「30」から
「49」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － 

16 16 

月 － － 

17 17 

日 － － 
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

18 18 

提出者の基準日
における国内の
住所（居所）又は
所在地 
 

項番 27 が
「26」から
「29」の場
合、入力さ
れているか 

項番 27 が
「30」から
「49」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

19 19 
提出者の整理番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

20 20 
提出者の氏名が
変更されている
旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 

－ － 

21 21 

非課税適用確認
書の氏名 

項番 20 が
「 1 」の場
合、入力さ
れているか 

項番 20 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 

非課税適用確認
書の氏名のフリ
ガナ 

項番 20 が
「 1 」の場
合、入力さ
れているか 

項番 20 が
「 1 」の場
合、全角カ
ナであるか 
項番 20 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － － 

23 23 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

24 24 

金融商品取引業
者等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 
 
 
 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

25 25 
金融商品取引業
者等の営業所の
郵便番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

26 26 

最初
に非
課税
管理
勘定
又は
累積
投資
勘定
が設
定さ
れた
年月
日又
は設
定予
定年
月日 
 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②提出年月
日以後 
③平成 26年
1 月 1 日か
ら平成 49年
12 月 31 日
までのいず
れかの日で
ある 
④提出年月
日との関係
が（注２）の
表のとおり
となってい
る 

－ 

27 27 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

28 28 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

29 29 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

30 30 

非課税口座の記
号又は番号 
 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－  － 

31 31 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

32 32 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － － 
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（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 19 について整理番号が正しく記録されているか、非課税適用確認書に記載された整理番号を確

認する。また、項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 31 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 32 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 18 について住所が正しく記録されているか、住民票の写しなどに記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 19 に記録された整理番号が非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認する。 

へ 「41」：項番８から 11 に記録された生年月日が非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確認する。 

ト 「43」：項番 18 に記録された住所等が非課税適用確認書に記載された住所等と同じか確認する。 

チ 「44」：項番 26 から 29 に記録された最初に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定された年月日又は設定

予定年月日が課税適用確認書に記載された勘定設定期間の範囲内か確認する。 

リ 「45」：項番 14 から 17 に記録された提出者の基準日が非課税適用確認書に記載された基準日と同じか確認

する。 

ヌ 「46」：項番 2 から 5 に記録された提出年月日が週の非課税適用確認書の作成年月日と同一日付又は当該作

成年月日より後日付か確認する。 

ル 「47」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ヲ 「63」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

（注２）最初に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定された年月日又は設定予定年月日と提出年月日との関係 

最初に非課税管理勘定若しくは累積投資勘定 

が設定された年月日又は設定予定年月日 
提出年月日 

（非課税管理勘定）平成 26 年１月１日～平成 29 年 12 月 31 日 平成 25 年 10 月１日～平成 29 年 12 月 31 日 

（非課税管理勘定）平成 30 年１月１日～平成 35 年 12 月 31 日 平成 29 年 10 月１日～平成 35 年 12 月 31 日 

（累積投資勘定）平成 30 年１月１日～平成 49 年 12 月 31 日 平成 29 年 10 月１日～平成 49 年 12 月 31 日 

 

二 未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項（002） 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の
種類 

－ － 「002」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 
提 出
年 月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 28年
１月１日か

－ 

3 03 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

4 04 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

ら平成 35年
12 月 31 日
までのいず
れかの日で
ある 

6 06 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － 

 

 

 

ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

7 07 
提出者のフリ
ガナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

8 08 
提 出
者 の
生 年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③未成年者
口座開設年
の１月１日
の年齢が 20
歳以上で無
いこと 

－ 

9 09 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

10 10 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

11 11 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

12 12 

提出者の現住
所（居所）又は
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
提出者の個人
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

14 14 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 
提出者の整理
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

20 20 
提出者の氏名
が変更されて
いる旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 

－ － 

21 21 

未成年者非課
税適用確認書
の氏名 

項番 20 が
「 1 」の場
合、入力さ
れているか 

項番 20 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 

未成年者非課
税適用確認書
の氏名のフリ
ガナ 

項番 20 が
「 1 」の場
合、入力さ
れているか 

項番 20 が
「 1 」の場
合、全角カ
ナであるか 
項番 20 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － － 

23 23 

金融商品取引
業者等の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

24 24 

金融商品取引
業者等の営業
所の所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

れているか 

25 25 
金融商品取引
業者等の営業
所の郵便番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

26 26 

非 課
税 管
理 勘
定 が
設 定
さ れ
た 年
月 日
又 は
設 定
予 定
年 月
日 
 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②提出年月
日以後 
③平成 28年
4 月 1 日か
ら平成 35年
12 月 31 日
までのいず
れかの日で
ある 

－ 

27 27 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

28 28 

月 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

29 29 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

30 30 

未成年者口座
の記号又は番
号 
 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 
 

－  － 

31 31 

金融商品取引
業者等の営業
所の所轄税務
署の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

32 32 

金融商品取引
業者等の営業
所の所轄税務
署の番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲げ

る事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 19 について整理番号が正しく記録されているか、未成年者非課税適用確認書に記載された整理

番号を確認する。また、項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 31 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 32 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「21」：項番 19 に記録された整理番号が未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認す

る。 

ホ 「41」：項番８から 11 に記録された生年月日が未成年者非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確

認する。 

ヘ 「46」：項番２から５に記録された提出年月日が未成年者非課税適用確認書の作成年月日と同一日付又は当

該作成年月日より後日付か確認する。 

ト 「47」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

チ 「63」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

リ 「71」：国税庁で保有しているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 

ホ 非課税口座異動届出書に記載された事項等（003） 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「003」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

3 03 
提出者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

4 04 

提出
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

5 05 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

7 07 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ 
 

－ 

8 08 

提出者の現住所
（居所）又は所在
地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

9 09 
提出者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

10 10 

非課税口座の記
号又は番号 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

11 11 
勘定
設定
期間
の区
分 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

12 12 

年 入力されて
いるか 

－ 「 26 」 か
「30」が入
力されてい
るか 

－ 

13 13 
月 入力されて

いるか 
－ 「01」が入

力されてい
るか 

－ 

14 14 
日 入力されて

いるか 
－ 「01」が入

力されてい
るか 

－ 

15 15 

提出者の変更前
の氏名 
 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

16 16 
提出者の変更前
の氏名のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

17 17 

提出者の変更前
の住所（居所）又
は所在地 

項番21が入
力されてい
る場合、入
力されてい
るか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

18 18 
提出者の変更前
の個人番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

項番 22の個
人番号と同
一でないか 

－ － 

19 19 

提出者の変更後
の氏名 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

20 20 
提出者の変更後
の氏名のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

21 21 

提出者の変更後
の住所（居所）又
は所在地 

項番17が入
力されてい
る場合、入
力されてい
るか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 

提出者の変更後
の個人番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

項番 18の個
人番号と同
一でないか 

－ － 

23 23 

提出者
の基準
日 

元号 項番 12 が
「26」かつ
項番28の上
一桁が 0～3
の場合、入
力されてい
るか 

項番 12 が
「30」の場
合、入力さ
れていない
か 

項番 12 が
「26」かつ
項番 28の上
一桁が 0～3
の場合、「4」
が入力され
ているか 

項番 12 が
「26」かつ
項番28の上
一桁が 0～3
の場合、次
のいずれの
条件も満た
しているか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成25年
１月１日か
ら平成29年
9 月 30 日ま
でのいずれ
かの日であ
る 
 

－ 

24 24 

年 項番 12 が
「26」のと
き、半角数
字であるか 
項番 12 が
「30」の場
合、入力さ
れていない
か 
 
 

－ － 
 

25 25 

月 － － 

26 26 

日 － － 

27 27 

提出者の基準日
における国内の
住所（居所）又は
所在地 

項番 12 が
「26」かつ
項番28の上
一桁が 0～3
の場合、入
力されてい
るか 

項番 12 が
「30」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

28 28 
提出者の整理番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

29 29 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

30 30 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － 
 

－ 
 

 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 28 について整理番号が正しく記録されているか、非課税適用確認書に記載された整理番号（提

出者の口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項の規定により非課税口座開設届出書の提出をしたものとみ

なされて開設された非課税口座である場合には、「未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号」とする。

以下同じ。）を確認する。また、項番９、18 又は 22 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 29 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 30 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 27 について住所が正しく記録されているか、住民票の写しなどに記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 28 に記録された整理番号が非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認する。 
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へ 「41」：項番４から７に記録された生年月日が非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確認する。 

ト 「42」：項番 16 又は 20 に記録された氏名のフリガナが、非課税適用確認書に記載された氏名のフリガナ、

非課税口座開設届出書に記載された氏名のフリガナ又は直前に提出した非課税口座異動届出書に記載された

変更後の氏名のフリガナと同じか確認する。 

チ 「43」：項番 27 に記録された住所等が非課税適用確認書に記載された住所等と同じか確認する。 

リ 「44」：項番 11 から 14 に記録された勘定設定期間の区分が非課税適用確認書に記載された勘定設定期間と

同じか確認する。 

ヌ 「45」：項番 23 から 26 に記録された提出者の基準日が非課税適用確認書に記載された基準日と同じか確認    

する。 

ル 「47」：項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ヲ 「63」：項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

（注２）提出者の基準日と勘定設定期間の区分との関係 

提出者の基準日 勘定設定期間の区分 

平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 平成 26 年１月１日 

 

へ 未成年者口座異動届出書に記載された事項等（003） 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「003」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

3 03 
提出者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

4 04 
提出
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

5 05 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

7 07 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

8 08 

提出者の現住所
（居所）又は所在
地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

9 09 
提出者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

10 10 

未成年者口座の
記号又は番号 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

11 11 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

12 12 

13 13 

14 14 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

15 15 

提出者の変更前
の氏名 
 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

16 16 

提出者の変更前
の氏名のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

17 17 

提出者の変更前
の住所（居所）又
は所在地 

項番21が入
力されてい
る場合、入
力されてい
るか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

18 18 
提出者の変更前
の個人番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

項番 22の個
人番号と同
一でないか 

－ － 

19 19 

提出者の変更後
の氏名 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

20 20 
提出者の変更後
の氏名のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

21 21 

提出者の変更後
の住所（居所）又
は所在地 

項番17が入
力されてい
る場合、入
力されてい
るか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 
提出者の変更後
の個人番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

項番 18の個
人番号と同
一でないか 

－ － 

23 23 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

24 24 

25 25 

26 26 

27 27 

28 28 
提出者の整理番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

29 29 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

30 30 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － 
 

－ 
 

 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 28 について整理番号が正しく記録されているか、未成年者非課税適用確認書に記載された整理

番号を確認する。また、項番９、18 又は 22 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 29 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 30 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「21」：項番 28 に記録された整理番号が未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認す 

る。 
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ホ 「41」：項番４から７に記録された生年月日が未成年者非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確

認する。 

ヘ 「42」：項番 16 又は 20 に記録された氏名のフリガナが、未成年者非課税適用確認書に記載された氏名のフ

リガナ、未成年者口座開設届出書に記載された氏名のフリガナ又は直前に提出した未成年者口座異動届出書に

記載された変更後の氏名のフリガナと同じか確認する。 

ト 「47」：項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

チ 「63」：項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

 リ 「71」：国税庁で保有しているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 

ト 非課税口座移管届出書に記載された事項等（004） 

項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「004」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

提出者の氏名 入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

3 03 
提出者のフリガ
ナ 

入 力 さ れ
ているか 

全 角 カ ナ
であるか 

－ － － 

4 04 

提
出
者
の
生
年
月
日 

元号 入 力 さ れ
ているか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

5 05 
年 入 力 さ れ

ているか 
半 角 数 字
であるか 

－ － 

6 06 
月 入 力 さ れ

ているか 
半 角 数 字
であるか 

－ － 

7 07 
日 入 力 さ れ

ているか 
半 角 数 字
であるか 

－ － 

8 08 

提出者の現住所
（居所）又は所在
地 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

9 09 
提出者の個人番
号 

入 力 さ れ
ているか 

半 角 数 字
であるか 

－ － － 

10 10 

移管前の金融商
品取引業者等の
営業所の名称 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

11 11 

移管前の金融商
品取引業者等の
営業所の所在地 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

12 12 

移管先の金融商
品取引業者等の
営業所の名称 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

13 13 

移管先の金融商
品取引業者等の
営業所の所在地 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

14 14 

移管前の非課税
口座の記号又は
番号 

入 力 さ れ
ているか 

半 角 英 数
又 は 半 角
ハ イ フ ン
であるか 

－ － － 
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

15 15 
勘
定
設
定
期
間 
の
区
分 

元号 入 力 さ れ
ているか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

16 16 

年 入 力 さ れ
ているか 

－ 「26」か「30」
が入力され
ているか 

－ 

17 17 
月 入 力 さ れ

ているか 
－ 「01」が入力

されている
か 

－ 

18 18 
日 入 力 さ れ

ているか 
－ 「01」が入力

されている
か 

－ 

19 19 
移
管
希
望
年
月
日 

元号 入 力 さ れ
ているか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たす 
①実在日で
ある 
②平成 26 年
１月１日以
後 

－ 

20 20 
年 入 力 さ れ

ているか 
半 角 数 字
であるか 

－ － 

21 21 
月 入 力 さ れ

ているか 
半 角 数 字
であるか 

－ － 

22 22 
日 入 力 さ れ

ているか 
半 角 数 字
であるか 

－ － 

23 23 

提
出
者
の
基
準
日 

元号 項番 16 が
「26」かつ
項番 28 の
上一桁が 0
～ 3 の 場
合、入力さ
れ て い る
か 

項番 16 が
「30」の場
合、入力さ
れ て い な
いか 

項番 16 が
「26」かつ項
番 28 の上一
桁が 0～3 の
場合、「4」が
入力されて
いるか 

項番 16 が
「26」かつ項
番 28 の上一
桁が 0～3 の
場合、次のい
ずれの条件
も満たして
いるか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25 年
１月１日か
ら平成 29 年
9 月 30 日ま
でのいずれ
かの日であ
る 
 

－ 

24 24 

年 項番 16 が
「26」かつ
項番 28 の
上一桁が 0
～ 3 の 場
合、半角数
字 で あ る
か 
項番 16 が
「30」の場
合、入力さ
れ て い な
いか 
 
 

－ － 

25 25 

月 － － 

26 26 

日 － － 

27 27 

提出者の基準日
における国内の
住所（居所）又は
所在地 

項番 16 が
「26」かつ
項番 28 の
上一桁が 0
～ 3 の 場
合、入力さ
れ て い る
か 

項番 16 が
「30」の場
合、入力さ
れ て い な
いか 

－ － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

28 28 
提出者の整理番
号 

入 力 さ れ
ているか 

半 角 数 字
であるか 

－ － － 

29 29 

移管前の金融商
品取引業者等の
営業所の所轄税
務署の名称 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

30 30 

移管前の金融商
品取引業者等の
営業所の所轄税
務署の番号 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － － 

31 31 

移管先の金融商
品取引業者等の
営業所の所轄税
務署の名称 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

32 32 

移管先の金融商
品取引業者等の
営業所の所轄税
務署の番号 

入 力 さ れ
ているか 

－ － － － 
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（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 28 について整理番号が正しく記録されているか、非課税適用確認書に記載された整理番号を確

認する。また、項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 29 及び 31 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 30 及び 32

については、番号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 27 について住所が正しく記録されているか、住民票の写しなどに記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 28 に記録された整理番号が非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認する。 

へ 「41」：項番４から７に記録された生年月日が非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確認する。 

ト 「42」：項番３についてに記録された氏名のフリガナが、非課税適用確認書に記載された氏名のフリガナ、

非課税口座開設届出書に記載された氏名のフリガナ又は直前に提出した非課税口座異動届出書に記載された

変更後の氏名のフリガナと同じか確認する。 

チ 「43」：項番 27 に記録された住所等が非課税適用確認書に記載された住所等と同じか確認する。 

リ 「44」：項番 15 から 18 に記録された勘定設定期間の区分が非課税適用確認書に記載された勘定設定期間と

同じか確認する。 

ヌ 「45」：項番 23 から 26 に記録された提出者の基準日が非課税適用確認書に記載された基準日と同じか確認

する。 

ル 「47」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ヲ 「51」：「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供しているか確認する。 

ワ 「63」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

（注２）提出者の基準日と勘定設定期間の区分との関係 

提出者の基準日 勘定設定期間の区分 

平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 平成 26 年１月１日 

 

チ 未成年者口座移管届出書に記載された事項等（004） 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の
種類 

－ － 「004」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 
 

3 03 
提出者のフリ
ガナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

4 04 
提 出
者 の
生 年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で

－ 

5 05 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

6 06 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

7 07 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

8 08 

提出者の現住
所（居所）又は
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

9 09 
提出者の個人
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

10 10 

移管前の金融
商品取引業者
等の営業所の
名称 
 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

11 11 

移管前の金融
商品取引業者
等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

12 12 

移管先の金融
商品取引業者
等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 

移管先の金融
商品取引業者
等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

14 14 

移管前の未成
年者口座の記
号又は番号 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

15 15 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 
移 管
希 望
年 月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たす 
①実在日で
ある 
②平成 28年
４月１日以
後 

－ 

20 20 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

21 21 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

22 22 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

23 23 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

24 24 

25 25 

26 26 

27 27 

28 28 
提出者の整理
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

29 29 

移管前の金融
商品取引業者
等の営業所の
所轄税務署の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

30 30 

移管前の金融
商品取引業者
等の営業所の
所轄税務署の
番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

31 31 

移管先の金融
商品取引業者
等の営業所の
所轄税務署の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

32 32 

移管先の金融
商品取引業者
等の営業所の
所轄税務署の
番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 28 について整理番号が正しく記録されているか、未成年者非課税適用確認書に記載された整理

番号を確認する。また、項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 29 及び 31 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 30 及び 32

については、番号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「21」：項番 28 に記録された整理番号が未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認す 

る。 

ホ 「41」：項番４から７に記録された生年月日が未成年者非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確

認する。 

ヘ 「42」：項番３についてに記録された氏名のフリガナが、未成年者非課税適用確認書に記載された氏名のフ

リガナ、未成年者口座開設届出書に記載された氏名のフリガナ又は直前に提出した未成年者口座異動届出書に

記載された変更後の氏名のフリガナと同じか確認する。 

ト 「47」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

チ 「51」：「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供しているか確認する。 

リ 「63」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。） 

 

リ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（非課税  

口座）（005） 

項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の
種類 

－ － 「005」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

3 03 
フリガナ 入力されて

いるか 
全角カナで
あるか 

－ － － 

4 04 

生
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ

－ 

5 05 

年 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

6 06 

月 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ り先日付で
ない 

－ 

7 07 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

8 08 

現住所（居所）
又は所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

9 09 
提出者の個人
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

10 10 

基
準
日 

元号 項番 18 が
「26」かつ項
番 15 の上一
桁が 0～3 の
場合、入力さ
れているか 

項番 18 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

項番 18 が
「26」かつ項
番 15 の上一
桁が 0～3 の
場合、「4」が
入力されて
いるか 

項番 18 が
「26」かつ項
番 15 の上一
桁が 0～3 の
場合、次のい
ずれの条件
も満たして
いるか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25 年
１月１日か
ら平成 29 年
9 月 30 日ま
でのいずれ
かの日であ
る 
 

－ 

11 11 

年 項番 18 が
「26」かつ項
番 15 の上一
桁が 0～3 の
場合、半角数
字であるか 
項番 18 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

－ － 

12 12 

月 － － 

13 13 

日 － － 

14 14 

基準日におけ
る国内の住所
（居所）又は所
在地 

項番 18 が
「26」かつ項
番 15 の上一
桁が 0～3 の
場合、入力さ
れているか 

項番 18 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

15 15 
整理番号 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － － 

16 16 

移管先の非課
税口座の記号
又は番号 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

17 17 
勘
定
設
定
期
間
の
区
分 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

18 18 
年 入力されて

いるか 
－ 「26」か「30」

が入力され
ているか 

－ 

19 19 
月 入力されて

いるか 
－ 「01」が入力

されている
か 

－ 

20 20 
日 入力されて

いるか 
－ 「01」が入力

されている
か 

－ 

21 21 

移管前の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 

移管前の営業
所の所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

23 23 
移管前の営業
所の法人番号 

－ 半角数字で
あるか 

－ － － 

24 24 
移管先の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

２水準の文
字が入力さ
れているか 

25 25 

移管先の営業
所の所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

26 26 
移
管
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 26 年
１月１日以
後 

－ 

27 27 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

28 28 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

29 29 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

30 30 

移管先の営業
所の所轄税務
署の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

31 31 
移管先の営業
所の所轄税務
署の番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 15 について整理番号が正しく記録されているか、非課税適用確認書に記載された整理番号を確

認する。また、項番９又は 23 について個人番号又は法人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 30 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 31 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 14 について住所が正しく記録されているか、住民票の写しなどに記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 15 に記録された整理番号が非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認する。 

ヘ 「41」：項番４から７に記録された生年月日が非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確認する。 

ト 「42」：項番３について記録された氏名のフリガナが、非課税適用確認書に記載された氏名のフリガナ、非

課税口座開設届出書に記載された氏名のフリガナ又は直前に提出した非課税口座異動届出書に記載された変

更後の氏名のフリガナと同じか確認する。 

チ 「43」：項番 14 に記録された住所等が非課税適用確認書に記載された住所等と同じか確認する。 

リ 「44」：項番 17 から 20 に記録された勘定設定期間の区分が非課税適用確認書に記載された勘定設定期間と

同じか確認する。 

ヌ 「45」：項番 10 から 13 に記録された基準日が非課税適用確認書に記載された基準日と同じか確認する。 

ル 「47」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ヲ 「51」：「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供しているか確認する。 

ワ 「63」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 
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カ 「71」：国税庁で保有しているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 

 

（注２）基準日と勘定設定期間の区分との関係 

基準日 勘定設定期間の区分 

平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 平成 26 年１月１日 

 

ヌ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（未成年

者口座（005） 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の
種類 

－ － 「005」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

3 03 
フリガナ 入力されて

いるか 
全角カナで
あるか 

－ － － 

4 04 

生 年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」のいず
れかが入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

5 05 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 
月 
 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

7 07 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

8 08 

現住所（居所）
又は所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

9 09 
提出者の個人
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

10 10 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 
整理番号 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － － 

16 16 

移管先の未成
年者口座の記
号又は番号 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

17 17 （空白） － － － － － 

18 18 

19 19 

20 20 

21 21 

移管前の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 

移管前の営業
所の所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

23 23 
移管前の営業
所の法人番号 

－ 半角数字で
あるか 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

24 24 

移管先の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 
 

25 25 

移管先の営業
所の所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 
 

26 26 
移 管
年 月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 28年
４月１日以
後 

－ 

27 27 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

28 28 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

29 29 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

30 30 

移管先の営業
所の所轄税務
署の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

31 31 
移管先の営業
所の所轄税務
署の番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 15 について整理番号が正しく記録されているか、未成年者非課税適用確認書に記載された整理

番号を確認する。また、項番９又は 23 について個人番号又は法人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 30 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 31 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「21」：項番 15 に記録された整理番号が未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号と同じか確認す 

る。 

ホ 「41」：項番４から７に記録された生年月日が未成年者非課税適用確認書に記載された生年月日と同じか確

認する。 

ヘ 「42」：項番３について記録された氏名のフリガナが、未成年者非課税適用確認書に記載された氏名のフリ

ガナ、未成年者口座開設届出書に記載された氏名のフリガナ又は直前に提出した未成年者口座異動届出書に記

載された変更後の氏名のフリガナと同じか確認する。 

ト 「47」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

チ 「51」：「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供しているか確認する。 

リ 「63」：項番９について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

 ヌ 「71」：国税庁で保有しているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 
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ル 変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）（006） 

項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「006」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 

提出
年月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 
 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③勘定設定
期間の区分
との関係が
（注２）の表
のとおりと
なっている 

－ 

3 03 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

4 04 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

7 07 
提出者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

8 08 

提出
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
 

－ 

9 09 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

10 10 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

11 11 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

12 12 
提出者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

13 13 

提出
者の
基準
日 
 

元号 項番 23 が
「26」かつ
項番 18 の
上一桁が 0
～ 3 の 場
合、入力さ
れているか 
 
 
 

項番 23 が
「30」の場
合、入力さ
れていない
か 

項番 23 が
「26」かつ
項番 18 の
上一桁が 0
～3の場合、
「4」が入力
されている
か 

項 番 23 が
「26」かつ項
番 18 の上一
桁が 0～3 の
場合、次のい
ずれの条件
も満たして
いるか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25 年
１月１日か
ら平成 29 年
9 月 30 日ま
でのいずれ
かの日であ
る 
 

－ 

14 14 
年 項番 23 が

「26」かつ
項番 18 の
上一桁が 0
～ 3 の 場
合、半角数
字であるか 
項番 23 が
「30」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － 

15 15 

月 － － 

16 16 

日 － － 

17 17 

提出者の基準日
における国内の
住所（居所）又は
所在地 
 

項番 23 が
「26」かつ
項番 18 の
上一桁が 0
～ 3 の 場
合、入力さ
れているか 

項番 23 が
「30」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

18 18 
提出者の整理番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

 

19 19 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 
 

20 20 

非課
税管
理勘
定又
は累
積投
資勘
定の
年分 

元号 入力されて
いるか 
 
 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①勘定設定
期間の区分
との関係が
（注４）の表
のとおりと
なっている 
②提出年月
日との関係
が（注５）の
表のとおり
となってい
る 

－ 

21 21 

年 入力されて
いるか 

－ 「 27 」 ～
「49」のい
ずれかが入
力されてい
るか 

－ 

22 22 
勘定
設定
期間
の区
分 
 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

23 23 

年 入力されて
いるか 

－ 「 26 」 か
「30」が入
力されてい
るか 
 

－ 

24 24 

非課税管理勘定
又は累積投資勘
定を廃止した旨
等 

入力されて
いるか 

－ 次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①「0」か「1」
が入力され
ているか 
②提出年月
日との関係
が（注６）の
表のとおり
となってい
る 

 － 

25 25 

上場株式等の受
入れをしていな
い旨 

項番 24 が
「0」の場
合、入力さ
れているか 

項番 24 が
「1」の場
合、入力さ
れていない
か 

項番 24 が
「 0」の場
合、「0」が入
力されてい
るか 
 

－ － 

26 26 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 
 
 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

27 27 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 
 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 18 について整理番号が正しく記録されているか、金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口

座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税



31 

 

口座廃止通知書（以下「非課税適用確認書等」という。）に記載された整理番号を確認する。 

  また、項番 12 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 26 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 27 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 17 について住所が正しく記録されているか、非課税適用確認書等に記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 18 に記録された整理番号が非課税適用確認書等に記載された整理番号と同じか確認する。 

ヘ 「41」：項番８から 11 に記録された生年月日が非課税適用確認書等に記載された生年月日と同じか確認す 

る。 

ト 「43」：項番 17 に記録された住所等が非課税適用確認書等に記載された住所等と同じか確認する。 

チ 「44」：項番 22 及び 23 に記録された勘定設定期間の区分が金融商品取引業者等変更届出書に記載された勘

定設定期間と同じか確認する。 

リ 「45」：項番 13 から 16 に記録された提出者の基準日が非課税適用確認書等に記載された基準日と同じか 

 確認する。 

ヌ 「47」：項番 12 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ル 「63」：項番 12 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

ヲ 「76」：「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）」又は「廃止届出事項（非課 

 税口座廃止届出書等に記載された事項等）」の提供の際に、同一ファイルに同一提出者に係る変更届出事項等

が複数レコード記録されていないか確認する。 

ワ 「77」：提供された「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）」又は「廃止届出

事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」より以前に、同一の提出者に係る変更届出事項等を提供

していないかを確認する。 

（注２) 

  勘定設定期間の区分と提出年月日との関係 

（注３) 

  勘定設定期間の区分と提出者の基準日との関係 

（注４) 

  勘定設定期間の区分と非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分との関係 

勘定設定期間の区分 提出年月日 

平成 26 年 平成 27 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 

平成 30 年 
（非課税管理勘定）平成 29 年 10 月１日～平成 35 年９月 30 日 

（累積投資勘定）平成 29 年 10 月１日～平成 49 年９月 30 日 

勘定設定期間の区分 提出者の基準日 

平成 26 年 平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 

平成 30 年 （記録不要） 

勘定設定期間の区分 非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分 

平成 26 年 平成 27 年～平成 29 年 
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（注５)  

  提出年月日と非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分との関係 

（注６)  

  提出年月日と非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止した旨等との関係 

 

  ヲ 廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）（007） 

項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の
種類 

－ － 「007」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 
非課税口座を
廃止した旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 

－ － 

3 03 

提
出
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③非課税口
座廃止通知
書交付申請
書の提出を
受けた旨、非
課税口座廃
止通知書交
付の有無及
び勘定設定
期間の区分
との関係が
（注２）の表
のとおりと
なっている 

－ 

4 04 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

7 07 

非課税口座廃
止通知書交付
申請書の提出
を受けた旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 

－ － 

8 08 

非
課
税
口
座
廃
止
通
知

元号 項番 7 が「1」
の場合、入力
されている
か 

項番 7 が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

項番 7 が「1」
の場合、「4」
が入力され
ているか 

項番 7 が「1」
の場合、次の
いずれの条
件も満たし
ているか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ

－ 

9 09 

年 項番 7 が「1」
の場合、入力
されている
か 

項番 7 が「1」
の場合、半角
数字である
か 
項番 7 が「0」

－ － 

平成 30 年 
（非課税管理勘定）平成 30 年～平成 35 年 

（累積投資勘定）平成 30 年～平成 49 年 

提出年月日 非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分 

各年の１月１日～９月 30 日 提出年月日と同年 

各年の 10 月１日～12 月 31 日 提出年月日の翌年 

提出年月日 非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止した旨等 

各年の１月１日～９月 30 日 0 

各年の 10 月１日～12 月 31 日 1 
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

書
交
付
申
請
書
の
提
出
年
月
日 

の場合、入力
されていな
いか 

り先日付で
ない 
③平成 27 年
１月１日か
ら平成 29 年
９月 30 日ま
でのいずれ
かの日であ
る 

10 10 

月 項番 7 が「1」
の場合、入力
されている
か 

項番 7 が「1」
の場合、半角
数字である
か 
項番 7 が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

－ － 

11 11 

日 項番 7 が「1」
の場合、入力
されている
か 

項番 7 が「1」
の場合、半角
数字である
か 
項番 7 が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

－ － 

12 12 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
提出者のフリ
ガナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

14 14 

提
出
者
の
生
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

15 15 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

16 16 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

17 17 
日 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

18 18 
提出者の個人
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

19 19 

提
出
者
の
基
準
日 
 

元号 項番 29 が
「26」かつ項
番 24 の上一
桁が 0～3 の
場合、入力さ
れているか 

項 番 29 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

項番 29 が
「26」かつ項
番 24 の上一
桁が 0～3 の
場合、「4」が
入力されて
いるか 

項番 29 が
「26」かつ項
番 24 の上一
桁が 0～3 の
場合、次のい
ずれの条件
も満たして
いるか 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 25 年
1 月１日から
平成 29 年 9
月 30 日まで
のいずれか
の日である 
④非課税口
座廃止通知
書交付申請
書の提出を
受けた旨及
び勘定設定
期間の区分
との関係が
（注３）の表
のとおりと
なっている 

－ 

20 20 
年 項 番 29 が

「26」かつ項
番 24 の上一
桁が 0～3 の
場合、半角数
字であるか 
項 番 29 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 
 
 

－ － 

21 21 

月 － － 

22 22 

日 － － 
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項
番 

エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

23 23 

提出者の基準
日における国
内の住所（居
所）又は所在地 
 

項番 29 が
「26」かつ項
番 24 の上一
桁が 0～3 の
場合、入力さ
れているか 

項 番 29 が
「 30」の場
合、入力され
ていないか 

－ － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

24 24 
提出者の整理
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

25 25 

金融商品取引
業者等の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

26 26 

非課税口座廃
止通知書の交
付の有無 

入力されて
いるか 

－ 次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①「0」か「1」
が入力され
ている 
②項番７が、
「1」の場合 
「1」が入力
されている 

－ － 

27 27 

上場株式等の
受入れの有無 

項番 26 が
「1」の場合、
入力されて
いるか 

項番26が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

項番 26 が
「1」の場合、
「0」か「1」
が入力され
ているか 

－ － 

28 28 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分 

元号 項番 26 が
「1」の場合、
入力されて
いるか 

項番26が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

項番 26 が
「1」の場合、
「4」が入力
されている
か 

項番７が、
「1」の場合 
平成 26 年が
入力されて
いるか 

－ 

29 29 

年 項番 26 が
「1」の場合、
入力されて
いるか 

項番26が「0」
の場合、入力
されていな
いか 

項番 26 が
「1」の場合、
「26」か「30」
が入力され
ているか 

－ 

30 30 

金融商品取引
業者等の営業
所の所轄税務
署の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

31 31 

金融商品取引
業者等の営業
所の所轄税務
署の番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下であ

るか確認する。 

ロ 「06」：項番 24 について整理番号が正しく記録されているか、非課税適用確認書等に記載された整理番号を

確認する。また、項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 30 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 31 については、番号

が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 23 について住所が正しく記録されているか、非課税適用確認書等に記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 24 に記録された整理番号が非課税適用確認書等に記載された整理番号と同じか確認する。 

ヘ  「41」：項番 14 から 17 に記録された生年月日が非課税適用確認書等に記載された生年月日と同じか確認す

る。 
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ト 「43」：項番 23 に記録された住所等が非課税適用確認書等に記載された住所等と同じか確認する。 

チ 「44」：項番 28 及び 29 に記録された勘定設定期間の区分が、非課税口座廃止通知書に記載すべき勘定設定期

間と同じか確認する。 

リ 「45」：項番 19 から 22 に記録された提出者の基準日が非課税適用確認書等に記載された基準日と同じか確認

する。 

ヌ 「47」：項番 18 について個人番号が正しく記載されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ル 「63」：項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

ヲ  「74」：項番 7 の非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨に「1」が記録された「廃止届出事項（非 

課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」を既に提供していないか確認する。 

ワ 「76」：「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）」又は「廃止届出事項（非課税      

口座廃止届出書等に記載された事項等）」の提供の際に、同一ファイルに同一提出者に係る変更届出事項等が

複数レコード記録されていないか確認する。 

カ  「77」：提供された「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）」又は「廃止届出

事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」より以前に、同一の提出者に係る変更届出事項等を提

供していないかを確認する。 

（注２)  

非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨、非課税口座廃止通知書の交付の有無、勘定設定期間の区分及

び提出年月日の関係 

（注３)  

非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨、勘定設定期間の区分及び提出者の基準日の関係 

 

ワ 廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等）（007） 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 申請事項等の － － 「007」が入 － － 

非課税口座廃止通知書交付

申請書の提出を受けた旨 

非課税口座廃止通知書 

の交付の有無 

勘定設定期間 

の区分 
提出年月日 

0 0 入力なし 平成 27 年１月１日以後 

0 1 平成 26 年 
平成 27 年１月１日 

～平成 29 年９月 30 日 

0 1 平成 30 年 

非 課 税 管

理 勘 定 

平成 29 年 10 月１日 

～平成 35 年９月 30 日 

累 積 投 資

勘 定 

平成 29 年 10 月１日 

～平成 49 年９月 30 日 

1 1 平成 26 年 
平成 26 年１月１日 

～平成 26 年 12 月 31 日 

非課税口座廃止通知書交付

申請書の提出を受けた旨 

勘定設定期間

の区分 
提出者の基準日 

0 平成 26 年 平成 25 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 

0 平成 30 年 （記録不要） 

1 平成 26 年 平成 25 年１月１日～平成 26 年 12 月 31 日 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

種類 力されてい
るか 

2 02 

未成年者口座
を廃止した旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」、「1」又
は「2」が入
力されてい
るか 
「0」が入力
されている
場合、項番４
の年の３月
31 日時点で
18 歳以上か 

－ － 

3 03 
提 出
年 月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 28年
４月１日以
降である 

－ 

4 04 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

7 7 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
提出者のフリ
ガナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

14 14 
提出
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③項番 26が
「 0 」の場
合、提出年
月日の年の
１月１日時
点で 19歳で
ある 
 

－ 

15 15 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

16 16 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

17 17 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

18 18 
提出者の個人
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

19 19 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 
提出者の整理
番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

25 25 

金融商品取引
業者等の営業
所の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 



37 

 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

26 26 

未成年者口座
廃止通知書の
交付の有無 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 
（注２） 

－ － 

27 27 

上場株式等の
受入れの有無 

項番 26 が
「 1 」の場
合、入力さ
れているか 

項番 26 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

項番 26 が
「１」の場
合、①「０」
か「１」が入
力されてい
るか 
②提出年月
日の年の１
月１日時点
で 19 歳であ
り提出年月
日が９月 30
日以前であ
る場合「０」
が入力され
ているか 

－ － 

28 28 （空白） － 入力されて
いないか 

－ － － 

29 29 

30 30 

金融商品取引
業者等の営業
所の所轄税務
署の名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

31 31 

金融商品取引
業者等の営業
所の所轄税務
署の番号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下であ

るか確認する。 

ロ 「06」：項番 24 について整理番号が正しく記録されているか、未成年者非課税適用確認書等に記載された整

理番号を確認する。また、項番 18 について個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 30 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 31 については、番号

が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「21」：項番 24 に記録された整理番号が未成年者非課税適用確認書等に記載された整理番号と同じか確認す 

る。 

ホ 「41」：項番 14 から 17 に記録された生年月日が未成年者非課税適用確認書等に記載された生年月日と同じか

確認する。 

ヘ 「47」：項番 18 について個人番号が正しく記載されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ト 「63」：項番 18 について個人番号が正しく記載されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

チ 「71」：国税庁で保有しているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 

リ 「76」：「廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等）」の提供の際に、同一ファイルに同

一提出者に係る廃止届出事項等が複数レコード記録されていないか確認する。 

ヌ 「77」：提供された「廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等）」より以前に、同一の

提出者に係る廃止届出事項等を提供していないかを確認する。 

（注２）「提出年月日」の年の１月１日時点で 19 歳であり、かつ「提出年月日」が 10 月１日以降である場合、項番
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26 が「0」（廃止通知書交付無）と記録されているか、又は「提出年月日」の年の１月１日時点で 19 歳未満であ

る場合、項番 26 が「1」（廃止通知書交付有）と記録されているか確認する。 

 

カ 提出事項（廃止通知書等の提出をした者に関する事項）（008） 

項
番 

エラー 
項目番
号 

（CC
） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「008」が入力
されているか 

－ － 

2 02 

勘定廃止通知書
又は非課税口座
廃止通知書の提
出を受けた旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」が
入力されてい
るか 

－ － 

3 03 

提
出
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力さ
れているか 

次のいずれの
条件も満たし
ているか 
①実在日であ
る 
②税務署への
提供日より先
日付でない 
③提出者の基
準日がある場
合、当該基準日
より先日付で
ある 
④最初に設け
ようとする非
課税管理勘定
又は累積投資
勘定の年分と
の関係が（注
２）の表のとお
りとなってい
る 

－ 

4 04 
年 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

5 05 
月 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

6 06 

日 入力されて
いるか 

半角数字であ
るか 

－ － 

7 07 

提出者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

8 08 
提出者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナであ
るか 

－ － － 

9 09 

提
出
者
の
生
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、「3」、
「4」のいずれ
かが入力され
ているか 

次のいずれの
条件も満たし
ているか 
①実在日であ
る 
②税務署への
提供日より先
日付でない 
 

－ 

1
0 

10 
年 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

1
1 

11 
月 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

1
2 

12 
日 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

1
3 

13 
提出者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字であ
るか 

－ － － 

1
4 

14 

提
出
者
の
基
準
日 
 

元号 項番 31 が
「 27」から
「29」の場合
かつ項番 19
の上一桁が 0
～3 の場合、
入力されて
いるか 
 
 
 

項番 31 が「30」
から「49」の場
合、入力されて
いないか 

項番 31 が「27」
から「29」の場
合かつ項番 19
の上一桁が 0～
3 の場合、「4」
が入力されて
いるか 

項番 31 が「27」
から「29」の場
合かつ項番 19
の上一桁が 0～
3 の場合、次の
いずれの条件
も満たしてい
るか 
①実在日であ
る 
②税務署への
提供日より先
日付でない 

－ 

1
5 

15 
年 項番 31 が「27」

から「29」の場
合かつ項番 19
の上一桁が 0～
3 の場合、半角
数字であるか 

－ － 

1
6 

16 

月 － － 
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項
番 

エラー 
項目番
号 

（CC
） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1
7 

17 

日 項番 31 が「30」
から「49」の場
合、入力されて
いないか 

－ ③平成 25 年 1
月１日から平
成 29年 9月 30
日までのいず
れかの日であ
る 

－ 

1
8 

18 

提出者の基準日
における国内の
住所（居所）又は
所在地 
 

項番 31 が
「 27」から
「29」の場合
かつ項番 19
の上一桁が 0
～3 の場合、
入力されて
いるか 

項番 31 が「30」
から「49」の場
合、入力されて
いないか 

－ － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

1
9 

19 
提出者の整理番
号 

入力されて
いるか 

半角数字であ
るか 

－ － － 

2
0 

20 
提出者の氏名が
変更されている
旨 

入力されて
いるか 

－ 「0」か「1」が
入力されてい
るか 

－ － 

2
1 

21 

廃止通知書の氏
名 

項番 20 が
「1」の場合、
入力されて
いるか 

項番 20 が「0」
の場合、入力さ
れていないか 

－ － 項番 20 が「1」
の場合、ＪＩＳ
第１水準又は
第２水準の文
字が入力され
ているか 

2
2 

22 

廃止通知書の氏
名のフリガナ 

項番 20 が
「1」の場合、
入力されて
いるか 

項番 20 が「1」
の場合、全角カ
ナであるか 
項番 20 が「0」
の場合、入力さ
れていないか 

－ － － 

2
3 

23 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

2
4 

24 

金融商品取引業
者等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

2
5 

25 

廃止通知書の提
出の区分 

入力されて
いるか 

－ 次のいずれの
条件も満たし
ているか 
①「0」、「1」、「2」
のいずれかが
入力されてい
る 
②勘定廃止通
知書又は非課
税口座廃止通
知書の提出を
受けた旨との
関係が（注３）
の表のとおり
となっている 
③最初に設け
ようとする非
課税管理勘定
の年分が、平成
27 年の場合、
「0」か「2」が
入力されてい
る 
④最初に設け
ようとする非
課税管理勘定
又は累積投資
勘定の年分及
び提出年月日
との関係が、

－ － 
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項
番 

エラー 
項目番
号 

（CC
） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

（注４）の表の
とおりとなっ
ている 

2
6 

26 
廃
止
年
月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力さ
れているか 

次のいずれの
条件も満たし
ているか 
①実在日であ
る 
②平成 26 年 1
月１日から平
成 35年 9月 30
日までのいず
れかの日であ
る 
③提出年月日、
勘定廃止通知
書又は非課税
口座廃止通知
書の提出を受
けた旨及び廃
止通知書の提
出の区分との
関係が（注５）
の表のとおり
となっている 

－ 

2
7 

27 
年 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

2
8 

28 
月 入力されて

いるか 
半角数字であ
るか 

－ － 

2
9 

29 

日 入力されて
いるか 

半角数字であ
るか 

－ － 

3
0 

30 
最
初
に
設
け
よ
う
と
す
る
非
課
税
管
理
勘
定
又
は
累
積
投
資
勘
定
の
年
分 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力さ
れているか 

提出者の基準
日との関係が
（注６）の表の
とおりとおり
となっている
か 
 

－ 

3
1 

31 

年 入力されて
いるか 

半角数字であ
るか 

「27」～「49」
のいずれかが
入力されてい
るか 

－ 

3
2 

32 

非課税口座の記
号又は番号 

－ 半角英数又は
半角ハイフン
であるか 
 

－ － － 

3
3 

33 

金融商品取引業
者等の営業所使
用欄 

－ － － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

3
4 

34 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１水
準又は第２水
準の文字が入
力されている
か 

3
5 

35 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － － 
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項
番 

エラー 
項目番
号 

（CC
） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 19 について整理番号が正しく記録されているか、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書

（以下「廃止通知書」という。）に記載された整理番号を確認する。また、項番 13 について個人番号が正しく

記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 34 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 35 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「08」：項番 18 について住所が正しく記録されているか、廃止通知書に記載された住所を確認する。 

ホ 「21」：項番 19 に記録された整理番号が廃止通知書に記載された整理番号と同じか確認する。 

ヘ 「41」：項番 9 から 12 に記録された生年月日が廃止通知書に記載された生年月日と同じか確認する。 

ト 「43」：項番 18 に記録された住所等が廃止通知書に記載された住所等と同じか確認する。 

チ 「45」：項番 14 から 17 に記録された提出者の基準日が廃止通知書に記載された基準日と同じか確認する。 

リ 「47」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ヌ 「63」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

ル 「73」：項番 25 に記録された廃止通知書の提出の区分と、提出を受けた廃止通知書の種類が同じか確認する。 

ヲ  「75」：項番 25 に記録された廃止通知書の提出の区分が「2」及び、項番 3 から 6 に記録された提出年月日

と項番 26 から 29 に記録された廃止年月日が同じ年の 1 月 1 日から 9 月 30 日の場合、非課税口座廃止通知書

に記載された非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定への上場株式等の受

入の有無が「有」でないか確認する。 

（注２)  

最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分と提出年月日との関係 

（注３)  

勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出を受けた旨と廃止通知書の提出の区分との関係 

最初に設けようとする非課税管理勘定 

又は累積投資勘定の年分 
提出年月日 

平成 27 年 平成 27 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 

（非課税管理勘定）平成 28 年から平成 35 年 

（累積投資勘定）平成 30 年から平成 49 年 

最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定

の年分の前年 10 月１日～当年９月 30 日 

勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出を受けた旨 廃止通知書の提出の区分 

0 0 又は 1 

1 2 
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（注４)  

最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分、提出年月日及び廃止通知書の提出の区分の関係 

（注５)  

提出年月日、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出を受けた旨、廃止通知書の提出の区分及び廃止年月

日の関係 

《提出年月日が平成 27 年から平成 35 年の各年１月１日～９月 30 日》 

最初に設けようとする非課税管

理勘定又は累積投資勘定の年分 
提出年月日 廃止通知書の提出の区分 

平成 30 年 平成 29 年 10 月１日～平成 29 年 12 月 31 日 １又は 2 

提出年月日 

勘定廃止通知書又は

非課税口座廃止通知

書の提出を受けた旨 

廃止通知書の 

提出の区分 
廃止年月日 

平成 27 年１月１日～ 

平成 27 年９月 30 日 

0 0 平成 27 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 

1 2 平成 26 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 

平成 28 年１月１日～ 

平成 28 年９月 30 日 

0 0 平成 27 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 又は 

平成 28 年１月１日～平成 28 年９月 30 日 

1 平成 28 年１月１日 

1 2 平成 26 年１月１日～平成 28 年９月 30 日 

平成 29 年１月１日～ 

平成 29 年９月 30 日 

0 0 平成 27 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 又は 

平成 28 年１月１日～平成 28 年９月 30 日 又は 

平成 29 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 

1 平成 28 年１月１日 又は 

平成 29 年１月１日 

1 2 平成 26 年１月１日～平成 29 年９月 30 日 

平成 30 年１月１日～ 

平成 30 年９月 30 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 

 1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 30 年 9 月 30 日 

平成 31 年１月１日～ 

平成 31 年９月 30 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 31 年９月 30 日 

平成 32 年 1 月１日～ 

平成 32 年 9 月 30 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 
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1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 32 年９月 30 日 

平成 33 年１月１日～ 

平成 33 年９月 30 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 又は 

平成 33 年１月１日～平成 33 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 又は 

平成 33 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 33 年 9 月 30 日 

平成 34 年１月１日～ 

平成 34 年９月 30 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 又は 

平成 33 年１月１日～平成 33 年９月 30 日 又は 

平成 34 年１月１日～平成 34 年 9 月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 又は 

平成 33 年１月１日 又は 

平成 34 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 34 年 9 月 30 日 

平成 35 年１月１日～ 

平成 35 年９月 30 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 又は 

平成 33 年１月１日～平成 33 年９月 30 日 又は 

平成 34 年１月１日～平成 34 年９月 30 日 又は 

平成 35 年１月１日～平成 35 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 又は 

平成 33 年１月１日 又は 

平成 34 年１月１日 又は 

平成 35 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 35 年９月 30 日 
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《提出年月日が平成 27 年から平成 35 年の各年 10 月１日～12 月 31 日》 

提出年月日 

勘定廃止通知書又は

非課税口座廃止通知

書の提出を受けた旨 

廃止通知書の 

提出の区分 
廃止年月日 

平成 27 年 10 月１日～ 

平成 27 年 12 月 31 日 

0 

 

0 平成 27 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 

1 平成 28 年１月１日 

1 2 平成 26 年１月１日～平成 27 年 12 月 31 日 

平成 28 年 10 月１日～ 

平成 28 年 12 月 31 日 

0 0 平成 27 年１月１日～平成 27 年９月 30 日 又は 

平成 28 年１月１日～平成 28 年９月 30 日 

1 平成 28 年１月１日 又は 

平成 29 年１月１日 

1 2 平成 26 年１月１日～平成 28 年 12 月 31 日 

平成 29 年 10 月１日～ 

平成 29 年 12 月 31 日 

0 1 平成 30 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 29 年 12 月 31 日 

平成 30 年 10 月１日～ 

平成 30 年 12 月 31 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 30 年 12 月 31 日 

平成 31 年 10 月１日～ 

平成 31 年 12 月 31 日 

  

0 

 

 

0 

 

平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 31 年 12 月 31 日 

平成 32 年 10 月１日～ 

平成 32 年 12 月 31 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 又は 

平成 33 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 32 年 12 月 31 日 

平成 33 年 10 月１日～ 

平成 33 年 12 月 31 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 又は 

平成 33 年１月１日～平成 33 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 



45 

 

 

（注６)  

提出者の基準日と最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分との関係 

 

ヨ 提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項）（008） 

項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「008」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 
（空白） 
 

－ 入力されて
いないか 

－ － － 

3 03 

提 出
年 月
日 

元号 入力され
ているか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ

－ 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 又は 

平成 33 年１月１日 又は 

平成 34 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 33 年 12 月 31 日 

平成 34 年 10 月１日～ 

平成 34 年 12 月 31 日 

0 0 平成 30 年１月１日～平成 30 年９月 30 日 又は 

平成 31 年１月１日～平成 31 年９月 30 日 又は 

平成 32 年１月１日～平成 32 年９月 30 日 又は 

平成 33 年１月１日～平成 33 年９月 30 日 又は 

平成 34 年１月１日～平成 34 年９月 30 日 

1 平成 30 年１月１日 又は 

平成 31 年１月１日 又は 

平成 32 年１月１日 又は 

平成 33 年１月１日 又は 

平成 34 年１月１日 又は 

平成 35 年１月１日 

1 2 平成 29 年 10 月１日～平成 34 年 12 月 31 日 

提出者の基準日 
最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定

の年分 

平成 25 年１月１日～ 

最初に設けようとする非課税管理勘定の年分の 

年の９月 30 日 

平成 27 年から平成 29 年 

（基準日がない場合） 
（非課税管理勘定）平成 30 年から平成 35 年 

（累積投資勘定）平成 30 年から平成 49 年 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

4 04 
年 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ り先日付で
ない 
③最初に設
けようとす
る非課税管
理勘定の年
分との関係
が（注２）の
表のとおり
となってい
る 

－ 

5 05 
月 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

日 入力され
ているか 

半角数字で
あるか 

－ － 

7 07 

提出者の氏名 入力され
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

8 08 
提出者のフリガ
ナ 

入力され
ているか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

9 09 
提 出
者 の
生 年
月日 

元号 入力され
ているか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

10 10 
年 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ － 

11 11 
月 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ － 

12 12 
日 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ － 

13 13 
提出者の個人番
号 

入力され
ているか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

14 14 （空白） 
 

－ 入力されて
いないか 

－ － － 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 
提出者の整理番
号 

入力され
ているか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

20 20 
提出者の氏名が
変更されている
旨 

入力され
ているか 

－ 「0」か「1」
が入力され
ているか 

－ － 

21 21 

廃止通知書の氏
名 

項番 20 が
「1」の場
合、入力さ
れている
か 

項番 20 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － 項番 20 が
「 1」の場
合、ＪＩＳ
第１水準又
は第２水準
の文字が入
力されてい
るか 

22 22 

廃止通知書の氏
名のフリガナ 

項番 20 が
「1」の場
合、入力さ
れている
か 

項番 20 が
「 1 」の場
合、全角カ
ナであるか 
項番 20 が
「 0 」の場
合、入力さ
れていない
か 

－ － － 

23 23 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力され
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

24 24 

金融商品取引業
者等の営業所の
所在地 

入力され
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

25 25 
（空白） － 入力されて

いないか 
－ － － 

26 26 
廃 止
年 月

元号 入力され
ているか 

－ 「4」が入力
されている

次のいずれ
の条件も満

－ 
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項番 
エラー 
項目番号 
（CC） 

項目名 

エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

日 か たしている
か 
①実在日で
ある 
②平成 28年
４月１日か
ら平成 35年
9 月 30 日ま
でのいずれ
かの日であ
る 
③提出年月
日より先日
付でない 

27 27 
年 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ － 

28 28 
月 入力され

ているか 
半角数字で
あるか 

－ － 

29 29 

日 入力され
ているか 

半角数字で
あるか 

－ － 

30 30 
最初
に設
けよ
うと
する
非課
税管
理勘
定の
年分 

元号 入力され
ているか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

31 31 

年 入力され
ているか 

半角数字で
あるか 

「 28 」 ～
「35」のい
ずれかが入
力されてい
るか 

－ － 

32 32 

未成年者口座の
記号又は番号 

－ 半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

33 33 

金融商品取引業
者等の営業所使
用欄 

－ － － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

34 34 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力され
ているか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

35 35 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力され
ているか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外の項目について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下で

あるか確認する。 

ロ 「06」：項番 19 について整理番号が正しく記録されているか、未成年者口座廃止通知書（以下「廃止通知書」

という。）に記載された整理番号を確認する。また、項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認

する。 

ハ 「07」：項番 34 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 35 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

ニ 「21」：項番 19 に記録された整理番号が廃止通知書に記載された整理番号と同じか確認する。 

ホ 「41」：項番 9 から 12 に記録された生年月日が廃止通知書に記載された生年月日と同じか確認する。 

ヘ 「47」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（国税庁において保有している個人番

号と異なる。）。 

ト 「63」：項番 13 について個人番号が正しく記録されているか確認する（個人番号が重複している。）。 

チ 「71」：国税庁で保有しているその提出者の非課税口座等の開設状況が異なっている。 
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リ 「75」：項番 3 から 6 に記録された提出年月日と項番 26 から 29 に記録された廃止年月日が同じ年の 1 月 1

日から 9 月 30 日の場合、未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座を廃止した日の属する年分の非

課税管理勘定への上場株式等の受入の有無が「有」でないか確認する。 

（注２)  

最初に設けようとする非課税管理勘定の年分と提出年月日との関係 

 

タ 非課税口座簡易開設届出書に記載された事項等（009） 

項
番 

エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

1 01 
申請事項等の種
類 

－ － 「009」が入
力されてい
るか 

－ － 

2 02 
提出
年月
日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 
③平成 31
年 1 月１日
から平成 49
年 12 月 31
日までのい
ずれかの日
である 
④提出年月
日の年の 1
月 1 日時点
で満 20 歳
以上である
こと 

－ 

3 03 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

4 04 
月 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

5 05 

日 入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － 

6 06 

申請者の氏名 入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

7 07 
申請者のフリガ
ナ 

入力されて
いるか 

全角カナで
あるか 

－ － － 

8 08 

申請
者の
生年
月日 

元号 入力されて
いるか 

－ 「1」、「2」、
「3」、「4」の
いずれかが
入力されて
いるか 

次のいずれ
の条件も満
たしている
か 
①実在日で
ある 
②税務署へ
の提供日よ
り先日付で
ない 

－ 

9 09 
年 入力されて

いるか 
半角数字で
あるか 

－ － 

10 10 
月 入力されて 

いるか 
半角数字で 
あるか 

－ － 

11 11 
日 入力されて 

いるか 
半角数字で 
あるか 

－ － 

最初に設けようとする非課税管理勘定の年分 提出年月日 

平成 28 年 平成 28 年４月１日～平成 28 年９月 30 日 

平成 29 年から平成 35 年 最初に設けようとする非課税管理勘定の年分の 

前年 10 月１日～当年９月 30 日 
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項
番 

エラー 
項目番号
（CC） 

項目名 
エラーの種類（BB） 

02 03 04 05 09 

12 12 

申請者の現住所
（居所）又は所在
地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

13 13 
申請者の個人番
号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ ー ー 

14 14 

金融商品取引業
者等の営業所の
名称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

15 15 

金融商品取引業
者等の営業所の
所在地 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

16 16 
金融商品取引業
者等の営業所の
郵便番号 

入力されて
いるか 

半角数字で
あるか 

－ － － 

17 17 
勘定
設定
期間 
 

元号 入力されて
いるか 

－ 「4」が入力
されている
か 

－ － 

18 18 
年 入力されて

いるか 
－ 「30」が入

力されてい
るか 

－ 

19 19 
勘定の種類 － － － 

 
－ － 

20 20 

非課税口座の記
号又は番号 

入力されて
いるか 

半角英数又
は半角ハイ
フンである
か 

－ － － 

21 21 

金融商品取引業
者等の営業所使
用欄 

－ － － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

22 22 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の名
称 

入力されて
いるか 

－ － － ＪＩＳ第１
水準又は第
２水準の文
字が入力さ
れているか 

23 23 

金融商品取引業
者等の営業所の
所轄税務署の番
号 

入力されて
いるか 

－ － － － 

（注１）この表に掲げるエラーの種類のほかに、次のエラーの種類（BB）が記録されている場合には、それぞれに掲

げる事項を確認する。 

イ 「01」：項番１以外について、記録されている文字数が、要領で定める文字数又はその文字数以下であるか

確認する。 

ロ 「06」：項番 13 について、個人番号が正しく記録されているか確認する。 

ハ 「07」：項番 22 については、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号とが正しいか、項番 23 については、番

号が存在するか、名称と番号の組み合わせが正しいかについて確認する。 

（注２）勘定設定期間と税務署への提供日との関係 

勘定設定期間 税務署への提供日 

平成 30 年 平成 31 年１月１日～平成 49 年 12 月 31 日 

 



申請者の

     税務署長

財務事務官

この確認書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

（備考）

整 理 番 号

      -     - -

勘定設定
期 間

平成30年 1月 1日

－

非課税適用確認書

（非課税管理勘定）

（累積投資勘定）

生 年 月 日

－

確認書番号

上記の申請者については、租税特別措置法第37条の14第10項第１号に該当するこ

とを確認しました。

平成30年 1月 1日から平成49年12月31日までの期間

までの期間から平成35年12月31日

参 考 事 項

　　　年 　月 　日

　　　年  月  日

フ リ ガ ナ

氏 名



非課税適用確認書 

 

１ 使用目的 

「非課税適用確認書」は、非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に対し、当該申請書を提出した金融商品

取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37 条の 14 第 10 項第１号に定める書類を交付する際に使用す

る。 

（注）この「非課税適用確認書」は、提出された非課税適用確認書の交付申請書に係る勘定設定期間が平成 30年１月

１日から平成 35年 12月 31日までの期間又は平成 30年１月１日から平成 49年 12月 31日までの期間である場合

に使用する。 

２ 出力対象 

「非課税適用確認書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に平成 30 勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申

請がない場合に出力される。 

３ 出力時期 

「非課税適用確認書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼動日以降出力が可能となる。 

４ 出力順序 

 ⑴ ⑵に定める非課税適用確認書以外の非課税適用確認書 

   以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。 

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号（局署番号） 

② 送付先の名称（送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称） 

③ 送付先の所在地（送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地） 

④ 勘定設定期間 

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の名称 

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の所在地 

⑦ 金融商品取引業者等の営業所使用欄（金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課税適

用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。） 

⑧ 申請者のフリガナ 

⑨ 投資者整理番号 

⑵ 同時の重複申請に係る非課税適用確認書 

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。 

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号（局署番号） 

② 金融商品取引業者等の営業所の名称 

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地 

④ 送付先の名称（送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称） 

⑤ 送付先の所在地（送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地） 

⑥ 勘定設定期間 

⑦ 金融商品取引業者等の営業所使用欄（金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課税適

用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。） 

⑧ 申請者のフリガナ 

⑨ 投資者整理番号 

５ 出力要領 
 

項  目 内          容 

確 認 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：非課税適用確認書の作成年月日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別（１：センターに出力する確認書） 

          （４：署に出力する確認書（無作為抽出結果）） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 



項  目 内          容 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。 

整 理 番 号 
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用の整理番

号を印字する。 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。 

年 月 日 非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。 

税 務 署 名 非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 

 



－

申請者の

     税務署長

財務事務官

この確認書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

（備考）

整 理 番 号

      -     - -

－ 

－

未成年者非課税適用確認書

生 年 月 日

－

確認書番号

上記の申請者については、租税特別措置法第37条の14の２第16項第１号に該当す

ることを確認しました。

参 考 事 項

     年  月  日

     年  月  日

フ リ ガ ナ

氏 名



未成年者非課税適用確認書 

 

１ 使用目的 

「未成年者非課税適用確認書」は、未成年者非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に

対し、当該申請書を提出した金融商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37 条

の 14 の２第 16 項第１号に定める書類を交付する際に使用する。 

 

２ 出力対象 

「未成年者非課税適用確認書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に未成年者非課税適用確認書

の交付申請がない場合に出力される。 

 

３ 出力時期 

「未成年者非課税適用確認書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼動日以降出

力が可能となる。 

 

４ 出力順序 

 (1) (2)に定める未成年者非課税適用確認書以外の未成年者非課税適用確認書 

    次の申請事項に記録された項目の順で出力する。 

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号（局署番号） 

② 送付先の名称（送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称） 

③ 送付先の所在地（送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地） 

④ 金融商品取引業者等の営業所の名称 

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の所在地 

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄（金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事

項に係る未成年者非課税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る未成年者非課税適用確

認書の後に出力される。） 

⑦ 申請者のフリガナ 

⑧ 投資者整理番号 

  (2) 同時の重複申請に係る未成年者非課税適用確認書 

次の申請事項に記録された項目の順で出力する。 

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号（局署番号） 

② 金融商品取引業者等の営業所の名称 

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地 

④ 送付先の名称（送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称） 

⑤ 送付先の所在地（送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地） 

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄（金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事

項に係る未成年者非課税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る未成年者非課税適用確

認書の後に出力される。） 

⑦ 申請者のフリガナ 

⑧ 投資者整理番号 

  



 

５ 出力要領   
 

項  目 内          容 

確 認 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：未成年者非課税適用確認書の作成年月日（年は西暦下２

桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別（１：センターに出力する確認書） 

          （４：署に出力する確認書（無作為抽出結果）） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

整 理 番 号 
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税

措置専用の整理番号を印字する。 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録

された内容を印字する。 

年 月 日 未成年者非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。 

税 務 署 名 未成年者非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 未成年者非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 

 



申請者の

（ 理 由 ）

生 年 月 日

平成30年 1月 1日

通知書番号       -     - -      

問合せ番号       -     - -

から

（備考）

この通知書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

  年  月  日

フ リ ガ ナ

     税務署長

財務事務官

住 所

平成35年12月31日までの期間

　　 年  月  日

非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書

勘定設定
期 間

上記の申請者については、非課税適用確認書の交付の申請がありましたが、次に

掲げる理由から、非課税適用確認書の交付を行いません。

（非課税管理勘定）

（累積投資勘定）平成30年 1月 1日から平成49年12月31日までの期間

氏 名

参 考 事 項



申請者の

（ 理 由 ）

生 年 月 日

－

通知書番号 

問合せ番号 

（備考）

この通知書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

フ リ ガ ナ

税務署長

財務事務官

住 所

平成  年  月  日

未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書

－ 

上記の申請者については、未成年者非課税適用確認書の交付の申請がありました

が、次に掲げる理由から、未成年者非課税適用確認書の交付を行いません。

氏 名

参 考 事 項





 

営業所

所在地 
 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 営業所

名 称 
御中 

税 務 署 長        

        

 

同時の重複申請分である旨のお知らせ 

 

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴営業所から所轄税務署に提供された「非課税適用確認書の交付申請書に記載され

た事項」又は「未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」のうち、別添「重

複申請者リスト」に記載されている申請者については、他にも同時に重複して申請事項が提

供されていますので下記のとおり対応願います。 

 

記 

 

１ 申請者への意思確認が不要な場合 

  重複申請者リストに記載された申請者について、「非課税適用確認書の交付を行わない旨

の通知書」又は「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」（以下「非該当

通知書」といいます。）が同封されている場合は、貴営業所から誤って同一のファイル内に

同一の投資者に係る申請事項が重複して提供されたものと考えられますので、送信事績を

ご確認ください。 

なお、誤送信であることが確認できた場合は、申請者に対して、口座開設の意思確認及

び非該当通知書の交付を行う必要はありません。 

 

２ 申請者への意思確認が必要な場合 

  上記以外の場合は、他の金融商品取引業者等の営業所から重複して申請事項が提供され

ている可能性がありますので、申請者に対して、重複申請の有無及び口座開設の意思確認

を行ってください。 

 

 この文書は行政指導として送付しているものであり、その責任者は、表記の税務署長です。 

 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



重 複 申 請 者 リ ス ト
ページ:

営業所使用欄

項番

整理番号

申請者氏名

申請者氏名（フリガナ）

基準日における住所

確認書番号
生年月日
収受年月日

営 業 所 名 称

発 送 先 名 称

発送先所在地

御中

勘定設定期間の開始の年

取消の
有無

御中

　　　署

平成 　年  月  日

営業所所在地

〒　　　－

〒　　　－



 

 

 

□ 非 課 税 適 用 確 認 書の訂正依頼書 

□ 未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書 

 
 

※局署整理番号  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署長殿 

（フリガナ）  

営 業 所 名 称 

 

営 業 所 所 在 地 

〒 

 

 

電話    －    －  

（フリガナ）  

営 業 所 長 氏 名 ○印  

（フリガナ）  

作 成 担 当 者 氏 名 
 

租税特別措置法第 37 条の 14 第 10 項第１号又は同法第 37 条の 14 の２第 16 項第１号の規定により税務署

長から交付された非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書について下記の事項を訂正の上、非課税

適用確認書又は未成年者非課税適用確認書を再交付願います。 

 
訂正前 

（（未成年者）非課税適用確認書に記載された事項） 

訂正 

箇所 
訂正後 

申

請

者

の 

フ リ ガ ナ   □  

氏 名   □  

生 年 月 日   □  

基準日住所 

又 は 

住 所 

  □  

添 付 書 類 

□ 非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書 

□ 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類（住民票の写しなど）」の写

し（勘定設定期間が平成 26 年１月１日から平成 29 年 12 月 31 日である非課税適用

確認書の場合） 

参 考 事 項 

 

 

 

 

 

※税務署 

処理欄 

整理簿 内容確認 回付日 入力日 入力確認 

  ・ ・ ・ ・  

  

29.09 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 



非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書の記載要領等 

 

１ この訂正依頼書は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 10 項第１号又は同法第 37条の 14

の２第 16項第１号の規定により所轄税務署長から交付された非課税適用確認書又は未成

年者非課税適用確認書について訂正を依頼する場合に提出するものです。 

なお、この訂正依頼書は、当該非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書に記

載された申請者の氏名（フリガナを含みます。）、生年月日、基準日における国内の住所

（住所が記載された非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の場合は住所）と

の間に差異が生じている場合のみ使用することに留意してください。 

２ この訂正依頼書には、次に掲げる書類を添付してください。 

なお、②については、非課税適用確認書に記載された勘定設定期間が平成 26年１月１

日から平成 29年 12月 31日であるものに限ります。 

ただし、非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項の提供を行った金融商品取

引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長が訂正依頼書を提出する

場合には、②の書類の添付を省略して差し支えありません。 

① 訂正を依頼する非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書 

② 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類（住民票の写しなど）」の写し 

３ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 

 



申請者の

     税務署長

財務事務官

この確認書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

（備考）

整 理 番 号

－

平成30年 1月 1日から平成35年12月31日までの期間

非課税適用確認書（訂正用）

（非課税管理勘定）

生 年 月 日

－

（累積投資勘定）

勘定設定
期 間

上記の申請者については、租税特別措置法第37条の14第10項第１号に該当するこ

とを確認しました。

平成30年 1月 1日から平成49年12月31日までの期間

参 考 事 項

    年  月  日

       年  月  日

フ リ ガ ナ

氏 名



－

申請者の

     税務署長

財務事務官

この確認書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

（備考）

整 理 番 号

－

未成年者非課税適用確認書（訂正用）

生 年 月 日

－

－ 

上記の申請者については、租税特別措置法第37条の14の２第16項第１号に該当す

ることを確認しました。

参 考 事 項

    年  月  日

　　 　年  月  日

フ リ ガ ナ

氏 名



 

 

 

□ 非課税口座開設情報の取消依頼書  

□ 未成年者口座開設情報の取消依頼書  

 

（注意事項） 

⑴ この取消依頼書は、所轄税務署長に「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」又は「未成

年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供した後に、当該事項を取消しする事情

が生じた場合に、金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長にその旨を依頼するために提出

するものです。 

⑵ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。 

⑶ 「※」欄は、記載しないでください。 

30.11 改正 

 
※局署整理番号  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署長殿 

（フリガナ）  

営 業 所 名 称 

 

 

 

営 業 所 所 在 地 

〒 

 

 

電話    －    －  

（フリガナ）  

営 業 所 長 氏 名 ○印  

（フリガナ）  

作成担当者氏名 
 

 

租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項又は同法第 37 条の 14 の２第 19 項の規定により「非課税

適用確認書の提出をした者に関する事項」（以下「非課税口座開設情報」といいます。）又は「未

成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」（以下「未成年者口座開設情報」といいま

す。）を提供していましたが、下記のとおり当該事項を取消しする事情が生じたので、別添の申請

者に係る非課税口座開設情報又は未成年者口座開設情報の取消しを依頼します。 

 

【取消しする事情】 

 

□ 提供すべきでない非課税口座開設情報を提供していたため 

□ 提供すべきでない未成年者口座開設情報を提供していたため 

□ その他（                                    ） 

【参考事項】 

 

 

※税務署処理欄 

整理簿 内容確認 作成 入力 備  考 

 

 

 

    

（

規

格

Ａ

４

） 



項番 整理番号（ＮＩＳＡ） 申請者氏名 申請者氏名（フリガナ） 生年月日 基準日住所
勘定設定期間
の開始の年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（注）　この明細書に代えて重複申請者リストの「取消の有無」欄に「○」を記載した上で、当該リストの写しを作成し、添付することとして差し支えありません。

非課税口座開設情報の取消事項明細書



項番 整理番号（ＮＩＳＡ） 申請者氏名 申請者氏名（フリガナ） 生年月日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（注）　この明細書に代えて重複申請者リストの「取消の有無」欄に「○」を記載した上で、当該リストの写しを作成し、添付することとして差し支えありません。

未成年者口座開設情報の取消事項明細書



 

 

営業 所

所在 地 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

営業 所

名 称 

御中 

 

税 務 署 長        

        

 

 

 

 

非課税口座開設情報の取消しのお知らせ 

 

 

 

貴営業所から平成  年  月  日付で提出された「非課税口座開設情報の取消依頼書」及び「非

課税口座開設情報の取消事項明細書」のうち、別添の「取消明細書（非課税口座）」に係る申請者の非

課税口座開設情報については取消しした旨をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



 

 

営業 所

所在 地 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

営業 所

名 称 

御中 

 

税 務 署 長        

      

 

 

 

 

未成年者口座開設情報の取消しのお知らせ 

 

 

 

貴営業所から平成  年  月  日付で提出された「未成年者口座開設情報の取消依頼書」及び「未

成年者口座開設情報の取消事項明細書」のうち、別添の「取消明細書（未成年者口座）」に係る申請者

の未成年者口座開設情報については取消しした旨をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



項番 整理番号（ＮＩＳＡ） 申請者氏名 申請者氏名（フリガナ） 生年月日 基準日住所
勘定設定期間
の開始の年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

取消明細書（非課税口座）



項番 整理番号（ＮＩＳＡ） 申請者氏名 申請者氏名（フリガナ） 生年月日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（注）　この明細書に代えて重複申請者リストの「取消の有無」欄に「○」を記載した上で、当該リストの写しを作成し、添付することとして差し支えありません。

取消明細書（未成年者口座）



□ 非 課 税 適 用 確 認 書の再交付申請書 

□ 未成年者非課税適用確認書の再交付申請書 

 
      税務署長殿 

 

１ 申請者に関する事項 提 出 年 月 日 平成   年   月   日 

（ フ リ ガ ナ ）  生年月日 明治・大正・昭和・平成   年   月   日 

申 請 者 氏 名 ○印  整理番号 
 

申 請 者 の 住 所 

〒   － 

 

電話     ―      ―       

租税特別措置法第 37条の 14第５項第６号又は同法 37条の 14の２第５項第７号に規定する非課税適用確認書又は未成

年者非課税適用確認書の再交付を申請します。 

理 

由 

□ 紛失のため 

□ その他（                                            ） 

非
課
税
適
用
確
認
の
み
の
記
載
項
目 

該当する勘定 

設定期間の区分 

□ 平成26年１月１日から平成29年12月31日までの期間 

□ 
平成30年１月１日から平成35年12月31日までの期間 

平成30年１月１日から平成49年12月31日までの期間 

基 準 日 平成  年  月  日 

申請者の基準 

日 に お け る 

国 内 の 住 所 

 

 

２ 金融商品取引業者等の営業所に関する事項 ※整理番号  

（ フ リ ガ ナ ）  確認書類の名称 

営 業 所 名 称 
 

 

 

営 業 所 所 在 地 

〒   － 

 

 

電話     －     －      

確 認 者 印 

 

（ フ リ ガ ナ ）   

営業所の 

受理日付印 
営 業 所 長 氏 名 ○印   

（ フ リ ガ ナ ）   

作成担当者氏名 
 

 

 

 

※税務署 

処理欄 

整理簿 内容確認 決裁 統括官 担当者 再交付 確認印 

  ・ ・   ・ ・  

29.09改正 

（
規
格
Ａ
４
） 



申請者の

     税務署長

財務事務官

この確認書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水

準の漢字及びカナに置き換えています。

（備考）

整 理 番 号

勘 定 設 定 期 間

非課税適用確認書（再交付用）

基準日にお

ける国内の

住 所

生 年 月 日

上記の申請者については、租税特別措置法第37条の14第10項第１号に該当するこ

とを確認しました。

基 準 日

から までの期間

参 考 事 項

平成  年  月  日

フ リ ガ ナ

氏 名



 
 
 

未成年者非課税適用確認書（再交付用） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申請者の 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日 平成 年 月 日 

住 所  

－ － 

整 理 番 号  

参 考 事 項  

（備考） 

この確認書では、ＪＩＳ第１水準及び第２水準以外の漢字及びカナを、ＪＩＳ第１水準及び第２水  

準の漢字及びカナに置き換えています。 

上記の申請者については、租税特別措置法第 37条の 14の２第 16項第 1号に該当す 

ることを確認しました。 

平成 年 月 日 

税務署長 

財務事務官 

 
 



 

 

申請 者

住 所 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

申請 者

氏 名 

様 

 

税 務 署 長        

       

 

 

 

非課税適用確認書を再交付しない旨のお知らせ 

 

 

 

あなたから平成  年  月  日付でされた非課税適用確認書の再交付申請については、下記の理

由により非課税適用確認書を再交付すべき理由がありませんので、その旨をお知らせします。 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



 

 

申請 者

住 所 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

申請 者

氏 名 

様 

 

税 務 署 長        

       

 

 

 

未成年者非課税適用確認書を再交付しない旨のお知らせ 

 

 

 

あなたから平成  年  月  日付でされた未成年者非課税適用確認書の再交付申請については、

下記の理由により未成年者非課税適用確認書を再交付すべき理由がありませんので、その旨をお知らせ

します。 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



 

営業所

所在地 
 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 営業所

名 称 
御中 

 

 

税務署長        

 

 

 

非課税口座又は未成年者口座の開設状況の確認について 

 

 

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴営業所における（ジュニア）ＮＩＳＡ(（未成年者）少額投資非課税制度)

に係る非課税口座又は未成年者口座のうち、「確認対象口座一覧」に記載の口座につい

ては、他の金融商品取引業者等の営業所において重複して非課税口座又は未成年者口座

が開設されていると考えられますので、貴営業所における非課税口座又は未成年者口座

の開設状況について同封の「非課税口座又は未成年者口座の開設状況の回答書」に記入

して、次の期日までにご回答ください。 

 なお、回答に当たって、ＮＩＳＡについては、非課税適用確認書の交付申請の際に、

基準日における国内の住所を証する書類として提出された「住民票の写し」等の書類の

写しを添付していただきますようお願いします。 

 

期  日              （依頼件数     件） 

 

 

 

 この文書は行政指導として送付しているものであり、その責任者は、表記の税務署長 

です。 

 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



確認対象口座一覧 

 

                             平成  年  月  日 

 

金融商品取引業者等の 

営業所の名称 
 

   

  税 務 署 

 

 

 

○ 確認対象口座                      一連番号 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日     年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

 

○ 確認対象口座                      一連番号 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

 

○ 確認対象口座                      一連番号 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

 

 



非課税口座又は未成年者口座の開設状況の回答書 

                             平成  年  月  日 

一連番号 

 金融商品取引業者等の 

営業所の名称 

 

税務署長殿  代 表 者 氏 名 印  

 この回答について 

応答できる者の氏名 

電話番号 

 

 

   －    －    内線 

○ 確認対象口座 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

 

１ 確認対象口座の有無（回答書作成日現在） 

□ 有 （口座開設年月日：平成  年  月  日） 

（投資者から非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の提出を受けた日  

：平成  年   月   日） 

□ 無 （口座開設年月日：平成  年  月  日） 

□ 廃  止（廃止年月日：平成  年  月  日） 

□ 出  国（出国年月日：平成  年  月  日） 

□ 死  亡（死亡年月日：平成  年  月  日） 

□ 移  管（移管年月日：平成  年  月  日） 

（移管先営業所の名称：                      ） 

□ その他（                             ） 

（その事由が生じた年月日：平成  年  月  日） 

２ 確認対象口座の状況（回答欄に記入してください。） 

項 目         回 答 欄 

上場株式等の受入の有無 

（有の場合、最初の日） 

□ 有 （平成  年   月   日） 

□ 無 

配当等の支払の有無 

（有の場合、最初の日） 

□ 有 （平成  年   月   日） 

□ 無 

上場株式等の譲渡等の有無 

（有の場合、最初の日） 

□ 有 （平成  年   月   日） 

□ 無 

３ 添付書類の内容（回答欄に記入してください。） 

□ 基準日における国内の住所を証する書類（住民票の写しなど）の写し（未成年者口座

の場合は不要） 

□ 非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の写し 

 

※税務署 

整理欄 

整理簿 審 査 
摘 

要 
  

 
 

 



 

営業所

所在地 
 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 営業所

名 称 
御中 

 

税務署長        

 

非課税口座又は未成年者口座の無効通知書等の送付について 

 

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴営業所における（ジュニア）ＮＩＳＡ(（未成年者）少額投資非課税制度)

に係る非課税口座又は未成年者口座のうち、「非課税口座又は未成年者口座の無効通知

書」に記載の口座（以下「対象口座」といいます。）については、「通知理由」欄の理

由により、無効となるのではないかと考えられますので、同封の「非課税口座又は未成

年者口座の無効通知書の処理要領」により無効処理等の要否について見直しを行い、そ

の結果を「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に対する回答書」に記入して、次

の期日までにご回答ください。 

なお、見直しに基づき対象口座を無効として処理し、その対象口座を非課税口座又は

未成年者口座以外の口座（特定口座を除きます。）として取り扱う場合において、既に

非課税扱いにより支払った配当等があるときは、所得税及び復興特別所得税を徴収し納

付するとともに、既に非課税扱いとされた譲渡所得等があるときは、対象口座の開設者

に対し、譲渡した年分の確定申告が必要となる場合があることを確実に説明してくださ

い。 

この場合の所得税徴収高計算書は、通常の源泉徴収分と別に作成し、摘要欄に「非課

税（未成年者）口座無効分」と表示してください。 

 

期  日              （依頼件数     件） 

 

○ 非課税口座又は未成年者口座の見直し及び必要な手続のお願いは、行政指導として

行っているものであり、この行政指導（見直しのお願い）に基づき自主納付された税

額については、５％の不納付加算税を徴収される場合があります。 

この文書による行政指導の責任者は表記の税務署長です。 

 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



非課税口座又は未成年者口座の無効通知書 

 

                             平成  年  月  日 

 

金融商品取引業者等の 

営業所の名称 
 

   

  税 務 署 

 

 

 

○ 対象口座                        一連番号 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

通知理由  

 

○ 対象口座                        一連番号 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

通知理由  

 

○ 対象口座                        一連番号 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

通知理由  



 



非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に対する回答書 

 

                             平成  年  月  日 

一連番号 

 金融商品取引業者等の 

営業所の名称 
 

税務署長殿  代 表 者 氏 名 印  

 この回答について 

応答できる者の氏名 

電話番号 

 

 

   －    －    内線 

 

○ 対象口座 

整 理 番 号  

フリガナ  

氏 名  

非課税口座記号・番号  

生 年 月 日 年   月   日 

基準日住所（非課税口座） 

現住所（未成年者口座） 
 

通知理由  

○ 回答内容（該当する回答内容や添付書類等の□にチェック等をしてください。） 

回 答 内 容 添付書類等 

無 

効 

変更年月日 平成  年  月  日 

□ ① 所得税額等の徴収・納付 

（内訳）       

□ 非課税口座廃止届出書

又は未成年者口座廃止通

知書 

 

□ 出国届出書又は未成

年者出国届出書 

 

□ 非課税口座開設者死亡

届出書又は未成年者口座

開設者死亡届出書 

 

□ 対象口座における上

場株式等の取引明細書 

 

□ 非課税口座又は未成

年者口座の無効通知書

に関する証明書 

 

□ 所得税徴収高計算書

（納付書）の写し 

 

□ その他 

（           ） 

 支払年月日 配当等の支払額 
納付（予定） 

年 月 日 
所得税額等  

・ ・ 
円 

・ ・ 
円 

 

・ ・ 
円 

・ ・ 
円 

 

・ ・ 
円 

・ ・ 
円 

 

合 計 
円 

 
円 

 

※ 所得税額等には復興特別所得税を含みます。 

□ ② 配当等の支払なし 

□ ③ 上場株式等の受入れなし 

有 

効 

□ ④ 上記以外（有効とする理由を記載してください。） 

 

 

※税務署 

整理欄 

整理簿 審 査 
摘 

要 
  

 
 

 



税務署 

非課税口座又は未成年者口座の無効通知書の処理要領 

１ 処理要領 

「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書」（以下「通知書」といいます。）は、次の①～②によ

り処理してください。 

① 通知書の「対象口座」欄に記載の口座（以下「対象口座」といいます。）について、「２ 確認事

項等」の表の「確認事項」の確認を行い、「処理の内容」により、無効又は有効の処理をしてくださ

い。 

② ①の処理結果に対応する「３ 回答書の記載要領等」の「回答内容」について、その「記載要領

等」により「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に対する回答書」（以下「回答書」といいま

す。）の「回答内容」欄に記入するほか、添付書類が必要なものについては、「回答書」に添付して

ください。 

また、①の処理の結果、配当等に係る納付すべき所得税及び復興特別所得税が生じる場合は、法

定納期限から５年を経過していない所得税及び復興特別所得税が徴収・納付の対象となります。 

  なお、「３ 回答書の記載要領等」の「回答内容」の①に該当し、既に所得税及び復興特別所得税

を徴収・納付している場合及び「回答内容」の②から④に該当する場合は、所得税及び復興特別所

得税を徴収・納付する必要はありません。 

（注）１ 配当等に係る所得税及び復興特別所得税の納付に際しては、納期等の区分により所得税徴

収高計算書（納付書）をそれぞれ作成し、納付してください。 

なお、区分せずに納付する場合は、別途、納付税額の内訳を確認することができる書類を

作成し、「回答書」に添付してください。 

２ 無効処理した対象口座は、非課税口座又は未成年者口座以外の口座（特定口座を除きます。）

に変更し、回答書にその変更した年月日を記入してください。 

なお、その対象口座において今後支払われる配当等については、その支払の際に、所得税及

び復興特別所得税を徴収し納付することになります。 

３ 延滞税や不納付加算税を負担しなければならない場合、後日、所轄税務署から、延滞税や不

納付加算税を記載した通知書が送付されますので、その通知書により納付期限までに納付して

ください。 

２ 確認事項等 

  次の「通知理由」の「確認事項」の確認を行い、「処理の内容」により、無効処理してください。 

 

通 知 理 由 
他の金融商品取引業者等の営業所に既に非課税口座又は未成年者口座が開設されて

います。 

通知の内容 
対象口座に記載されている投資者の非課税口座又は未成年者口座が対象口座以外で

既に開設されている場合に通知しています。 

確 認 事 項 通知書に記載された対象口座の記載内容に誤りがないか確認してください。 

処理の内容 
通知書に記載された対象口座の記載内容に誤りがない場合や有効とすべき理由がな

い場合は無効となります。 

 

３ 回答書の記載要領等 

  次表の「回答内容」の「記載要領等」により「回答書」の「回答内容」欄を記入してください。 

  また、回答内容に応じた「添付書類」を添付してください。 

 

回 答 内 容 記 載 要 領 等 添 付 書 類 

無

効 
変更年月日 

無効処理した対象口座を非課税口座又は未成年

者口座以外の口座（特定口座を除きます。）に変更

した年月日（以下「変更年月日」といいます。）を

記入してください。 

・対象口座における上場

株式等の取引明細書 

・証明書（注） 

・配当等に係る所得税額

等を徴収・納付した場

合は、その納付の際に
① 

所得税額等

の徴収・納

対象口座開設日から変更年月日までの間に配当

等の支払があった場合で、その配当等に係る所得



回 答 内 容 記 載 要 領 等 添 付 書 類 

付 税額等を徴収・納付した場合又は回答書の作成日

以後徴収・納付する予定である場合にチェックし

てください。 

内訳欄には、支払年月日、配当等の支払額、納

付年月日（回答書の作成日以後納付する予定であ

る場合には納付予定年月日）及び所得税額等を記

入してください。 

提出した所得税徴収高

計算書（納付書）の写

し 

・参考となる書類がある

場合にはその書類 

② 
配当等の支

払なし 

対象口座開設日から変更年月日までの間に配当

等の支払がない場合にチェックしてください。 

③ 

上場株式等

の受入れな

し 

対象口座開設日から変更年月日までの間に対象

口座に上場株式等を受け入れていない場合にチェ

ックしてください。 

有

効 
④ 上 記 以 外 

対象口座を有効処理した場合にチェックし、そ

の理由を記入してください。 

・参考となる書類がある

場合にはその書類 

（注）通知書に基づき対象口座の無効処理を行ったことにより配当等に係る所得税及び復興特別所得税

をその法定納期限後に納付したことについて、金融商品取引業者等の責めに帰すべき事由がないと

認められる場合には、その旨を記載した証明書（非課税口座又は未成年者口座の無効通知書に関す

る証明書）を添付してください。 

 

 

 



平成  年  月  日 

 

○○税務署長 殿 

 

○○証券（銀行）○○支店 

支店長 □□ □□  ○印  

 

 

「非課税口座又は未成年者口座の無効通知書」に関する証明書 

 

先般、通知を受けました別添の回答書における非課税口座又は未成年者口座については、

「非課税適用確認書の交付申請書」及び「非課税口座開設届出書」又は「未成年者適用確

認書の交付申請書」及び「未成年者口座開設届出書」を受理する際に、租税特別措置法第

37 条の 14第７項又は同法 37 条の 14の２第 13 項に規定する申請者の住所、氏名、生年月

日及び個人番号の確認義務を確実に履行しており、かつ、下記の○印を付した事由に該当

するものであることを証明いたします。 

 

記 

 

１ 申請者から提出された「非課税適用確認書の交付申請書」又は「未成年者非課税適用

確認書の交付申請書」に記載された事項と金融商品取引業者等の営業所等が税務署に提

供した「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」又は「未成年者非課税適用

確認書に記載された事項」に相違がない。 

 

２ 同一金融商品取引業者等の営業所において同一の申請者に係る非課税口座又は未成年

者口座がない。 

 

３ 上記１に該当しない場合（同一金融商品取引業者等内の営業所において同一の申請者

に係る非課税口座又は未成年者口座がある場合）において、非課税口座又は未成年者口

座を重複して開設したことについて、金融商品取引業者等の営業所に責めに帰すべき事

由がない。 

  【責めに帰すべき事由がないと認められる具体的な内容】 

 

 

 

 

 

以 上 



 

 

 

 

変更届出事項等の取消依頼書 

 

 
※局署整理番号  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署長殿 

（フリガナ）  

営 業 所 名 称 

 

営 業 所 所 在 地 

〒 

 

 

電話    －    －  

（フリガナ）  

営 業 所 長 氏 名 ○印  

（フリガナ）  

作成担当者氏 名 
 

 

租税特別措置法第 37条の 14第 20項若しくは第 23項又は同法第 37条の 14の２第 22項の規定に

より「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）」若しくは「廃止届出事

項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）」又は「廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書

等に記載された事項等）」を提供していましたが、別添「変更届出事項等の取消事項明細書」の申請

者については、申請事項等の種類を誤って提供したので、提供した変更届出事項等の取消しを依頼

します。 

【参考事項】 

 

 

 

※税務署処理欄 

整理簿 内容確認 入 力 備   考 

    

  
（注意事項） 

 ⑴ この依頼書は、変更届出事項又は廃止届出事項（以下「変更届出事項等」といいます。）を提供した金

融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署に提出してください。 

なお、変更届出事項等を本店等が一括して提供していた場合であっても、これらの変更届出事項等の

基になった金融商品取引業者等変更届出書や非課税口座廃止届出書等が提出された金融商品取引業者等

の営業所の所在地の所轄税務署に提出してください。 

⑵ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。 

⑶ 「※」欄は、記載しないでください 
 

30.12 改正 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

取消用 

 



取消対象 正当

1
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

2
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

3
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

4
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

5
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

6
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

7
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

8
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

9
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

10
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

　（注) 「申請事項等の種類」欄には、該当する申請事項等の□にレ印を記載してください。

変更届出事項等の取消事項明細書

申請事項等の種類一連
番号

整理番号
（（ジュニア)ＮＩＳＡ）

（フリガナ）
申請者名

生年月日
届出書の

提出年月日
※税務署処理欄

取消用



 

 

 

 

変更届出事項等の訂正依頼書 

 

 
※局署整理番号  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署長殿 

（フリガナ）  

営 業 所 名 称 

 

営 業 所 所 在 地 

〒 

 

 

電話    －    －  

（フリガナ）  

営 業 所 長 氏 名 ○印  

（フリガナ）  

作成担当者氏名 
 

 

租税特別措置法第 37条の 14第 20項又は第 23項又は同法第 37条の 14の２第 22項の規定により

「変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）」、「廃止届出事項（非課税口

座廃止届出書等に記載された事項等）」又は「廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載され

た事項等）」を提供していましたが、別添「変更届出事項等の訂正事項明細書」の申請者については、

記載項目を誤って提供したので、提供した変更届出事項等の訂正を依頼します。 

【参考事項】 

 

 

 

※税務署処理欄 

整理簿 内容確認 入力 備   考 

    

  
（注意事項） 

 ⑴ この依頼書は、変更届出事項又は廃止届出事項（以下「変更届出事項等」といいます。）を提供した金

融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署に提出してください。 

なお、変更届出事項等を本店等が一括して提供していた場合であっても、これらの変更届出事項等の

基になった金融商品取引業者等変更届出書や非課税口座廃止届出書等が提出された金融商品取引業者等

の営業所の所在地の所轄税務署に提出してください。 

⑵ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。 

⑶ 「※」欄は、記載しないでください 

 

 

30.12 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

訂正用 

 



変更 廃止
(非課税口座)

廃止
(未成年者口座)

1 1 1
□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

□　変更届出事項

□　廃止届出事項

18 24 24

6 12 12

7 13 13

８～11 14～17 14～17

訂正前

訂正後

訂正前

訂正後

訂正前

訂正後

訂正前

訂正後

　　　２.　「申請事項等の種類」欄には、該当する申請事項等の□にレ印を記載してください。

※税務署処理欄

非課税管理
勘定又は累
積投資勘定

廃止

上場株式等
の受入れ

廃止通知書
交付申請書

－

27

24

7

25

－

（注）１.　 「レコード定義項番」とは、「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について（法令解釈通達）」において定められている変更届出事項及び廃止届
          出事項の項番をいいます。

－

27

－

変更届出事項等の訂正事項明細書

申請事項等の種類

整理番号
（(ジュニア)ＮＩＳＡ）

提出者のフリガナ

51

提出年月日

2 3 4項目

３～６２～５

生年月日

提出者の氏名

３～６

レコード定義項番

訂正用



項番 記録要領

1 半角 3文字 「006」を記録してください。

2 元号 半角 1文字

3 年 半角 2文字

4 月 半角 2文字

5 日 半角 2文字

6 全角 120文字以内
提出者の氏名を記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切ってください。外国人については、
ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネームの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースにより区切っ
てください。

7 全角 120文字以内
提出者の氏名のフリガナを記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切ってください。外国人につ
いては、ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネームの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースによ
り区切ってください。

8 元号 半角 1文字

9 年 半角 2文字

10 月 半角 2文字

11 日 半角 2文字

18 半角 14文字

金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出者から提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理
番号を記録してください。
提出者の口座がみなし開設された非課税口座である場合には、未成年者口座の開設の際に提出された未成年者非課税適
用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号を記録してください。

24 半角 1文字

金融商品取引業者等変更届出書の提出により、①非課税管理勘定又は累積投資勘定の廃止を行い、当該金融商品取引業
者等変更届出書の提出の日の属する年の翌年分以後の各年（同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。）におい
て非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けないこととした場合には「0」を、②非課税管理勘定又は累積投資勘定の廃止
を行わず、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出の日の属する年の翌年分以後の各年（同日の属する勘定設定期間
内の各年に限ります。）において非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けないこととした場合には「1」を記録してくだ
さい。

25 半角 1文字

項番24に「0」が記録されている場合において、提出者から金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該
金融商品取引業者等変更届出書の提出により廃止された非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れをして
いない場合には「0」を記録してください。
項番23に「1」が記録されている場合には、「前の項目,,後の項目」としてください。

項番 記録要領

1 半角 3文字 「007」を記録してください。

3 元号 半角 1文字

4 年 半角 2文字

5 月 半角 2文字

6 日 半角 2文字

7 半角 1文字
提出者から租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（平成26年政令第145号）附則第11条第６項に基づき非課税口
座廃止通知書交付申請書の提出を受けた場合には「1」を、提出を受けていない場合には「0」を記録してください。

12 全角 120文字以内
提出者の氏名を記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切ってください。外国人については、
ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネームの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースにより区切っ
てください。

13 全角 120文字以内
提出者の氏名のフリガナを記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切ってください。外国人につ
いては、ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネームの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースによ
り区切ってください。

14 元号 半角 1文字

15 年 半角 2文字

16 月 半角 2文字

17 日 半角 2文字

24 半角 14文字
非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出者から提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号を記
録してください。

27 半角 1文字
項番26に「1」が記録されている場合には、非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に
上場株式等の受入れをしている場合には「1」、受入れをしていない場合には「0」を記録してください。
項番26に「0」が記録されている場合には、「前の項目,,後の項目」としてください。

（参考）

○　レコードの内容及び記録要領
　　（別紙６）【変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等】

○　レコードの内容及び記録要領
　　（別紙７-１）【廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等】

提出者（金融商品取引業者等変更届出書を提出した者をいいます。以下《レコードの内容及び記録要領⑹》において同
じです。）が金融商品取引業者等変更届出書を金融商品取引業者等の営業所の長に提出した年月日の元号、年、月及び
日を記録してください。
この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で２桁を使用すること
に留意してください。
（例）「平成30年４月２日　→　4,30,04,02」

提出者の生年月日の元号、年、月及び日を記録してください。
この場合、元号については、明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」を記録し、また、「年」、「月」
及び「日」は、それぞれ別項目で２桁を使用することに留意してください。
（例）「平成元年４月15日　→　4,01,04,15」

提出者（非課税口座廃止届出書を提出した者、みなし提出により非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされる者
又は非課税口座廃止通知書交付申請書を提出した者をいいます。以下《レコードの内容及び記録要領⑺－１》において
同じです。）が非課税口座廃止届出書を金融商品取引業者等の営業所の長に提出した年月日又はみなし提出があった年
月日（以下《レコードの内容及び記録要領⑺－１》においてこれらの年月日を「提出の日」といいます。）の元号、
年、月及び日を記録してください。
この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で２桁を使用すること
に留意してください。
（例）「平成29年10月２日　→　4,29,10,02」

提出者の生年月日の元号、年、月及び日を記録してください。
この場合、元号については、明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」を記録し、また、「年」、「月」
及び「日」は、それぞれ別項目で２桁を使用することに留意してください。
（例）「平成元年4月15日　→　4,01,04,15」

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合における
レコードの内容及び記録要領等の制定について（法令解釈通達）【抜粋】

提出者の氏名

提出者のフリガナ

提出者の生年月
日

提出者の生年月
日

提出者の整理番号

非課税管理勘定又は累積投資
勘定を廃止した旨等

上場株式等の受入れをしてい
ない旨

項目名 入力文字基準

申請事項等の種類

提出年月日

提出者の氏名

提出者のフリガナ

提出者の整理番号

上場株式等の受入れの有無

項目名 入力文字基準

申請事項等の種類

提出年月日

非課税口座廃止通知書交付申
請書の提出を受けた旨



項番 記録要領

1 半角 3文字 「007」を記録してください。

2 半角 1文字

未成年者口座廃止届出書の提出により未成年者口座を廃止した場合には「1」を、租税特別措置法第37条の14の２第５項
第２号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項６号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じたことによ
り未成年者口座が廃止された場合で同条第20項の規定によりこれらの事由が生じた時に同項に規定する未成年者口座廃
止届出書を未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなすこと（以下《レ
コードの内容及び記録要領⑺－２》において「口座等廃止事由によるみなし提出」といいます。）による提供である場
合には「2」を、租税特別措置法施行令第25条の13の８第20項において準用する同令第25条の13の４第２項に規定する出
国の時に租税特別措置法第37条の14の２第20項に規定する未成年者口座廃止届出書を未成年者口座が開設されている金
融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなすこと（以下《レコードの内容及び記録要領⑺－２》において
「出国によるみなし提出」といいます。）により未成年者口座を廃止した場合には「0」を記録してください。

3 元号 半角 1文字

4 年 半角 2文字

5 月 半角 2文字

6 日 半角 2文字

12 全角 120文字以内
提出者の氏名を記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切ってください。外国人については、
ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネームの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースにより区切っ
てください。

13 全角 120文字以内
提出者の氏名のフリガナを記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切ってください。外国人につ
いては、ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネームの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースによ
り区切ってください。

14 元号 半角 1文字

15 年 半角 2文字

16 月 半角 2文字

17 日 半角 2文字

24 半角 14文字
未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出者から提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座
廃止通知書に記載された整理番号を記録してください。

27 半角 1文字
項番26に「1」が記録されている場合には、未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受
入れをしている場合には「1」、受入れをしていない場合には「0」を記録してください。
項番26に「0」が記録されている場合には、「前の項目,,後の項目」としてください。

提出者の整理番号

上場株式等の受入れの有無

未成年者口座を廃止した旨

提出者の氏名

提出者のフリガナ

提出者の生年月
日

提出者の生年月日の元号、年、月及び日を記録してください。
この場合、元号については、「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で２桁を使用するこ
とに留意してください。
（例）「平成18年４月15日　→　4,18,04,15」

○　レコードの内容及び記録要領
　　（別紙７-２）【廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等】

項目名 入力文字基準

申請事項等の種類

提出年月日

提出者（未成年者口座廃止届出書を提出した者、口座等廃止事由によるみなし提出により未成年者口座廃止届出書を提
出したものとみなされる者又は出国によるみなし提出により未成年者口座廃止届出書を提出したものとみなされる者を
いいます。以下《レコードの内容及び記録要領⑺－２》において同じです。）が未成年者口座廃止届出書を金融商品取
引業者等の営業所の長に提出した年月日、口座等廃止事由によるみなし提出があった年月日又は出国によるみなし提出
があった年月日（以下《レコードの内容及び記録要領⑺－２》においてこれらの年月日を「提出の日」といいます。）
の元号、年、月及び日を記録してください。
この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で２桁を使用すること
に留意してください。
（例）「平成30年10月１日　→　4,30,10,01」



営業所

所在地 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

営業所

名 称 
御中 

 

税務署長        

 

 

個人番号等の確認について（依頼） 

 

 

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴営業所から、国税電子申告・納税システム（e-Tax）により所轄税務署に提

供されたＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）又はジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非

課税制度）に係る申請事項等について確認を行った結果、別添「個人番号等確認リスト」

（以下「確認リスト」といいます。）に記載されている投資者に係る個人番号又は生年

月日に記載不備があるのではないかと考えられます。 

つきましては、対象となる投資者の個人番号及び生年月日を再度確認いただき、その

結果を「確認リスト」の「回答」欄に記入して、同封した「『個人番号等の確認につい

て』に対する回答」を作成の上、確認リストと併せて次の期日までにご回答ください。 

（注）１ 「確認リスト」の「回答」欄には、記載された投資者に係る正しい個人番号

及び生年月日を記載してください（「回答」欄に「回答不要」と記載されてい

る投資者は確認していただく必要はありません。）。 

   ２ 「確認リスト」に記載された生年月日が異なる場合には、交付済みの非課税

適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の訂正が必要となるため、金融商品

取引業者等の営業所の所轄税務署に対して、「非課税適用確認書の訂正依頼書」

又は「未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書」を提出してください。 

なお、「確認リスト」の回答欄には、上記の確認結果のほか当該訂正依頼書

を提出する所轄税務署を併せて記載してください。 

    

回 答 期 日 （平成   年   月   日）   依 頼 件 数 （     件） 

 

 この文書は行政指導として送付しているものであり、その責任者は、表記の税務署長 

です。 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています





                             

 平成   年   月   日 

 金融商品取引業者等の 

本店等又は営業所の名称 

 

税務署長 殿  責 任 者 氏 名 印  

 この回答について 

応答できる者の氏名 

電話番号 

 

 

   －    －    内線 

 

 

 

 

 

「個人番号等の確認について（依頼）」に対する回答 

 

 

 

  

 先般、送付を受けました「個人番号等の確認について（依頼）」について、別添「個

人番号等確認リスト」のとおり回答します。 

 

 

 

 

 

・回答件数 件 

・「非課税適用確認書の訂正依頼書」又は「未成

年者非課税適用確認書の訂正依頼書」 
件 

 



非課税口座を開設しなかった旨の届出書 

 
 

※整理番号   

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 税務署長殿 

（フリガナ）   

営 業 所 名 称   

営 業 所 所 在 地  

〒    －      

 

 

電話    －     －      

（フリガナ）   

営 業 所 長 氏 名                 ○印  

（フリガナ）   

作成担当者氏名                   

別紙の未成年者口座の開設者については、20 歳である年の１月１日において居住者又は

恒久的施設を有する非居住者ではないことから、租税特別措置法第 37 条の 14 第 28 項の規

定の適用を受ける者には該当しませんので、その旨届け出ます。 

【参考事項】 

 

 

※ 税務署 

処理欄 

整理簿 内容確認 決裁 統括官 担当者  備考 

   ・ ・ ・  ・    

（注意事項） 

(1) この届出書は、金融商品取引業者等の営業所の長が、未成年者口座を開設している者で、基準年

（その年の３月 31 日において 18 歳である年）の前年 12 月 31 日までに出国し、その後帰国をしな

いまま、20 歳である年の１月１日を迎えたことにより、租税特別措置法第 37 条の 14 第 28 項の規

定による非課税口座の開設を行わなかった者について、その非課税口座を開設しなかった旨を当該

営業所の所在地の所轄税務署長に届け出るために提出するものです。 

(2) 毎年１月 20 日までに営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。 

(3) 「参考事項」欄には、参考となるべき事項を記入してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

30･12 



（注）「※」欄は、記載しないでください。

一連
番号

整理番号
（（ジュニア)ＮＩＳＡ）

・　　・

（フリガナ）
申請者名

出国（予定）年月日 ※税務署処理欄

非課税口座を開設しなかった旨の届出書・別紙

（　　　枚分の　　　枚目）

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

19

20

13

14

15

16

17

 



１　投資者情報
（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ )

氏 名
整理番号

２　非課税口座の開設等ができない理由（法令解釈通達 別紙10-１【項番８】）及び確認すべき事項

チェック欄 コード

□ ０１

□ ０２

□ ０３

⑴　投資者は一致しているか

○税務署へ提供した提出事項の内容 ○投資者から提出された廃止通知書
氏名

【項番７】
氏名

整理番号
【項番19】

整理番号

◎確認結果　　　□　一致　　　□　不一致　※不一致の場合は、正しい提出事項を再提供する。

⑵　廃止通知書の種類が一致しているか

○税務署へ提供した提出事項の内容 ○投資者から提出された廃止通知書

コード

□ 0 □

□ 1 □

◎確認結果　　　□　一致　　　□　不一致　※不一致の場合は、正しい提出事項を再提供する。

⑶　廃止年月日が一致しているか

○税務署へ提供した提出事項の内容

コード

◎確認結果　　　□　一致　　　□　不一致　※不一致の場合は、正しい提出事項を再提供する。

⑷　同一の廃止通知書に係る提出事項を以前にも提供していないか

◎確認結果　　　□　該当無　　　□　該当有

⑸　同一ファイル内に同一の投資者の提出事項が複数含まれていないか

◎確認結果　　　□　該当無　　　□　該当有
※該当有の場合は、同一の投資者に対して、一つの提出事項のみを再度提供する。

２ 平成 年 月 日

○投資者から提出された廃止通知書

勘定廃止通知書

（１月１日～９月30日用）

内容

勘定廃止通知書

非課税口座の開設等ができない場合のチェック表

非課税口座廃止通知書

廃止通知書の提出を受けた旨【項番２】

勘定廃止通知書

非課税口座廃止通知書

チェック欄 廃止通知書の種類

非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由

□

□

チェック欄
廃止通知書の提出の区分【項番25】

平成

     　年 　 　月  　　日
□

（10月１日～12月31日用）

非課税口座廃止通知書

０

１

２

確認すべき事項

3⑴から⑶までの事項について確認し、
いずれの事項も「一致」の場合は、税務
署へ連絡する

3⑴から⑸までの事項について確認し、
いずれの事項も「一致」又は「該当無」の
場合は、投資者に他の金融機関に対し
て既に手続を行っていないか確認する

３⑸の事項について確認し、「該当無」の
場合は、投資者に他の金融機関に対す
る口座開設手続の有無について確認す
る

３　税務署へ提供した提出事項（勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）（法令解釈通達 別紙８-１）の確認

提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る変更届
出事項又は廃止届出事項（廃止年月日が同一のものに限ります。）
の提供がない場合

提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出
事項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税
務署長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一
のものに限ります。）の提供がある場合

提出事項に記載された提出者について、所轄税務署長が当該提出
事項の提供を受けた時と同時にその所轄税務署長若しくは他の税
務署長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一
のものに限ります。）の提供がある場合

(摘要）

通知書に記載された
廃止された年月日等

変更届出書提出年月日
の翌年１月１日（注）

左記
コード

０

１

平成 年 月 日

※　該当有の場合は、以前に提供した提出事項により非課税口座が開設されていると考えられ
　るため、非課税口座の開設状況を確認する。

廃止年月日
【項番26～29】

チェック欄
内容

勘定廃止通知書

（注）　勘定廃止通知書（10月１日～12月31日用）の場合は、提出事項の廃止年月日は、変更届出書の
　　 提出年月日の翌年１月１日とする必要がある。

確認

確認

確認



○　レコードの内容及び記録要領
（別紙10-１）非課税口座開設又は勘定設定の可否事項

項番

記録要領

01

02

03

（別紙８-１）提出事項（勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）
項番

2 半角 1文字

7 全角
120 文 字
以内

19 半角 14文字

廃止通知書の
名称

記録要領

0

1

非課税口座廃
止通知書

2

26 元号 半角 1文字

27 年 半角 2文字

28 月 半角 2文字

29 日 半角 2文字

25

　提出者の氏名を記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切っ
てください。外国人については、ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネー
ムの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースにより区切ってください。

半角 2文字

　項番7に「0」が記録されている場合には、その提出者の非課税口座の開設ができな
い又はその提出者の非課税口座への非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定がで
きない理由について、次表の「非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投
資勘定の設定ができない理由」欄に掲げる非課税口座の開設又は非課税管理勘定の設
定ができない理由に応じ、それぞれ「記録要領」欄のとおり記録します。

非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由

提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る変更届出
事項又は廃止届出事項（廃止年月日が同一のものに限ります。）の
提供がない場合

　項番25に「0」が記録されている場合には項番24の「当該廃止をした年月日」の元
号、年、月及び日を、項番25に「1」が記録されている場合には項番24の「当該提出
された年月日」の属する年の翌年の1月1日の元号、年、月及び日を、項番25に「2」
が記録されている場合には項番25の非課税口座廃止通知書に記載された非課税口座が
廃止された年月日の元号、年、月及び日を記録してください。
　この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、
それぞれ別項目で2桁を使用することに留意してください。
（例）「平成30年９月28日　→　4,30,09,28」

項目名 入力文字基準

1文字

勘定廃止通知書又は
非課税口座廃止通知
書の提出を受けた旨

提出者の氏名

提出者の整理番号

廃止通知書の提出の
区分

半角

非課税口座廃止通知書の提出があった場合

廃止年月
日

勘定廃止通知
書

記録要領

（参考）

金融商品取引業者等変更届出書の提出の日の属する
年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定の廃止をし
た旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する
年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定又は
累積投資勘定を設けない旨の記載がある勘定廃止通
知書の提出があった場合
（参考）租税特別措置法第37条の14第18項に規定す
る変更前非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資
勘定が設けられる日の属する年（以下「勘定設定
年」といいます。）の１月１日から９月30日までの
間に、金融商品取引業者等変更届出書の提出を受け
た場合です。

金融商品取引業者等変更届出書の提出の日の属する
年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定又は
累積投資勘定を設けない旨及び当該提出された年月
日の記載がある勘定廃止通知書の提出があった場合
（参考）勘定設定年の前年の10月１日から12月31日
までの間に、金融商品取引業者等変更届出書の提出
を受けた場合です。

提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事
項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税務署
長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一のもの
に限ります。）の提供がある場合
提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事
項の提供を受けた時と同時にその所轄税務署長若しくは他の税務署
長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一のもの
に限ります。）の提供がある場合

　項番7に「1」が記録されている場合には、記録しません（タグ名のみ記録しま
す。）。

　提出者（勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出した者をいいます。以下
《レコードの内容及び記録要領⑻-１》において同じです。）から勘定廃止通知書の
提出を受けた場合には「0」を、非課税口座廃止通知書の提出を受けた場合には「1」
を記録してください。

　提出者から提出を受けた廃止通知書に記載された整理番号を記録してください。

　提出者から提出を受けた廃止通知書の次表「廃止通知書の区分」欄に掲げる区分を
同表「記録要領」欄のとおり記録してください。

廃止通知書の区分

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合における
レコードの内容及び記録要領等の制定について（法令解釈通達）　【抜粋】

項目名 入力文字基準 記録要領

8

非課税口座の開設又
は非課税管理勘定若
しくは累積投資勘定
の設定ができない理
由



１　投資者情報
（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ )

氏 名
整理番号

２　未成年者口座の開設等ができない理由（法令解釈通達 別紙10-２【項番８】）及び確認すべき事項

チェック欄 コード

□ ０１

□ ０２

□ ０３

⑴　投資者は一致しているか

○税務署へ提供した提出事項の内容 ○投資者から提出された廃止通知書
氏名

【項番７】
氏名

整理番号
【項番19】

整理番号

◎確認結果　　　□　一致　　　□　不一致　※不一致の場合は、正しい提出事項を再提供する。

⑵　廃止年月日が一致しているか

○税務署へ提供した提出事項の内容

◎確認結果　　　□　一致　　　□　不一致　※不一致の場合は、正しい提出事項を再提供する。

⑶　同一の廃止通知書に係る提出事項を以前にも提供していないか

◎確認結果　　　□　該当無　　　□　該当有

⑷　同一ファイル内に同一の投資者の提出事項が複数含まれていないか

◎確認結果　　　□　該当無　　　□　該当有
※該当有の場合は、同一の投資者に対して、一つの提出事項のみを再度提供する。

通知書に記載された
廃止された年月日等

平成   　年 　　月 　　日

(摘要）

※　該当有の場合は、以前に提供した提出事項により未成年者口座が開設されていると考えられ
　るため、未成年者口座の開設状況を確認する。

廃止年月日
【項番26～29】

廃止通知書の提出の区分

未成年者口座廃止通知書

○投資者から提出された廃止通知書

未成年者口座の開設ができない場合のチェック表

未成年者口座の開設ができない理由 確認すべき事項

3⑴及び⑵までの事項について確認し、
いずれの事項も「一致」の場合は、税務
署へ連絡する

3⑴から⑷までの事項について確認し、
いずれの事項も「一致」又は「該当無」の
場合は、投資者に他の金融機関に対し
て既に手続を行っていないか確認する

３⑷の事項について確認し、「該当無」の
場合は、投資者に他の金融機関に対す
る口座開設手続の有無について確認す
る

３　税務署へ提供した提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項）（法令解釈通達 別紙８-２）の確認

提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る廃止届
出事項（廃止年月日が同一のものに限ります。）の提供がない場合

提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出
事項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税
務署長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一
のものに限ります。）の提供がある場合

提出事項に記載された提出者について、所轄税務署長が当該提出
事項の提供を受けた時と同時にその所轄税務署長若しくは他の税
務署長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一
のものに限ります。）の提供がある場合

確認

確認



○　レコードの内容及び記録要領
（別紙10-２）未成年者口座開設の可否事項

項番

記録要領

01

02

03

（別紙８-２）提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項）
項番

7 全角
120 文 字
以内

19 半角 14文字

26 元号 半角 1文字

27 年 半角 2文字

28 月 半角 2文字

29 日 半角 2文字

項目名 入力文字基準 記録要領

廃止年月
日

　未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座が廃止された年月日の元号、
年、月及び日を記録してください。
　この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、
それぞれ別項目で２桁を使用することに留意してください。
（例）「平成28年9月30日　→　4,28,09,30」

提出者の氏名
　提出者の氏名を記録してください。姓と名の間を１文字分のスペースにより区切っ
てください。外国人については、ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネー
ムの順に記録し、それぞれの間を１文字分のスペースにより区切ってください。

提出者の整理番号 　提出者から提出を受けた廃止通知書に記載された整理番号を記録してください。

（参考）

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合における
レコードの内容及び記録要領等の制定について（法令解釈通達）　【抜粋】

項目名 入力文字基準 記録要領

8
未成年者口座の開設
ができない理由

半角 2文字

　項番7に「0」が記録されている場合には、その提出者の未成年者口座の開設ができ
ない理由について、次表の「口座の開設又は非課税管理勘定の設定ができない理由」
欄に掲げる非課税口座の開設又は非課税管理勘定の設定ができない理由に応じ、それ
ぞれ「記録要領」欄のとおり記録します。

未成年者口座の開設ができない理由

提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る廃止届出
事項（廃止年月日が同一のものに限ります。）の提供がない場合

提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事
項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税務署
長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一のもの
に限ります。）の提供がある場合
提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事
項の提供を受けた時と同時にその所轄税務署長若しくは他の税務署
長に対して同一の提出者に係る提出事項（廃止年月日が同一のもの
に限ります。）の提供がある場合

　項番7に「1」が記録されている場合には、記録しません（タグ名のみ記録しま
す。）。



 

ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る提出事項の確認結果の連絡せん 

 
 

  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 税務署長殿 

（フリガナ）  

営 業 所 名 称  

営 業 所 所 在 地 

〒 

 

 

電話    －    －     

（フリガナ）  

作 成 担 当 者  

標記の件について、次の投資者に係る提出事項の手続を確認しましたので、その結果を連絡します。 

一連番号 
フリガナ 

投資者名 
整理番号（（ジュニア）NISA） 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

（注） 上記の投資者に係る次の書類を添付することに留意する。 

    ① 非課税（未成年者）口座の開設等ができない場合のチェック表 

    ② 勘定廃止通知書の写し又は非課税（未成年者）口座廃止通知書の写し 

※税務署処理欄 整理簿 年  月  日  摘 要  

 



 

ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る提出事項の確認結果の連絡せんの記載要領等  

 

 

１ この連絡せんは、租税特別措置法第 37 条の 14 第 25 項又は同法第 37 条の 14 の２第 23 項の規定に基

づき提出事項（勘定廃止通知書等を提出した者に関する事項又は未成年者口座廃止通知書の提出をした

者に関する事項）（以下「提出事項」といいます。）を提出し、税務署から租税特別措置法第 37 条の 14

第 26 項（非課税口座開設又は勘定設定の可否事項）又は同法 37 条の 14 の２第 24 項（未成年者口座開

設の可否事項）に基づく情報の提供があり、当該情報の提供が「非課税（未成年者）口座の開設又は非

課税管理勘定若しくは累積投資勘定が設定できない旨」であった金融商品取引業者等の営業所の長が、

提出事項の内容確認した結果、当該提出事項に誤りがない場合に提出するものです。 

 

 ２ この連絡せんは、次により記載してください。 

  ⑴ 「営業所名称」欄には、金融商品取引業者等の営業所の名称を、「営業所所在地」欄には、金融商品

取引業者等の営業所の所在地を、「作成担当者」欄には、この連絡せんについて回答できる担当者の所

属及び氏名を記載してください。 

  ⑵ 各投資者毎に記載してください。 

  ⑶ 「投資者名」欄には、勘定廃止通知書又は非課税（未成年者）口座廃止通知書（以下「廃止通知書」

といいます。）を提出した者を記載してください。 

  ⑷ 「整理番号（(ジュニア)NISA）」欄には、投資者から提出を受けた廃止通知書に記載された整理番号

を記載してください。 

  ⑸ 「※」欄は、記載しないでください。  

 



 

               
 

営業所

所在地 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

営業所

名 称 

御中 

 

税 務 署 長        

        

 

 

ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認について 

 

 

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴営業所が投資者に交付した（ジュニア）ＮＩＳＡ（（未成年者）少額投資非課税制度）に係る

「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」又は「未成年者口座廃止通知書」（以下これらを併せて

「廃止通知書等」といいます。）に基づき、他の金融商品取引業者等の営業所から税務署へ提出事項の提

供がされています。 

当該提出事項に対しては、税務署から他の金融商品取引業者等の営業所に対し、非課税口座の開設（若

しくは未成年者口座の開設）又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない旨が通知され

ており、この要因としては、貴営業所における廃止通知書等に係る手続が適正に行われていないことが

考えられます。 

つきましては、別添「ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェック表」又は「ジュニアＮＩＳＡ口

座の廃止届出事項に係るチェック表」（以下「チェック表」といいます。）に記載された投資者に係る貴

営業所の処理内容について、チェック表に基づき確認していただきますようお願いします。 

 なお、確認の結果、貴営業所において訂正処理等を行った場合には、廃止通知書等を交付した投資者

に対し、「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ」（以下「お知らせ」といい

ます。）を交付していただくとともに、当該お知らせを『廃止通知書等を提出した金融商品取引業者等の

営業所』に提出するよう依頼願います。 

 また、上記の処理を了した場合には、「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認

結果の連絡せん」に、処理を了したチェック表（写し）を添付した上で、表記の税務署まで提出してい

ただきますようお願いします。 

この文書は行政指導として送付しているものであり、その責任者は、表記の税務署長です。 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています

 

（

規

格

Ａ

４

） 



ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認について 

 

 

１ 使用目的 

「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認について」は、変更前（再開設）金融機関に対して、

税務署に提供した変更届出事項等の内容を確認し所要の処理を依頼する「ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェッ

ク表」又は「ジュニアＮＩＳＡ口座の廃止届出事項に係るチェック表」を送付する場合に使用する。 

 

２ 記載要領 
 

項 目 内 容 

営 業 所 所 在 地  金融商品取引業者等の営業所の所在地を記入する。 

営 業 所 名 称 金融商品取引業者等の営業所の名称を記入する。 

 



１　投資者情報（税務署にて記載）

○提出された廃止通知書の区分 □ 勘定廃止通知書（１月１日～９月30日）

□ 勘定廃止通知書（10月１日～12月31日）

□ 非課税口座廃止通知書

２　税務署へ提供した変更届出事項等の確認等
「税務署記載欄」にチェックのある項目について、内容の確認及び所要の処理を行ってください。

①　変更届出事項等の提供状況

□ 提供済（提供日：平成　　年　　月　　日） □ 提供未済⇒ ◎の処理へ

②　①が「提供済」の場合、提供した変更届出事項等に係る記載不備の連絡の有無

□ 記載不備あり □ 記載不備なし⇒ このチェック表（写し）を税務署へ提出

③　②が「記載不備あり」の場合、変更届出事項等の再提供は行っているか

□ 提供済（提供日：平成　　年　　月　　日） □ 提供未済⇒ ◎の処理へ

◎変更届出事項等を税務署へ提供をしてください。

平成

◎口座開設情報の提供 提供日　　

◎変更届出事項等の再提供 提供日　　

□ 　金融商品取引業者等変更届出書　 ⇒　①の処理へ

□ 　非課税口座廃止届出書 ⇒　②の処理へ
　※「出国届出書」を含む（以下同じ）

①　 投資者に対し、「勘定廃止通知書」を再交付してください。

平成

②

廃止届出事項の提供日 平成　　　年　　　　月　　　日

□ 　非課税口座廃止届出書 ⇒　①の処理へ

□ 　金融商品取引業者等変更届出書　 ⇒　②の処理へ

①  投資者に対し、「非課税口座廃止通知書」を再交付してください。

平成

②

変更届出事項の提供日 平成　　　年　　　　月　　　日

○届出書種類

再交付日 年　　　　月　　　　日

 税務署に提供済みの廃止届出事項を取り消すために「変更届出事項等の取消依頼書」を提出し、税
務署から当該処理が了した旨の連絡があった後、変更届出事項を提供してください。

年　　　　月　　　　日

平成　　　 年　　　 月 　　　日

平成　　　 年　　　 月 　　　日

年　　　　月　　　　日再交付日

○届出書種類

　１の投資者に係る口座開設情報が税務署のシステムに登録されていません。
　このため、口座開設情報を提供していただき、e-Taxの受信通知を確認した後、変更届出事
項等を再提供してください。２

□

３

□

４

□

　税務署には変更届出事項が提供されていますが、投資者には「非課税口座廃止通知書」が
交付されています。このため、投資者から提出された届出書を確認してください。

 税務署に提供済みの変更届出事項を取り消すために「変更届出事項等の取消依頼書」を提出し、税
務署から当該処理が了した旨の連絡があった後、廃止届出事項を提供してください。

　税務署には廃止届出事項が提供されていますが、投資者には「勘定廃止通知書」が交付さ
れています。このため、投資者から提出された届出書を確認してください。

ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェック表

氏 名 整 理 番 号

税務署
記載欄

　変更届出事項等の情報が、税務署のシステムに登録されていません。
　このため、変更届出事項等の税務署への提供状況を確認してください。

１

□

提供日

金融機関記載欄



税務署
記載欄

金融機関記載欄

①　 平成

②　「勘定廃止通知書」の記載内容と廃止届出事項の内容の確認

○勘定廃止通知書の記載内容 ○変更届出事項の内容

≪判定≫ □ 「勘定廃止通知書」に記載誤りあり ⇒　①の処理へ

□ 変更届出事項の内容に誤りあり ⇒　②の処理へ

①

平成

②

①　 平成

②　「非課税口座廃止通知書」の記載内容と廃止届出事項の内容の確認

○廃止通知書の記載内容 ○廃止届出事項の内容

≪判定≫ □ 「非課税口座廃止通知書」に記載誤りあり ⇒　①の処理へ

□ 廃止届出事項の内容に誤りあり ⇒　②の処理へ

①

平成

②

３　投資者への連絡

平成

平成　 年 　月 　日

平成　 年 　月 　日

　上記２の確認等の処理を了したら、投資者へ「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る手続を了した旨
のお知らせ」（以下「お知らせ」といいます。）の交付してください。
　なお、廃止通知書を投資者に再交付する場合は、お知らせと併せて交付してください。

年　　　　月　　　　日交付日

 税務署に提供済みの廃止届出事項の記録項目を訂正するために「変更届出事項等の訂正依頼書」を
提出してください。

６

□

平成　 年 　月 　日

届出書の提出年月日（営業所の受理日） 年　　　　月　　　　日

再交付日 年　　　　月　　　　日

 投資者に対し「非課税口座廃止通知書」を再交付してください。

届出書の提出年月日（営業所の受理日） 年　　　　月　　　　日

５

□

 税務署に提供済みの変更届出事項の記録項目を訂正するために「変更届出事項等の訂正依頼書」を
提出してください。

再交付日 年　　　　月　　　　日

「金融商品取引業者等変更届出
書の提出年月日」欄

「非課税管理勘定又は累積投資
勘定が廃止された年月日」欄

平成 年 月 日《10月１日～12月31日用》

 投資者に対し「勘定廃止通知書」を再交付してください。

（摘要）

　廃止届出事項として提供された届出書の提出年月日【法令解釈通達 別紙７-１ 項番３～
６】と、投資者に交付した「非課税口座廃止通知書」の記載内容が一致していません。
　このため、提出を受けた「非課税口座廃止届出書」の提出年月日を確認の上、「非課税口
座廃止通知書」の記載内容及び廃止届出事項の内容を確認してください。

「非課税口座廃止届出書の提
出年月日（非課税口座が廃止
された年月日）」欄の提出年
月日

提出年月日【項番３～６】

平成 年 月 日

　変更届出事項として提供された届出書の提出年月日【法令解釈通達 別紙６ 項番２～５】
と、投資者に交付した「勘定廃止通知書」の記載内容が一致していません。
　このため、提出を受けた「金融商品取引業者変更届出書」の提出年月日を確認の上、「勘
定廃止通知書」の記載内容及び変更届出事項の内容を確認してください。

《１月１日～９月30日用》 提出年月日【項番２～５】

確認

確認

確認

確認



○　レコードの内容及び記録要領
（別紙６）変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）

項番

2 元号 半角 1文字

3 年 半角 2文字

4 月 半角 2文字

5 日 半角 2文字

（別紙７-１）廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）
項番

3 元号 半角 1文字

4 年 半角 2文字

5 月 半角 2文字

6 日 半角 2文字

（参考）

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合における
レコードの内容及び記録要領等の制定について（法令解釈通達）　【抜粋】

項目名 入力文字基準 記録要領

提出年月日

　提出者（非課税口座廃止届出書を提出した者、みなし提出により非課税口座廃
止届出書を提出したものとみなされる者又は非課税口座廃止通知書交付申請書を
提出した者をいいます。以下《レコードの内容及び記録要領⑺－１》において同
じです。）が非課税口座廃止届出書を金融商品取引業者等の営業所の長に提出し
た年月日又はみなし提出があった年月日（以下《レコードの内容及び記録要領⑺
－１》においてこれらの年月日を「提出の日」といいます。）の元号、年、月及
び日を記録してください。
　この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」
は、それぞれ別項目で２桁を使用することに留意してください。
（例）「平成29年10月２日　→　4,29,10,02」

提出年月日

　提出者（金融商品取引業者等変更届出書を提出した者をいいます。以下《レ
コードの内容及び記録要領⑹》において同じです。）が金融商品取引業者等変更
届出書を金融商品取引業者等の営業所の長に提出した年月日の元号、年、月及び
日を記録してください。
　この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」
は、それぞれ別項目で２桁を使用することに留意してください。
（例）「平成30年４月２日　→　4,30,04,02」

項目名 入力文字基準 記録要領



 

ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェック表 

 

 

１ 使用目的 

「ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェック表」は、変更前金融機関が提出した租税特別措置法第 37 条の 14

第 20 項（変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等））及び同条第 23 項（廃止届出事項

（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等））（以下「変更届出事項等」という。）の変更届出事項等の内容確認

及び投資者に交付した「廃止通知書」との内容確認を、変更前金融機関に依頼する場合に使用する。 

 

２ 記載要領 
 

項 目 内 容 

氏 名 
 非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない投資者の

氏名を記入する。 

整 理 番 号  投資者のＮＩＳＡ専用の整理番号を記入する。 

提 出 さ れ た 廃 止 

通 知 書 の 区 分 

 「ＮＩＳＡ口座の再開設等に係るチェック表」に記載された廃止通知書の種類に該当す

る□にレ印を記入する。 

 

 

 



  

平成  年  月  日 

 

 殿 

 

○○証券（銀行）○○支店 

支店長 □□ □□  ○印  

 

 

 

ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ 

 

 

 ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）に関して、貴殿から提出いただきました下記の届出書

等につきまして、税務署に対する処理を了しましたのでお知らせ致します。 

 また、貴殿に交付させていただいた「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」

の内容に一部誤りがありましたので、正しい通知書を再交付させていただきます。 

 恐れ入りますが、この「ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ」と再交付させてい

ただいた通知書を、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」を提出した金融商品

取引業者等の営業所の長に提出して頂きますようよろしくお願いします。 

 

整理番号＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

 

 

記 

 

 届出書種別 提出年月日 

□ 金融商品取引業者等変更届出書 平成   年   月   日 

□ 非課税口座廃止届出書 平成   年   月   日 

□ 出国届出書 平成   年   月   日 

□ 非課税口座廃止通知書交付申請書 平成   年   月   日 

 

 

このお知らせについて、ご不明な点がございましたら、下記担当者までご連絡いただく

ようお願いいたします 

 

 

担当部署   

担当者名   

電話番号  （内線    ） 

 



 

 

平成  年  月  日 

 

 殿 

 

○○証券（銀行）○○支店 

支店長 □□ □□  ○印  

 

 

 

 

ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ 

 

 

 ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）に関して、貴殿から提出いただきました下記の届出書

等につきまして、税務署に対する処理を了しましたのでお知らせ致します。 

 恐れ入りますが、この「ＮＩＳＡに係る手続を了した旨のお知らせ」を、「非課税口座廃

止通知書」又は「勘定廃止通知書」を提出した金融商品取引業者等の営業所の長に提出し

て頂きますようよろしくお願いします。 

 

整理番号＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

 

 

記 

 

 届出書種別 提出年月日 

□ 金融商品取引業者等変更届出書 平成   年   月   日 

□ 非課税口座廃止届出書 平成   年   月   日 

□ 出国届出書 平成   年   月   日 

□ 非課税口座廃止通知書交付申請書 平成   年   月   日 

 

 

このお知らせについて、ご不明な点がございましたら、下記担当者までご連絡いただく

ようお願いいたします 

担当部署   

担当者名   

電話番号  （内線    ） 

 



営業所

所在地 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

 

 

営業所

名 称 

御中 

 

税 務 署 長        

       
 

 

 

ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認状況について 

 

 

 

 

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴営業所から「ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る提出事項の確認結果の連絡せん」により連絡

いただきました下記の投資者につきまして、当該投資者に「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」又

は「未成年者口座廃止通知書」を交付した金融商品取引業者等の営業所に対し、平成  年  月  日付

で変更届出事項等の確認依頼をしましたので、その旨連絡させていただきます。 

 

  

記 

 

 

○ 投資者 

 

  氏  名                      

 

  整理番号                      

 

 

 

 

 

この文書は行政指導として送付しているものであり、その責任者は、表記の税務署長です。 

 

担当部門  

担当者名  

電話番号 （内線    ） 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています

 

（

規

格

Ａ

４

） 



 

ＮＩＳＡ又はジュニアＮＩＳＡに係る変更届出事項等の確認結果の連絡せん 

 
 

  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 税務署長殿 

（フリガナ）  

営 業 所 名 称  

営 業 所 所 在 地 

〒 

 

 

電話    －    －     

（フリガナ）  

作 成 担 当 者  

標記の件について、次の投資者に係る変更届出事項等の確認及び処理を了しましたので、その結果を連絡し

ます。 

一連番号 
フリガナ 

投資者名 
整理番号（（ジュニア）NISA） 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

10   

（注）上記の投資者に係る「ＮＩＳＡ口座の変更届出事項等に係るチェック表（写）」又は「ジュニア

ＮＩＳＡ口座の廃止届出事項に係るチェック表（写）」を添付することに留意する。 

※税務署処理欄 整理簿 年  月  日  摘 要  
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